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少年のたまり場の状況

111-

問題点指摘する60年版警察白

警
察
庁
は
寸
昭
和
六
十
年

警
察
白
書
」
を
七
月
二
十
三

日
の
閣
議
に
報
告
、
了
承
さ

れ
、
こ
の
ほ
ど
そ
の
内
容
を

公
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と

五
十
九
年
七
月
中
に
把
出
さ

れ
た
「
少
年
の
た
ま
り
場
」

と
し
て
の
『
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
」
は
三
千
三
百
三
十
ニ
ヵ

所

(前
年
二
千
四
百
三
十
ニ

ヵ
所
)
と
九
百
ヵ
所

(前
年

比
三
七
%
増
)
と
地
加
し
た

う
、
ぇ
、
さ
ら
に
場
所
別
で
は

従
来
ト

ッ
プ
を
占
め
て
い
た

「
ス
ナ

ッ
ク
、
喫
茶
庖
」
を

上
回
り
、
つ
い
に
首
位
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

「
少
年
の
た
ま
り
場
に
な
り

や
す
い
」
と
の
理
由
は
、
賭

博
機
問
題
と
並
ん
で
、
ゲ
ー

ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
が

「
八
号

風
俗
営
業
」
と
し
て
規
制
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
大
き
な

理
由
の
ひ
と
つ
。
そ
れ
が
さ

ら
に
悪
化
し
て
い
る
こ
と
を

同
白
骨
は
示
し
て
お
り
、
業

界
関
係
者
は
当
惑
を
隠
し
き

れ
な
い
も
よ
う
で
あ
る
。

「融
宵
祭
自
性
」
に
「
少
年

の
た
ま
り
場
の
状
況
」
が
掲

載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
五
十
九
年
版
か
ら
で
、

五
十
九
年
版
は
五
十
八
年
七

の

1f 

正、.，_， 

• 
月
の
、
ま
た
六
十
年
版
は
五

十
九
年
七
月
の

「青
少
年
を

非
行
か
ら
ま
も
る
全
国
強
調

月
間
」
中
に
「
全
国
で
把
握

さ
れ
た
少
年
の
た
ま
り
場
と

な
っ
て
い
る
場
所
」
の
数
を

別
表
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
二
年
削
の
表
を
合
成
、

六

卜
年
版
に
よ
る
構
成
比
順
に

配
列
し
直
し
た
の
が
左
表
で

糸
川
ヲ
@
。

融
宵
佐
原
白
書
で
い
う

「
少
年

の
た
ま
り
場
」
と
は

「少
年

が
臼
常
的
に
た
む
ろ
し
、
喫

煙
、
飲
酒
、
不
純
異
性
交
遊

等
の
不
良
行
為
を
繰
り
返
し

行
な
っ
て
い
る
場
所
」
と
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
定

義
は
な
い
。
同
白
書
で
は
こ

れ
ら
「
た
ま
り
場
は
、
非
行

集
団
の
形
成
の
場
を
提
供
し

て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
場
所
に
お
い
て
誘
惑
を
受

け
て
少
年
の
福
祉
を
筈
す
る

犯
罪
の
被
害
者
と
な
る
少
年

も
多
い
」

(
六
十
年
版
)
と

し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で

「
少
年
」
と
い
う
の
は
性
別

に
闘
係
な
く
、
少
女
も
当
然

含
ま
れ
て
い
る
。

同
白
書
で
は
、
少
年
非
行

問
題
に
つ
い
て
大
き
く
と
り

あ
げ
て
お
り
、
戦
後
に
お
け
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たまり;構成
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の

J十

そ

総

所

以

外

る

少

年

非

行

の

推

移

で

は

、

犯

協

会

そ

の

他

各

種

団

体

の

行

い

、

ゲ

ー
ム
セ
ン
タ
ー
等

昭
和
二
十
六
年
を
ど
l
ク
と
関
係
者
を
含
め
、
約

百

二

十

を

風
俗
営
業
に
追
加
し
た
ほ

す
る
第
一
の
波
、
一
ニ
十
九
年
五
万
人
の
参
加
を

得

、

有

窓

口

か

、
許
可
対
象
で
あ
る
風
俗

を
ピ
ー
ク
と
す
る
第
二
の
波
、
環

境

の

笑

態

把

握

、

巡

回

防

営

業

に

つ

い
て
は
、
よ
り
健

そ
し
て
四
十
年
代
か
ら
始
ま
犯
広
報
、
雌
り
場
、
ゲ

l
ム

全

な

営

業

と

し

て

そ

の

業

務

る

第

三

の

波

が

あ

る

と

し

て

セ

ン

タ

ー

等

め

た

ま

り

州

場

等

の

適

正

化

を

推
進
す
る
こ
と

い
る
。

こ

の

観

点

か

ら

は

、

と

し

、

ま

た

風

俗

関

連

営

業

こ
れ
ま
で
第
三
の
波
は
上
が

今

後

と

も

注

目

さ

れ

る

「

八

号

」

に
つ
い
て
は
届
出
制
を
導
入

り

続

け

て

い

る

と

さ

れ

て

き

す

る

と

と

も

に

、
地
域
規
制

た
が
、

六
十
年
版
白
性
で
は

違

法

営

業

へ

の

取

締

り

強

化

も

及
び
祭
止
行
為
等
の
規
制
を

五
十
八
年
を
ピ

l
ク

に

下

が

加

え

る

こ

と

と

し

た

」

と

記

り
始
め
て
い
る

(刑

法

犯

で

一

方

、
今
回
新
た
に
風
俗
九
年
の
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
述
し
て
い
る
。

補
導
し
た
少
年
の
数
は
、
五
営
業
と
な
っ
た
「
ゲ

l
ム
セ
に
お
け
る
賭
博
事
犯
の
検
挙
こ
れ
ら
轡
祭
白
岱
の
記
述

十
八
年
二
十
六
万
一
千
六
百
ン
タ
l
等
」
に
つ
い
て
の
記
件
数
は
九
百
三
十
四
件
、
検
は
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
と
内

三
十
四
人
、
五
十
九
年
二
十
述
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
挙
人
員
は
四
千
四
百
九
十
三
容
に
お
い
て
変
化
は
認
め
ら

四
万
八
千
五
百
四
十
人
で
五

る

(六
十
年
白
書
)。

入
、
押
収
し
た
遊
技
機
及
び
れ
な
い
。
な
お
同
白
書
で
は

%
減
)
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
|
|
「
遊
技
機
を
設
置
し
、
押
収
姥
金
は
七
千
三
百
二
十
五
十
九
年
中
の
風
俗
営
業
の

い
ぜ
ん
と
し
て
少
年
非
行
が
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
営
業
の
六
台
、
約
四
億
一

千
三
百
八
検
挙
状
況
に
触
れ
、
料
飲
関

多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
う
ち
、
風
営
法
の
規
制
を
受
十
八
万
円
と
な
っ
て
い

る
」

係
営
業
で
は
四
千
二
十
一
件

下
が
り
始
め
て
い
る
点
も
同
け
な
い
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
こ
れ
は
「
悪
化
を
続
け
る
検
挙
し
、
「
許
可
の
取
消
し
」

時

に

示

し

て

い

る

。

め

営
業
所
数
は
、

五
十
九
年
風
俗
環
境
へ
の
対
応
」
の

一

三
十
三
件
を
含
む
こ
千
七
十

こ
う
し
た
中
で
「
少
年
の
十
月
末
現
在

四

万

一

千

百

六

節

で

、

同

節

で

は

、

五

件

の

行

政
処
分
を
行
な
っ

た
ま
り
場
」
と
し
て
の
「
ゲ
十
六
軒
で
、
前
年
に
比
べ
四

ω
風
俗
営
業
等
の
現
状
た
こ
と
、
ま
た
遊
技
場
営
業

|
ム
セ
ン
タ
ー
」
が
、
場
所
千
五
百
四
十
八
軒
(
二
一

・

ア

料
飲
関
係
営
業

関

係

で

は

同
僚
に
千
六
十
二

別
で
ト

ッ
プ
と
な
っ
た
こ
と
四
%
)
楠
加
し
た
。
こ

れ

ら

イ

遊

技

場

営

業

件

検

挙

し

、

営

業

停

止

な

ど

に
つ
い
て
、
業
界
関
係
者
は
の
庖
舗
の

一
部
に
お
い
て
は
、
ウ
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
五
百
五
十
三
件
の
行
政
処
分

当
惑
を
隠
し
切
れ
な
い
も
よ
五
十
六
年
後
半
こ
ろ
賭
博
事

ω
風
俗
関
連
営
業
の
現
状
を
行
な
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

う
で
あ
る
。
六
十
年
白
暫
で
犯
が
急
激
に
増
加
し
た
経
緯

ω
深

夜

飲

食

脂

営

業

今

回

新

た

に

風

俗

営

業

と

は

「
少
年
の
た
ま
り
場
の
状
も
あ
り
、
今
後
と
も
辿
法
営

ω
潜
行
す
る
ノ
ミ
行
為
事
な
っ
た

「
八
号
営
業
」
に
閑

況
」
め
項
目
で
、
二
つ
の
事
殺
に
対
す
る
取
締
り

を

強

化

犯
ー

ー
の
構
成
と
な
っ
て
い
し
て
は
、
い
か
に
業
務
の
適

例
を
掲
げ
て
お
り
、
問
題
解
す
る
と
と
も
に
、
風
営
法
改
る
。
そ
の
総
論
に
当
た
る
箇
正
化
が
図
ら
れ
る
と
は
言
え

決
の
手
が
か
り
を
与
え
て
い
正
に
伴
い
許
可
対
象
と
な
る
所
で
、
新
風
営
法
へ
の
風
営
厳
し
い
規
制
を
受
け
て
い
る

る
が
、
ゲ

i
ム
場
関
係
で
は
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
健
全
化
法
大
改
正
に
触
れ
、
「
箸
察
こ
と
に
相
違
は
な
く
、
今
後

次
の

一
例
が
示
さ
れ
て
い

る
。
を
図
る
た
め
の
指
導
を
進
め
で
は
、
五
十
九
年
に
風
俗
営
の
当
局
の
扱
い
が
注
目
さ
れ

〔
事
例
1
〕

中
学
一
年
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
五
十
業
等
取
締
法
の
一
部
改
正
を
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

生
八
人
は
、
ゲ

l
ム
セ
ン

タ

ー
を
た
ま
り
場
に
し
て
テ
レ

ビ
ゲ

l
ム
等
に
夢
中
に
な
っ

て
い
た
が
、
月
々
の
こ
づ
か

い
で
は
ゲ

l
ム
代
が
足
り
な

く
な
っ
た
た
め
、
盗
み
を
計

画
し
、
百
件
以
上
に
及
ぶ
空

き
巣
を
重
ね
、
読
ん
だ
金
品

を
ゲ

i
ム
代
に
充
て
て
い
た

(警
視
庁
)。

な
お
問
自
告
で
は
、
五
十

九
年
の
全
国
防
犯
運
動
を
、

今
回
初
め
て

「
少
年
を
取
り

巻
く
社
会
環
境
の
浄
化
」
を

統
一
運
動
重
点
と
し
て
、
十

月
十
一
日
か
ら
十
日
間
、
全

国
一
斉
に
笑
施
し
た
こ
と
に

触
れ
、
「
こ
の
運
動
は
、
防

• 

に
お
け
る
街
頭
篠
導
等
の
実

施
に
よ
り
、
地
域
、
職
域
に

お
け
る
防
犯
意
識
の
高
協
と

有
害
環
境
浄
化
活
動
の
推
進

に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
」

と
記
述
し
て
い
る
。

新警
中田察
忠勇庁
蔀氏保
警が安
そ着部
業任長
主に

国
家
公
安
委
員
会
な
ら
び

に
将
駒
栄
庁
は
八
月
六
日
、
保

安
部
長
の
災
動
を
含
め
る
瓦

の
定
期
間
列
動
を
発
表
し
た
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
七
日
付
で

発
令
さ
れ
、
新
た
に
新
聞
昂

慨
打
倒
局
得
議
官
が
刑

4
局
保

安
部
長
に
就
任
し
た
。

関
連
す
る
主
な
異
動
内
容

は
次
の
と
お
り
(
カ
ッ
コ
内

は
旧
職
名
、
敬
称
略
)。

千
葉
県
警
本
部
長
(
答
察

庁
刑
本
局
保
安
部
長
)
中
山

好
雄
。

答
察
庁
刑
事
局
保
安
部
長

A

M
シ
ョ

l
配

。
連
合
会
。

• (同
警
備
局
審
議
官
)
新
田

勇。
新
聞
一
勇
氏
は
東
大
卒
、
昭

和
三
十
二
年
管
察
庁
入
り
、

富
山
県
鵬
首
本
部
長
、

長
官
官

房
総
務
課
長
、
防
衛
庁
長
官

官
房
防
衛
容
議
官
を
経
て
、

五
十
九
年
九
月
か
ら
轡
備
局

瀞
議
官
。
東
京
都
出
身
。
五

十

一
歳
。図

面

資
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( 2 ) 

に
問
委
員
会
で
討
議
す
る
形

と
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
多

岐
に
及
ぶ
が
、
加
藤
氏
ら
に

よ
る
と
「
中
部
三
県
に
よ
る

共
同
修
正
案
」
は
愛
知
、
岐

阜
、
三
重
の
中
部
三
県
で
ま

と
め
た
も
の
で
あ
り
、
石
川
、

富
山
、
福
井
の
北
陸
三
県
の

同
意
を
得
て
い
る
と
の
こ
と
。

愛
知
県
協
の
考
、
え
と
し
て
は

同
委
員
会
に
意
見
を
提
出
、

そ
の
結
果
を
持
ち
帰
り
再
検

討
す
る
と
し
て
い
る
。

二
十
万
円
の
会
費
に
つ
い
て

は
、
原
案
の
都
道
府
県
協
会

員
一

人
当
り
五
千
円
で
も
そ

の
協
会
会
費
を
超
、
え
て
い
る

な
ど
実
務
上
無
理
な
と
こ
ろ

を
別
に
し
て
、
一
般
に

「
高

す
ぎ
る
。
少
な
い
ほ
う
が
い

い
」
と
の
意
見
が
多
か

っ
た
。

こ
れ
に
関
連
す
る

「
展
示
会

収
入
」
に
つ
い
て
、
大
阪
府

協
が
愛
知
県
協
と

「
基
本
的

に
同
意
見
」
と
し
た
ほ
か
、

展
示
会
収
入
に
よ
り
会
費
徴

収
を
低
く
し
た
い
と
す
る
意

見
(
と
く
に
東
京
)
が
強
〈

出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
会
識
の
あ
り

か
た
は
、
意
見
交
換
に
終
始

し
た
よ
う
に
も
受
け
と
れ
る

が
、
委
員
長
と
し
て
は
各
委

員
よ
り
活
発
な
意
見
が
山
山
さ

れ
た
と
受
け
と
め
て
お
り
、

一
部
に
つ
い
て
は
再
検
討
す

る
が
、
「
中
部
三
県
に
よ
る

共
同
修
正
案
」
に
対
し
て
は

原
案
ど
お
り
で
進
め
る
こ
と

に
し
、
愛
知
県
協
は
持
ち
帰

り
再
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
な
お
、

「
役
員
の
選
出
」

に
つ
い
て
は
、
地
区
ブ
ロ
ッ

ク
ご
と
に
そ
の
ブ
ロ

y
ク
内

の
代
議
員
の
中
か
ら
選
出
す

る
、
と
の
方
針
が
ほ
ぼ
阻
ま

っ
た
。
そ
の
際
の
地
区
訓
り

で
、
愛
知
県
協
か
ら
北
陸
三

県
と
中
部
三
県
を
別
例
に
す

る
よ
う
求
め
、
認
め
ら
れ
て

い
る
。

大
阪
府
協
か
ら
の
修
正
案

に
つ
い
て
は
、
①
都
道
府
県

ご
と
の

A

M
機
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
協
会
と
別
に
総
会
で
目
成
寵

さ
れ
た
団
体
で

H

連
合
会
。

を
構
成
す
る
、
と

H

迎
合
会
。

の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
、

②
除
名
規
定
を
緩
和
す
る
、

の
内
谷
で
定
款
案
を
修
正
す

る
よ
う
提
案
が
あ
り
、
異
議

な
く
了
承
さ
れ
た
。
初
年
度

収
支
予
算
案
に
闘
す
る
大
阪

府
協
か
ら
の
修
正
案
(
展
示

会
収
入
を
な
く
し
、

T
A
M

O

A
に
事
務
委
託
し
て
、
予

算
を
約
半
傾
に
修
正
す
る
と

の
笑
)
に
つ
い
て
は
提
案
説

明
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
結
局
採
択
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
な
い
。

引
続
き
今
後
め
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
が
議
題
と
な

っ
た
が
、

中
西
委
員
長
は
「
早

い
ほ
、
つ

が
い
い
が
、
今
日
の
よ
う
な

問
題
が
多
々
あ
る
。
各
協
会

で
よ
く
討
議
し
て
い
た
だ
い

た
上
で
H

九
月
頃
(
の
設
立

γ

を
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
以
上
で
第
二
回
会
合

は
終

っ
た
が
、
各
都
道
府
県

の
協
会
に
お
い
て
H

全
国
連

合
会
H

問
題
に
つ
い
て
の
対

応
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
か
ら
八
月
一
日
付
で

中
西
委
員
長
は
各
都
道
府
県

団
体
代
表
者
あ
て
に
文
書
を

送
付
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
同
氏
は

「
連
合
会
は

皆
で
創
る
も
の
、
丁世間
'
に
創

会
の
か

県。
全
国
連
合
会
。

1 ，000円送料 250円
11冊以上のご注文の場合はお問い合わせ

下さい。送金方法は、郵便振替にて冊数

と金額をご記入のよ郵便局:窓口へお出し

下さい。郵便振符口座 :大阪2-307852 

ューズメント通信社
〒530大阪市北区神山町9-16(山名ピル)ft06(314) 0309 

ゲーム機設置営業者の

お庖ごとに 1冊は常

」

設
立
へ
向
け
、

八号営業者のための

第三線郵便物認可

る
修
正
案
」
が
先
に
審
議
さ

れ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
愛
知

県
協
が
「
中
部
三
県
に
よ
る

共
同
修
正
案
」
を
配
布
、
加

藤
駿
介
氏
(
愛
知
)
ら
が
次

々
と
意
見
を
述
べ
、
こ
れ
に

対
し
て
個
別
の
テ

l
マ
ご
と

各
都
道
府
県
の

A
M
機
オ
ロ
サ
既
報
の
と
お
り
。
議
事
録

ペ
レ

l
タ

i
協
会
(
組
合
)
の
に
よ
る
と
、
第
一
回
会
合
で

H

全
国
連
合
会
H

設
立
準
備
機
認
さ
れ
た
は
ず
の
設
立
準

委
員
会
(
中
西
昭
雄
委
員
長
備
委
員
十
一
名
は
、
①
地
区

H
H
東
京
A
M
O
P
協
会

(
T

別
で
四
名
を
追
加
、
②
さ
ら

A
M
O
A
)
会
長
)
の
第
二
に
「

T
A
M
O
A
連
合
会
小

回
会
合
は
、
七
月
十
六
日
、
委
員
会
メ
ン
バ
ー
」
五
名
が

東
京

・
平
河
町
の
タ
イ
ト
|
指
名
さ
れ
、
計
二
十
名
と
な

会
議
室
で
聞
か
れ
た
が
、
そ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
日
の

の
後
八
月
一
日
付
で
中
西
委
司
会
者
の
ミ
ス
て
説
明
の
な

員
長
か
ら
各
都
道
府
県
別
問
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
議

体
あ
て
「
第
二
回
会
合
議
挙
事
録
で
付
け
加
え
た
も
の
。

録
」
と
と
も
に
今
後
の
予
定
結
果
的
に
は
、
愛
知
県
ゲ
ー

な
ど
に
触
れ
た
文
書
が
送
付
ム
機
O

P
協
会
か
ら

一
委
員

さ
れ
、
第
二
回
会
合
と
そ
の
に
つ
い
て
三
名
出
席
し
た
こ

後
の
方
針
に
つ
い
て
の
概
略
と
に
な
り
、

T
A
M
O
A
側

μ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
真
鍋
正
氏
(
ナ
ム
コ
)
が

f

に
よ
る
と
、
問
委
員
長
の
方
欠
席
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

、〉

針
と
し
て
は
、
広
く
意
見
を
冒
頭
の
議
題
「
迎
合
会
設

7
求
め
て
い
く
と
の
基
本
的
考
立
の
た
め
の
最
終
打
合
せ
」

J

、
え
で
進
め
て
お
り
、
①
都
道
に
つ
い
て
は
、
当
初
大
阪
府

L
府
県
単
位
で
意
見
を
ま
と
め
、

A
M
O
P
協
会

(
O
A
O
)

一一

②
そ
れ
を
さ
ら
に
地
区
ブ
ロ
か
ら
の
「
定
款
案
な
ら
び
に

ん
一

ッ
ク
単
位
で
ま
と
め
、
③
そ
初
年
度
収
支
予
算
案
に
対
す

ウ
一

れ
を
各
地
区
代
十一
衣
の
設
立
添

一
備
委
員
が
持
ち
寄
り
作
業
を

一
進
め
て
い
く
、
と
い
う
も
の

一
に
な
っ
て
お
り
、
九
月
中
旬

一
に
も
第
三
国
会
合
を
聞
き
た

一
い
、
と
し
て
い
る
。

一

こ
れ
は
設
立
準
備
を
め
ぐ

一
っ
て
各
委
員
ら
の
見
解
の
相

一
違
な
ど
に
よ
る
未
解
決
の
事

号
一

柄
が
多
く
あ
る
た
め
、
と
説

肝
一

明
さ
れ
て
お
り
、
事
実
上
ま

2
一
だ
十
分
な
合
意
に
至
っ
て
い

第
一

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

日一

こ
の
た
め

H

全
国
連
合
会
H

1
一
設
立
の
予
定
は
当
初
め
予
定

明
一

か
ら
か
な
り
遅
れ
て
き
て
い

伝
一

る
が
、
討
論
を
深
め
る
こ
と

5
で
よ
り
十
分
な
合
立
に
逮
す

唱

る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
わ
け

い

で
あ
り
、
今
後
の
進
展
が
注

目
さ
れ
る
。

第
二
回
会
合
の
出
席
者
と

討
議
の
あ
ら
ま
し
は
本
紙
前

2冊以上の場合の送料

2 ~ 5 fIII 350円
6 ~10締 450内

定価

愛
知
、
大
阪
は
展
示
会
に
反
対

地
区
別
の
理
事
選
出
案
固
ま
る

、、、

「

ア

愛
知
県
協
が
提
出
し
た
意

見
の
主
な
点
は
、
①

H

全
国

連
合
ム
E
H

は
都
道
府
県
単
位

の
八
号
営
業
者
を
含
め
た

A

M
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
団
体
で
構

成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
②

J
場
合
会
。
は
そ
の
場
合
新

風
営
法

「
八
号
営
業
」
に
係

わ
る
も
の
を
中
心
課
題
と
す

べ
き
で
あ
る
、
③
正
常
に
運

営
さ
れ
る

H

連
合
会
H

で
会

員
と
な
る
団
体
を
除
名
す
る

こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
④

こ
う
し
た
権
威
あ
る
団
体
に

す
る
た
め
会
費
は
年
額
二
十

万
円
と
し
、
事
務
所
は
独
立

さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
⑤
収

入
を
展
示
会
に
頼
る
べ
き
で

な
く
、
展
示
会
開
催
を
事
業

活
動
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な

い
、
⑥
役
員
の
任
期
は
一
年

と
し
て
、
留
任
を
認
め
な
い
、

⑦
理
ギ
は
各
地
区
ブ
ロ

ッ
ク

で
五
選
に
よ
り
選
出
し
、
会

長
、
副
会
長
は
程
一
ゃ
か
ら
互

選
で
選
出
す
る

(
専
務
理
事

は
理
事
会
の
決
議
で
選
任
す

る
)
、
③

H

迎
合
会
H

の
怨

旨
か
ら
、
総
会
に
お
け
る
委

任
数
が
出
席
会
員
数
を
越
え

た
場
合
そ
の
総
会
決
議
を
無

効
と
す
る
ー

ー
な
ど
。

「
八
号
営
業
者
の
団
体
」

に
つ
い
て
は
、
法
規
制
か
ら

除
外
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る

「一

O
%未
満
」
業
者
に
つ

い
て
ど
う
す
る
か
、
が
問
題

と
な
り
、
法
一本
的
に
は
そ
う

い
う
業
者
を
含
め
た
組
織
化

が
必
要
だ
、
と
の
意
見
(
愛

知
、
広
島
)
が
大
勢
を
占
め

た
が
、
扱
い
と
し
て
は
保
留
。

「
除
名
規
定
」
に
つ
い
て
は

H

連
合
会
H

の
趣
旨
に
反
す

る
団
体
に
つ
い
て
必
要
と
す

る
意
見

(東
京
)
が
強
く
、

平
行
線
を
た
ど
っ
た
。
年
州
側

そ
れ
を
さ
ら
に
地
区
ブ
ロ
ッ

ク
単
位
で
ま
と
め
、
③
そ
れ

を
各
地
区
代
表
の
設
立
準
備

委
員
が
持
ち
寄
り
作
業
を
進

め
る
、
と
し
て
い
る
。

る
た
め
、
よ
り
多
く
の
意
見

を
聞
く
」
と
の
方
針
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
今
後

の
方
法
と
し
て
①
都
道
府
県

単
位
で
意
見
を
ま
と
め
、
②

ら
ず
違
法
営
業
撲
滅
を
図
る

な
ど
す
る
母
体
と
し
て
の
会

園
小
迎
合
会
結
成
に
関
し
、
会

員
の
協
力
を
求
め
る
。

さ
ら
に
同
協
会
で
は
八
月

九
日
付
で
、
理
事
に

「
『
構

え
る
な
ど
し
た
。
②
N
A
O

造

・
設
備
の
変
更
』
に
つ
い

か
ら
答
察
庁
へ
の
文
書
な
ど
て
」
と
題
す
る
文
書
を
配
布

は、

N
A
O
が
費
用
を
負
担
し
て
い
る
。

こ
れ
は
同
協
会

し
て
い
る
協
会
機
関
誌
で
知
に
よ
る
と
「
こ
の
趣
旨
の
通

ら
せ
て
い
る
。

③
N
A
O
本
迷
が
紋
近
各
県
警
に
な
さ
れ

部
は
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
業
界
の
た
と
の
こ
と
」
を
踏
ま
、
ぇ
、

窓
口
と
し
て
答
察
庁
、
通
産
「
警
察
庁
か
ら
示
さ
れ
た
」

省
な
ど
行
政
機
関
、
国
会
筋
、

と
さ
れ
る
見
解
を
伝
え
る
も

法
曹
界
と
の
関
係
を
維
持
し
の
。
そ
の
内
容
は
「
八
号
営

て
い
る
。
④
業
界

再

編

成

に

業

所
」
の
「
構
造

・
設
備
の

闘
し
高
い
組
織
率
と
指
導
力
変
更
」
に
伴
な
う
、

ω届
出

の
み
る
連
合
会
作
り
が
、
関
不
要
の
も
の
、

ω十
日
ま
た

係
機
関
か
ら
望
ま
れ
て
い
る
は
一
ヵ
月
以
内
に
届
出
が
必

(出
衛
組
合
は
一

O
%基
準
要
な
も
の
、

ω事
前
に
承
認

の
見
直
し
と
い
う
事
態
を
招
が
必
要
な
も
の

1
ー
を
改
め

か
な
い
よ
う
自
主
規
制
の
共
て
示
す
も
の
で
、
と
く
に
自

問
実
施
め
ざ
し
協
議
を
求

め

新

し
い
も
の
は
な
い
が
、
①

て
い
る
)
。
⑤
理
事
に
対
し
全
体
の
ゲ

l
ム
機
台
数
の
哨

て
は
、
七
月
以
降
の
本
部
維
減
、
@
区
分
ご
と
の
台
数
の

持
必
要
経
貨
の
支
出
を
求
め
地
減
、
の
過
半
数
の
台
数
に

て
お
り
、
銭
り
資
産
で
ま
か
係
わ
る
配
誼
替
え
に
つ
い
て

な
う

(
会
費
の
徴
収
は
し
な
は
届
出
率
項
と
し
て
い
る
。

い
)
。

@
連
合
会
設
立
の
期
そ
の
他
は
新
風
営
法
な
ら
び

日
が
決
ま
れ
ば
、
こ
れ
に
合
に
府
令
、
規
則
、
解
釈
基
準

わ
せ

N
A
O
理
事
会
を
開
催
の
内
容
と
変
化
は
な
い
。

こ

し
て
解
散
期
日
を
決
定
、
出
れ
ら
に
つ
き
疑
義
が
あ
れ
ば

算
業
務
に
つ
い
て
審
議
す
る
。「
県
響
ま
た
は
所
轄
署
に
」
相

⑦
新
風
営
法
遵
守
に
と
ど
ま
談
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

全
国
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
代
表
と
し
て

グ

N
A
O
未
解
散
4

「

N
A
O
の
現
況
報
告
」

r 

日
本
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
・

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
協
会
(
事
務

局
東
京
、
内
佃
博
会
長
、
N

A
O
)
は
七
月
三
寸
目
、
会

員
に
「

N
A
O
の
現
況
報
告
一

と
題
す
る
文
書
を
配
付
、
今

後
も

「
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
業
界

の
窓
口
、
受
け
肌
と
し
て
の

存

ιと
機
能
を
空
白
に
」
せ

ず
、
存
在
し
て
い
く
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
は
事
実
上
一
、

N
A
O

の
存
祢
を
内
外
に
附
認
す
る

も
の
で
あ
る
が
、

N
A
O
の

幹
部
役
員
の
中
に
も
同
協
会

が
解
散
し
た
の
で
は
な
い
か

と
の
考
、
え
を
持
つ
者
が
出
て

混
乱
が
生
じ
つ
つ
あ

っ
た
こ

と
か
ら
、
改
め
て
行
な
わ
れ

た
も
の
。
同
文
書
に
よ
る
と

「
本
年
二
月
寸
三
日
第
五
回

総
会
時
に
は
、
全
国
連
合
会

の
結
成
は
遅
く
と
も
六
月
中

と
想
定
し
、
七
月
に
は
業
界

業
務
を
新
団
体
に
紘
一
添
し
解

散
と
の
予
定
で
あ
り
ま
し
た

が
、
ご
象
知
の
と
お
り
全
国

に
設
立
さ
れ
た
地
域
団
体
の

数
が
多
く
そ
の
取
り
ま
と
め

に
は
も
う
し
ば
ら
く
時
日

を
要
す
る
棋
械
」
と
し
て
、

「
N
A
0
・
本
部
お
よ
び
組
織

を
現
状
の
ま
ま
維
持
す
る
必

要
」
が
あ
る
の
で

「
こ
の
聞

の
協
会
業
務
の
概
要
と
今
後

の
予
定
お
よ
び
考
、
ぇ
方
に
つ

い
て
」
伝
、
え
る
ー

ー
と
し
て

お
り
、
そ
の
内
芥
は
お
お
む

ね
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い

1
uv
。①

新
風
営
法
施
行
に
伴
な

う
法
解
釈
上
の
疑
義
に
つ
い

て
、
会
員
か
ら
の
疑
問
に
対

し
答
察
庁
に
照
会
の
う
え
答

i 
上の写真は "全国連合会"設立準備委員会 ・第 2回会合(7月16日)のようす
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しム氏 つゲ 内 たた見直準
て以は い l 答 。が議交ち備
き後「 てム は、題換にを
た業イ 機 次テには懇進
が界ン 業 の |沿 、談め
、はべ 界 とマつーにた

最急 | の おごて応入 」
近速ダ 将 りと進準 っ と

す 触り氏る次来 つ社 ・・・・・・・・・・・圃E園圏圃. !--lIII唱 のい流実る点開ピこ機と村と開ると他ル
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べ極 li皮 lべいて工グ ー圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃置 V ・4 『司. 1大テ社は央 、い 、は お も 当 こ 極 な に に 乏
て的すムセもお夫オ メーカ一代表とオベレータ協会代表者等の懇談会 (5月24日)の出席者 き l製テ中今〈マ絶そ 、社れ性とは依し
い開る機 ' のりでン・EエFミ~てa ， JJJ- 一一ーーコ週な ブ 品 | 山 後 と ! え れ い 省iJにがこ疑存〈
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め '11 ン福発後なち E~医比グ吋圃'M't .&*5:::， _ c..._ n 杢宝瓦- J・・ 。かっ型「拓にトしるも十 、 か 製 感 い く
ぎにネ回すも成よ「司庸一司片士干〈二二二ニニ=ニーに一 一 『可当らて主現すm:、をい 。危年中」品じるに

め
で
、
待
つ
し
か
な
い
」
と

述
べ
て
結
着
し
た
。

同
懇
談
会
で
の
主
な
意
見

の
や
り
と
り
は
以
上
の
と
お

り
だ
が
、
双
方
で
ほ
ぽ
了
承

で
き
た
も
の
か
ら
、
今
後
の

課
題
と
な
っ
た
も
の
ま
で
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
。
最
後
に
中

村
氏
は
「
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は

プ
ロ
と
し
て
の
責
任
を
持
っ

て
や
っ
て
ほ
し
い
。
メ
ー
カ

ー
と
し
て
は
末
端
の
お
客
さ

ん
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
。

ど
う
か
自
分
の
仕
事
に
誇
り

を
持
っ
て
ほ
し
い
」
と
述
べ

、

義
氏
は
「
O
A
O
の
提
案
に

快
く
ご
協
力
い
た
だ
き
感
謝

す
る
。
今
後
も
こ
の
種
の
会

合
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
述
べ
た
。
同
懇
談
会
は
、

初
の
試
み
で
あ
る
が
大
き
な

成
果
を
見
せ
て
お
り
、
こ
れ

を
機
会
に
さ
ら
に
発
展
さ
せ

て
い
く
こ
と
が
、
参
加
者
た

ち
か
ら
望
ま
れ
て
い
る
。

っ
て

い
る
。
流
通
段
階
で
自

粛
し
て
き
た
も
の
が
、
コ
ピ

ー
で
紛
れ
、
今
や
全
部
が
ギ

ャ
ン
ブ
ル
機
業
界
と
思
わ
れ

て
い
る
。

メ
ー
カ
ー
側
か
ら

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
を
教
育
で
き

な
い
か
」
と
質
問
。
中
村
氏

は

「
J
A
M
M
A
は
一
貫
し

て

ρ

絶
対
皮
対
。
の
立
場
で

あ
り
、
今
後
も
新
風
営
法
問

題
で
は
国
会
等
に
働
き
か
け

て
い

く
」
と
益
、
え
た
。
宮
本
氏

は
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
「
過

去
コ
ピ
ー
問
題
で
は
協
力
し

た
が
、
協
力
者
と
同
条
件
で

コ
ピ

l
口
開
設
置
屈
に
メ
ー
カ

ー
品
が
入

っ
て

い
る
の
は
な

ぜ
か
」
と
指
摘
、
こ
れ
に
対

中
山
氏
は

「家
庭
用

T

V
ゲ

ー
ム
の
影
響
に
つ
い
て
は
答

が
出
て
い
る
。
プ
ラ
ス
商
と

マ
イ
ナ
ス
商
い
ろ
い
ろ
あ
る

が
プ
ラ
ス
蘭
が
多
い
。
家
庭

用
で
影
響
を
受
け
る
よ
う
な

業
務
用
な
ら
、
業
務
用
も
大

し
た
こ
と
は
な
い
。
家
庭
用

と
業
務
用
で
は
グ
レ
ー
ド
も

違
う
し
、
コ
ス
ト
も
違
う
。

そ
れ
よ
り
む
し
ろ
家
庭
の
親

の
立
場
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
」
と
答
、
ぇ
、
ほ

ぽ
結
精
し
た
。
な
お
中
西
氏

は
タ
イ
ト
!
の
場
合
、
フ
ァ

ミ
コ
ン
用
ソ
フ
ト
は

(
業
務

用
使
用
後
)
=一
ヵ
月
以
上
の

も
の
に
限
っ
て
い
る
、
と
語

っ
て

い
る
。

け
て
い
た
か
も
知
れ
な
い

」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

子
ど
も
が
麻
雀
ゲ

l
ム
を
し

て
い
る
と
の
指
摘
に
対
し
て

は
答
え
よ
う
も
な
い
た
め
、

J
A
M
M
A
で
の
検
討
課
題

と
な
っ
た
。

A

M
業
界
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

を
図
る
よ
う
求
め
た
。

但
な
意

// 

J
f
 

.
4

，
 

メ
ー
カ
ー
代
表
者
と

O
P
協
会
代
表
ら
の
初
の
懇
談
会

問

料
金
値
!下
げ
競
争
に

つ
い
て

大
野
氏
は
「
歌
舞
伎
町
で

五
十
円
プ
レ
イ
を
さ
せ
て
い

る
広
域
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
あ

る
と
の
こ
と
。
全
固
化
し
な

い
か
」
、
家
氏
は
「
大
阪
で

も
大
問
題
と
な
っ
た
地
域
が

あ
る
。
率
先
し
て
ダ
ン
ピ
ン

グ
防
止
に
努
め
る
よ
う
求
め

た
い
」
と
述
べ
た
。
中
西
氏

は
「
私
ど
も
の
ほ
う
か
ら
値

下
げ
す
る
気
は
な
い
」
と
述

べ
た
が
、
中
山
氏
は

「
値
下

げ
は
結
局
自
分
の
首
を
締
め

る
だ
け
。
地
元
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
の
話
合
い
が
必
要
」
と
し

た
。
官
事
氏
が
「
話
合
っ
て
も

だ
め
な
場
合
ど
う
す
る
か
」

と
問
、
っ
た
が
、
結
局
、
三
浦

氏
が
「
採
算
を
度
外
視
し
た

も
の
は
や
が
て
淘
汰
さ
れ
る

第三被銅l便物~可

主
な

A

M
機
メ
ー
カ
ー

の

代
表
者
と
各
地
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
協
会
代
表
者
ら
と
が
、
最

近
の
業
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
点
に
つ
い
て
率
直
に
話
会

う
と
い
う
「
メ
ー
カ
ー
代
表

と
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
協
会
代
表

等
の
懇
談
会
」
が
、
五
月
二

十
四
日
東
京

・
霞
が
闘
の
東

海
大
学
校
友
会
館
で
聞
か
れ
、

参
加
者
が
口
々
に
「
こ
の
会

合
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
大
き

な
意
義
が
あ
る
」
と
評
価
す

る
ほ
ど
熱
心
な
意
見
交
換
が

行
な
わ
れ
た
。

こ
の
会
合
は
、
同
日
開
か

ン

れ
た

J
A
M
M
A
主
催
の
セ

，
-
ミ
ナ

l
の
開
催
に
伴
な
い
、

、〉一

大
阪
府

A
M
O
P
協
会
(
梅

す
一
原
靖
三
会
長
、

O
A
O
)
が

.
L
同
セ
ミ
ナ
ー
後
に
こ
の
極
の

i
一
懇
談
会
を
持
ち
た
い
、
と
J

-
-
A
M
M

A
に
提
案
し
て
、
そ

に-一

の
提
案
を
了
承

e

し
た

J
A
M

A
J
一
M

A
側
は
役
員
会
社
の
代
表

一
者
の
出
席
を
求
め
、
O
A
O

一
で
は
各
地
協
会
代
表
者
に
出

一
席
を
呼
び
か
け
る
ー
ー
と
い

?
っ
手
早
い
手
続
き
を
経
て
行

な
わ
れ
た
も
の
。
会
合
は
J

A
M
M
A
の
日
南
香
専
務
理

事
の
司
会
で
進
め
ら
れ
た
。

出
席
者
は
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

側
H
H
田
中
亀
雄
氏
(
北
海
道

協

・
会
長
)
、
三
浦
保
夫
氏

(
愛
知
県
協

・
副
会
長
)
、

刷

業
界
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
の
た
め
の

P
R

率
氏
が
、
す
で
に

O
A
O

で
制
作
段
階
に
入
っ
て
い
る

ぷ
世
界
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
の

た
め
の

P

R
用
。
ポ
ス
タ
ー

案
を
示
し
、
「
こ
れ
を
機
会

に
全
国
レ
ベ
ル
で
も
検
討
す

る
よ
う
」
提
案
し
た
。

こ
れ

に
対
し
、
中
村
氏
は
直
ち
に

J
A
M
M
A
正
副
会
長
会
議

を
行
な

っ
た
結
果
、
「
そ
の

趣
旨
に
賛
成
、
協
力
す
る
」

と
の
回
答
を
述
べ
た
。
こ
れ

に
関
連
し
、
中
村
氏
は
各
オ

ペ
レ
ー
タ
ー
に
各
地
元

P
T

A
そ
の
他
の
席
で
積
僅
的
に

同

メ
ー
カ
ー
に
よ
る
共

同
開
発
の
可
能
性

山
崎
氏
は

「
メ
ー
カ
ー
に

よ
る
共
同
開
発
の
可
能
性
が

あ
る
か
」
と
聞
い
、
こ
れ
に

対
し
、
中
村
氏
は
「

(
理
論

的
に
は
)
各
メ
ー
カ
ー
と
も

あ
る
」
と
し
た
が
、
中
山
氏

は
「
現
実
的
に
は
無
理
と
思

う
」
と
述
べ
た
。

石
川
県
A

M
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
協
会

「
健
娯
協
」
に
改
称

同
協
会
の
名
称
変
更
に
つ

い
て
は
、
「
石
川
県
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト

・
オ
ペ

レ
ー
タ
ー

協
会
」
で
は

A

M
業
界
以
外

の
人
に
理
解
し
に
く
い
と
い

う
理
由
か
ら
、
同
協
会
の
名

称
を
「
石
川
県
健
全
娯
楽
業

協
会
」
と
改
称
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
こ
れ
に
伴
な

っ
て
同
協
会
の
定
款
の
一
部

変
更
を
泳
認
し
た
。

こ
の
ほ
か
同
総
会
で
は
，
全

国
連
合
会
。
の
参
加
問
題
を

検
討
し
、
。
全
国
連
合
会
。

に
基
本
的
に
加
入
す
る
方
針

な
ど
を
承
認
し
た
、
と
し
て

い
る
。

ま
た
同
協
会
に
よ
る
と
、

七
月
四
日
に
岡
県
庁
で

「
石

川
県
環
境
浄
化
対
策
会
議
」

(
岡
県
生
活
局
青
少
年
課
お

よ
び
岡
県
健
民
運
動
推
進
本

部
主
催
)
が
聞
か
れ
、
こ
れ

に
同
協
会
の
正
副
会
長
が
出

席
、
閉
会
議
で
東
会
長
が

A

M
業
界
の
健
全
性
な
ど
を
訴

え
た
と
し
て
い
る
。
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し
中
山
氏
は
「
そ
の
言
葉
は

天
の
声
と
思
う
」
と
述
べ

、

そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
の
考
え
を
明
ら

か
に
し
た
。

は
客
離
れ
な
ど
将
来
性
に
不

安
が
あ
る
。
元
の
。
軒
下
商

売
H

に
戻
ら
な
い
か
」。

峯

氏
は
「
メ
ー
カ
ー
あ
っ
て
の

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
だ
が
、
最
近

各
メ
ー
カ
ー
と
も
オ
リ
ジ
ナ

第267号

山

家
庭
用

T

V
ゲ

l
ム

の
業
務
用
市
場
へ
の
影
響

児
玉
氏
は

「
家
庭
用

T

V

ゲ
ー
ム
が
か
な
り
出
回
っ
て

ω
新
風
営
法
に
取
り
込

お
り
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
れ
た

一
因
と
し
て
の
流
通

テ
レ
ビ
の

C
M
に
も
早
過
ぎ

問
題

.
る
と
思
う
も
の
が
あ
る
」
、

児
玉
氏
は
「
J
A
M
M
A

築
氏
も
「
同
意
見
。
こ
の
件

は
今
も
新
風
営
法
に
反
対
と
に
つ
い
て
ぜ
ひ
メ
ー
カ
ー
の

思
う
が
、
現
実
に
感
じ
る
の
考
え
を
聞
き
た
い
」
と
の
意

は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
が
原
因
と
な
見
を
述
べ
た
。

こ
れ
に
対
し

A

M
産
業
の

将
来
考
え
る

セ

ロM
同
月Q

V
 

年R
U
 

8

日
本
ア
ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト

9
マ
シ
ン
工
業
協
会
(
事
務
局

一
東
京
、
中
村
雅
哉
会
長
、
J

)
一

A
M
M
A
)
で
は
七
月
二
十

は
一

回
目
、
東
京

・
霞
が
関
の
東

、、、

J
A
M
M
A
主
催
初
の
試
み
で
大
き
な
成
果

試
み
で
あ
る
が
、
同
協
会
会

員
を
含
め
業
界
関
係
者
百
二

十
名
が
参
加
す
る
と
い
う
熱

の
こ
も
っ
た
内
容
と
な
っ
た

(次
号
で
詳
報
)。

海
大
学
校
友
会
館
(
霞
が
関

ビ
ル
)
で
「
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ

ン
卜
産
業
の
将
来
を
考
え
る

セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
た
。

こ
れ
は
同
協
会
と
し
て
初
の
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A
共
催
の
第
幻
回
A

M
シ
ョ

ー
の
シ
ョ
|
委
員
会
(
中
村

雅
哉
委
員
長
)
と
シ
ョ

ー
実

行
委
員
会
(
日
南
香
実
行
委

員
長
)
で
は
、
小
間
の
区
画

配
分
な
ど
の
調
絡
を
経
て
、

八
月
二
日
に
聞
か
れ
た
小
間

訓
り
決
定
会
で
全
出
展
社
の

小
間
位
置
を
決
め
た
。

今
固
め
同
シ
ョ
ー
の
出
展

・
申
込
み
総
数
は
凹
十
七
社
凹

百
八
十
三
小
聞
で
、
当
初
設

定
小
間
数
を
若
干
紐
過
し
た

に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
七
月

ー

" 

休
憩
コ
ー
ナ
ー• 

白
人
ぶ
。

第
2
会
場
(
1
F
)

---

鍵
「
I
L
工

興

機

陽

締
泉

泉 • . ';イトー

ナムヨ

関
西
軸
問
機

製
作
所

?事
ナ 喫
1茶

第
2
会
場
(
2
F
)

十
九
日
、
東
京

・
永
回
町
の
員
会
で
は
七
月
二
十
九
日
に
取
法
の
遵
守
、
②
さ
き
ほ
ど

T
B
R
ビ
ル
で
聞
か
れ
た
第
第
凶
副
会
合
を
闘
き
、
小
間
改
正
さ
れ
た
J
A
M
M
A
「
賂

三
回
シ
ョ

|
笑
行
委
員
会
で
、
制
り
決
定
に
際
し
て
の
混
乱
時
機
械
の
北
準
」
の
遵
守
、

今
回
は
例
年
の
よ
う
な
申
込
を
避
け
る
た
め
、

昨
年

問

機

③

小
間
内
で
の
喫
煙
禁
止
、

み
小
間
数
の
削
減
は
行
な
わ
に
あ
ら
か
じ
め

一
定
別
院
別

④
所
定
時
制
刷
の
届
け
出
期
限

ず
、
そ
の
ま
ま
四
百
八
十
三

の
小
間
位
置
配
分
を
決
め
た
。
の
厳
守
、
⑤
飲
食
券
の
・
米
使

小
間
を
設
け
る
こ
と
を
決
め
こ
う
し
て
八
月
二
目
、
東
用
分
は
十
月
二
十
四
日
ま
で

た
。
ま
た
同
会
合
で
は
、
回
収
京

・
慌
が
附
ビ
ル
に
て
小
聞
に
返
泊
さ
れ
た
分
に
つ
い
て

示
会
場
を
例
年
ど
お
り
ア
|

訓
リ
決
定
会
が
聞
か
れ
た
。
の
み
柿
舛
持
す
る
こ
と
、
⑥
時

ケ
|
ド
ゲ
ー
ム
機
、
メ
ダ
ル

冒
凶
、
悩
旧
哲
夫
副
委
員
長
問
外
作
業
の
届
け
出
の
徹
氏

ゲ
ー
ム
機
、
来
物
機
(
小
引
が
挨
修
し
た
後
、
日
南
実
行

ー
ー
な
ど
の
点
に
つ
い
て
一
位

低
水
物
機
と
遊
闘
地
設
)
、
出

委
只
長
か
ら
出
回
収
取
扱
則
定
志
が
促
さ
れ
た
。

版
関
係
の
凹
ゾ

l
ン
に
分
け
、
そ
の
他
出
展
に
際
し
て
の
ル
こ
の
あ
と
小
間
川
リ
の
決

各
ゾ

l
ン
の
位
置
な
ど
を
検
|
ル
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
定
に
修
り
、
事
uM
に
決
め
ら

A
し
た
。
そ
し
て
問
実
行
安
た
。
そ
の
中
で
と
く
に
①

電

れ

た

小
間
位
置
配
-分
に
つ
い

2
社
加
入
を
承
認

J
A
P
E
A
第

M
回
理
事
会
開
催

全
日
本
遊
園
施
設
協
会
(
本

部
東
京
、
山
田
三
郎
会
長
、

J
A
P
E
A
)
で
は
七
月
十

九
日
、
東
京

・
八
重
洲
の
富

士
屋
ホ
テ
ル
に
て
第
二
十
四

団
連
事
会
を
聞
い
た
。
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

①
ス
ナ
ガ
開
発
側
(
本
社

栃
木
県
足
利
市
、
須
永
昇
社

長
)
と
日
邦
産
業
附
(
本
社

大
阪
、
田
中
謹
四
郎
社
長
)

の
二
社
か
ら
入
会
の
申
し
込

み
が
あ
り
、
七
月
一
日
付
で

入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
ま
た

サ
ク
ラ
娯
楽
鮒
(
本
社
東
京
、

若
田
部
元
事
社
長
)
か
ら
退

会
屈
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
も
了
承
さ
れ
た
。
以
上
に

よ
り
同
協
会
の
会
員
数
は
正

会
員
四
十
社
、
賢
助
会
員
三

社
の
計
四
十
三
社
と
な
っ
た
。

な
お
入
会
金
な
ど
を
中
心
に

同
協
会
会
費
規
程
の
見
直
し

を
図
る
こ
と
に
な
り
、
次
回

理
事
会
で
検
討
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

②
同
協
会
の
「
市
慰
金
等

規
程
」
を
作
る
こ
と
に
な
り
、

他
の
協
会
の
例
を
参
考
に
検

討
を
行
な
い
、
次
回
理
事
会

ま
で
に
事
務
局
で
原
案
を
作

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、

役
員
と
一
般
会
員
、
会
員
年

数
五
年
未
満
と
五
年
以
上
を

そ
れ
ぞ
れ
区
別
す
る
こ
と
な

ど
を
考
臆
し
た
上
で
、
で
き

宙
に
浮
ぶ

婦合

" 

q・• れ
ば
同
業
界
組
織
の

J
A
M

M

A
に
働
き
か
け
、
二
協
会

共
通
の
も
の
を
作
る
方
向
で

進
め
る
と
い
う
こ
と
で
了
示

さ
れ
た
。

③
向
協
会
を
公
設
法
人
(社

団
法
人
)
化
す
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
意
見
交
換
が
な
さ

れ
た
が
、
法
人
化
に
よ
る
メ

リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ

ッ
ト
、
ま

た
同
協
会
の
運
営
簡
な
ど
検

討
す
べ
き
こ
と
が
多
々
あ
る

• • 

こ
と
か
ら
、
こ
の
件
は
な
お
る
も
の
で
、
今
回
は
受
講
申

今
後
の
検
討
課
題
と
さ
れ
た
。
し
込
み
者
数
八
十
四
名
中
八

こ
の
ほ
か
④
第
二
十
三
回
十
二
名
が
出
席
、
そ
の
う
ち

A
M
シ
ョ
ー
に
つ
い
て
、

今

J
A
P
E
A
か
ら
は
十
五
社

団
も
J
A
M
M
A
と
の
共
同
四
十
二
名
が
受
講
し
た
。
な

主
催
と
な

っ
た
こ
と
や
同
シ
お
今
回
は
ベ
ア
リ
ン
グ
の
保

ョ
l
の
開
催
要
領
や
出
展
状
全
や
測
定
器
具
の
使
用
ん
法

況
な
ど
の
報
告
が
あ

っ
た
。
な
ど
、
主
と
し
て
尖
際
の

H

ま
た
⑤
七
月
千
二
日
に
実
施
常
業
務
に
即
し
た
内
容
と
な

さ
れ
た

「遊
戯
施
設
安
全
管

っ
た
，
-と
が
特
徴
。
同
講
習

理
講
習
会
」
の
報
告
が
あ
っ
会
の
内
谷
は
次
の
と
お
り
。

た

。

ま

ず

J
A
P
E
A
の
末
休

ド
闘
中
務
理
事
が
閉
会
の
併
を
述

べ
た
あ
と
、
岡
山
閉
会
長
が

主
催
者
後
拶
を
行
な
い

、
市水

質
と
し
て
同
講
習
会
を
後
段

し
て
い
る
建
設
省
か
ら
住
宅

局
建
築
指
導
課
の
伝
川
課
長

補
佐
と
、
同
じ
く
大
阪
府
か

ら
建
築
部
建
築
指
導
諜
の
上

川
参
事
が
そ
れ
ぞ
れ
険
拶
を

行
な
っ
た
。
講
習
会
の
講
師

お
よ
び
そ
の
講
義
は
①
日
本

村
工
側

・
布
施
技
術
課
長
H

遊
園
施
設
の
安
全
管
理
講
習
会

遊
戯
施
設
の
管
理
者
お
よ

び
検
査
資
格
者
を
対
象
と
し

た

「昭
和
六
十
年
度
遊
戯
施

設
安
全
管
理
講
習
会
」
が
七

月
十
二
日
、
大
阪
の
エ
キ
ス

ポ
ラ
ン
ド
に
て
例
日
本
昇
降

機
安
全
セ
ン
タ
ー
、
全
日
本

後
楽
園
ゅ
う
え
ん
ち
に
新
型
の
遊
園
施
設
完
成

後
楽
園
ゆ
う
え
ん
ち

(東

一
京
都
文
京
区
、

ω
開
後
楽
園
ス

一
タ
ヂ
ア
ム
経
営
)
で
は
こ
の

一
ほ
ど
新
大
型
遊
園
施
設
「
フ

一
ラ
イ
ン
グ
キ
ャ
ビ
ン

U
F
O」

一
を
設
置
、
七
月
二
十
日
営
業

一
運
転
を
開
始
し
た
。

一

問
機
は
映
像
と
動
き
を
組

一
合
わ
せ
た
シ
ミ
ュ
レ
|
シ
ョ

一
ン
施
設
で
、
本
体
を
三
菱
電

一
気
附
が
製
作
、
映
像
ソ
フ
ト

一
を
後
楽
園
ス
タ
ヂ
ア
ム
が
担

一
当
し
両
社
の
共
同
で
開
発
さ

一
れ
た
も
の
。
同
図
で
は
こ
れ

一
を
開
国
三
十
周
年
記
念
の
一

一
環
と
し
て
完
成
さ
せ
た
。

一

内
部
に
タ
テ
一

・
五
灯
、

一
ヨ
コ
約
四
れ
の
ス
ク
リ
ー

ン

一
を
設
け
た
直
径
九

・
こい
叫
の

一
U
F
O
m
キ
ヤ
ン
ビ
ン
が
、

)
一

映
像
と
六
チ
ャ
ン
ネ
ル
音
声

け
一

に
合
わ
せ
て
揺
動
す
る
も
の

第267号1985年9月1日

で
、
キ
ャ
ビ
ン
は
複
雑
な
動

き
を
す
る
六
本
の
軸
に
支
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
軸
に
は

パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
用
の
フ
ラ

イ
ト
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

使
わ
れ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ

ー

タ
ー
制
御
の
六
軸
モ
ー
シ
ョ

ン
(
油
圧
駆
動
機
構
)
が
採

用
さ
れ
て
お
り
、
映
像
と
迷

動
し
て
キ
ャ
ビ
ン
を
(
上
下

に
一

・
七
灯
、
水
平
に

一
・

七

μ
、
最
大
傾
斜
角
度
二
十

度
の
範
囲
内
で
)
自
在
に
動

か
す
こ
と
が
で
き
る
。

映
像
の
内
容
は
、

基
地
を

発
進
し
た

U
F
O
(
キ
ャ
ビ

ン
)
が
空
中
で
敵
機
と
遭
遇

し
攻
撃
を
受
け
る
が
、
こ
れ

を
か
わ
し
て
無
事
地
上
に
戻

る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
、

大
部
分
が
特
搬
に
よ
る
も
の

だ
が
、
動
き
と
合
わ
せ
て
乗

客
は

U
F
O
に
乗
っ
て
い
る

よ
う
な
臨
場
感
を
味
わ
え
る
。

こ
の
映
像
ソ
フ
ト
(
十
六
ぷ

フ
ィ
ル
ム
)
が
容
易
に
交
換

で
き
、
そ
の
内
容
に
合
わ
せ

官

ぃ

遊
園
施
設
協
会

(
J
A
P
E

A
)、
日
本
遊
園
地
協
会
(
N

A
P
A
)
の
共
催
に
よ
り
聞

か
れ
た
。

間
続
溜
会
は
遊
戯
施
設
の

安
全
管
理
を
よ
り
徹
底
さ
せ

る
た
め
に
毎
年
聞
か
れ
て
い

て
キ
ャ
ビ
ン
の
動
き
も
変
、
え

ら
れ
る
こ
と
が
問
機
の
ひ
と

つ
の
特
徴
で
、
同
国
で
は
今

後
、
宇
宙
旅
行
、
海
底
探
険、

地川
肢
体
験
の
ほ
か
立
体
映
像

も
検
討
す
る
と
の
こ
と
。

問
機
の
定
員
(
客
席
)
は

四
十
四
人
、

一
回
の
所
要
時

間
は
四
分
で
一
時
間
当
た
り

の
運
転
回
数
は
十
因
。
利
用

料
金
は
三
百
円
。
身
長
制
限

ン
も

ピ
た

ヤ
し

キ
に

グ

図
ン

像

イ

泊

四

ラ

を
フ
す

r

‘っ

た

よ
し
の

ン

邸

プ

内

ら

一
の
か

オ
設

)

で

施

い

ち

園

な

ん

滋

ら

え

肉

な

う

は

に

ゆ

下

莫

園

。
写

楽

観

で

後

外

の

は

の

な

真

J

商

写

O
映

の

F

(

上

U
の

が
あ
り

一
幻
以
上
で
な
い
と

利
用
で
き
な
い
。
同
闘
で
は

問
機
の
年
間
利
用
者
数
を
八

十
万
人
と
見
込
ん
で
い
る
。

な
お
問
機
本
体
は
川
欽
商

事
側
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
わ
ね
り
、
販
売

先
と
し
て
遊
間
地
の
ほ
か
科

学
館
や
博
物
館
な
ど
も
予
定

し
て
い
る
と
の
こ
と
。

• • 朝日エンジニア
リング

2F  

て
出
席
者
の
了
承
を
得
て
、

こ
れ
に
沿
っ
て
各
ゾ
ー
ン
ご

と
に
申
込
み
小
間
数
の
多
い

出
展
社
か
ら
順
に
優
先
的
に

小
間
位
置
を
係
保
し
て
い
く
、

と
い
う
昨
年
と
同
じ
方
法
で

進
め
ら
れ
た
。
な
お
申
込
み

小
間
数
が
同
数
の
場
合
は
、

括
合
い
あ
る
い
は
抽
選
で
決

め
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
出
展
凶
寸
七

社
に
よ
る
四
百
八
十
三
小
聞

の
位
置
配
分
は
、
右
に
掲
げ

た
配
置
図
の
と
お
り
と
な
っ

た
。「

ベ
ア
リ
ン
グ
の
予
防
安
全
」

②
例
日
本
昇
降
機
安
全
セ
ン

タ
ー

-
河
係
企
画
技
術
部
長

1
「遊
戯
地
設
の
維
持
運
行

管
埋
法
準
」
、
③
N

A
P

A
-

高
縮
技
術
委
員
長

(泉
陽
機

工
附

)
l
「
遊
戯
地
設
に
関

f同・

司・• す
る
技
術
概
論
」
、
④
J

A

P
E
A
-小
川
技
術
委
員
(附

エ
キ
ス
ポ
ラ
ン
ド

)
1
笑
地

に
て
「
測
定
総
具
の
使
い
方
」

ー
ー
と
い
う
内
容
で
進
め
ら

れ
、
終
了
後
受
講
者
に

「受

識
証
明
書
」
が
波
さ
れ
た
。

サ
ン
電
子
も
フ
ァ
ミ
コ
ン
市
場
へ

家
庭
用
に
初
参
入

「
サ
ン
ソ
フ
ト
」

サ
ン
屯
子
附

(本
社
愛
知

県
江
南
市
、前
回
目
田
美
社
長
)

で
は
四
月
上
旬
に
任
天
堂
側

(本
社
京
都
、
山
内
小
神
社
長
)

と
許
諾
契
約
を
結
び
、
任
天

堂
制
説
家
庭
用
T

V
ゲ
ー
ム
機

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
」
用
の
ゲ
ー
ム
カ
ー
ト
リ

ッ
ジ
を
開
発
、
製
造
し
七
月

二
十
五
日
発
売
し
た
。

こ
れ

に
よ
り
同
社
は
家
庭
用
T

V

ゲ
l
ム
機
分
野
に
初
め
て
参

入
し
た
こ
と
に
な
る
。

発
光
さ
れ
た
の
は
同
社
業

務
用
T

V
ゲ
ー
ム
機

「
ア
ラ

ビ
ア
ン
」
を
フ
ァ
ミ
コ
ン
用

に
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
直
し
た

「
ス

ー
パ

ー
ア
ラ
ビ
ア
ン
」
で、

小
売
価
絡
は
凶
千
五
百
円
。

同
社
で
は
こ
の
発
売
を
記
念

し
、
同
ゲ

i
ム
で
パ
タ
ー
ン

ク
リ
ア
ご
と
に
現
わ
れ
る
文

字
を
記
入
し
て
送
ら
れ
て
き

た
応
募
用
紙
に
よ
り
、
い
ろ

い
ろ
な
抗
品
を
贈
る
と
い
う

プ
レ
ゼ

ン
ト
セ

i
ル
を
実
焔

ブ
ラ
ン
ド
で
本
格
化「スーパーアラビアン」酒面

(ファミコン版)

し
て
い
る
。
任
天
堂
と
の
契

約
内
容
の
詳
細
は
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
さ
き
に
許
諾
契

約
を
交
わ
し
て
い
る
ナ
ム
コ
、

ジ
ャ
レ
コ
、
タ
イ
ト
|、

コ

ナ
ミ
な
ど
と
ほ
ぼ
閉
じ
内
容

と
の
こ
と
。

な
お
同
社
で
は
フ
ァ
ミ
コ

ン
用
カ
|
ト
リ
y
ジ
第
二
蝉

と
し
て
、
同
社
業
務
用
か
ら

の
「
ル
ー
ト
凶
」
を
十
月
上

旬
に
発
売
を
予
定
し
、
続
い

て
同
じ
く
第
三
蝉
と
し
て
「
い

っ
き
」

を
開
発
中
で
あ
り
、

こ
れ
ら
同
社
家
庭
用
T

V
ゲ

ー
ム
ソ
フ
ト
を
「
サ
ン
ソ
フ

ト
」
と
い
、
7
フ
ラ
ン
ド
名
で

呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ア
イ
レ
ム
の
フ
ァ
ミ
コ
ン
用
ソ
フ
ト

、
発
売

か
ら
自
社
生
産

「
ジ
ッ
ピ
l
レ
i
ス」

ア
イ
レ
ム
販
売
附

(本

社

カ

ー

ト
リ
ッ
ジ
「
ジ
ッ
ピ
|

大
阪
、
高
崎
由
之
社
長
)
で

レ

l
ス
」
を
七
月
二
十
五
日

は
六
月
上
旬
、仔
一大
堂
側
(本
に
発
売
し
た
。

社
京
都
、
山
内
神
社
長

)

と

同

社

業

務

用

T

V
ゲ
ー
ム

こ
の
ほ
ど
許
諾
契
約
を
結
び
、
機
の
フ
ァ
ミ
コ
ン
向
け
は
、

任
天
堂
製
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ

さ
き
に
同
社
の
許
諾
に
よ
り

ン
ビ
ュ
ー
タ
」
用
の
ゲ
ー
ム
任
天
立
が
開
発
、
製
造
し
六

第

1
会
場
(
2
F
)

体
感
コ
ー
ナ
ー

月
に
発
売
し
た

「
ス
パ
ル
タ
の
と
お
り
、
記
事
内
容
は
、

ン
X
」
が
あ
る
が
、

「
ジ
ツ
公
告
/
公
聞
の
日
付
、
発
明

ピ
l
レ
ー
ス
」
は
同
社
が
フ
/
考
案
の
名
称
、
出
願
人、

ア
ミ
コ
ン
向
け
に
初
め
て
開
公
告
/
公
開
番
号
、
出
願
番

発
、
製
造
し
発
売
し
た
も
の
号
の
順
に
掲
載
。
な
お
⑮
は

で
、
任
天
堂
と
の
契
約
内
容
審
査
請
求
の
あ
っ

た
も
の
を

は
さ
き
に
許
諾
契
約
を
交
わ
示
し
て
い
る
。
具
体
的
な
内

し
て
い
る
数
社
の
場
合
と
同
容
に
つ
い
て
は
、
各
地
の
発

様
の
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
明
協
会
な
ど
に
お
問
い
合
わ

同
社
カ
ー
ト
リ

ッ
ジ
は
中
せ
下
さ
い
。

央
上
部
に
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド

(L
E
D
)
が
付
い
て
お
り
、

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
が
本
体
に
し

っ
か
‘り
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
、
ま
た
電
源
か
入

っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認

で
さ
る
こ
と
が
最
大
の
特
徴

で
、
こ
れ
は
フ
ァ
ミ
コ
ン
用

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
初
め
て
の

試
み
。
小
売
価
絡
は
四
千
五

百
円
。
な
お
同
社
で
は
ア
ン

ケ
ー
ト
の
応
募
者
の
中
か
ら

抽
選
で
同
カ
ー
ト
リ

ッ
ジ
を

百
本
贈
呈
す
る

「
ジ
ッ
ピ
!

レ
ー
ス
新
発
売
・
記
念
」
プ
レ
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コ
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ゼ
ン
ト
を
行
な
っ
て
い
る
。

同
社
で
は
フ
ァ
ミ
コ
ン
周

同
社
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
の
第
二

仰
と
し
て
、

「
叩
ヤ
ー
ド
フ

ァ
イ
ト
」
(
九
月
上
旬
発
売
、

小
売
価
裕
四
千
九
百
円
)
を

予
定
し
て
お
り
、
第
一
蝉
同

様
、
今
後
同
社
製
カ
ー
ト
リ

ッ
ジ
に
は
す
べ
て
し

E
D
を

付
け
る
と
し
て
い
る
。

特
許
・
実
用
新
案

出
願
公
告
・
公
開

(
7
月
日
目
1
8
月
日
目
)

特
許
庁
に
出
願
さ
れ
た
特

許
お
よ
び
実
用
新
案
の
公
告

な
い
し
公
聞
の
故
新
分
で
、

A
M
業
界
関
連
の
も
の
は
次

圃• 

デ-';イースト

• 圃-・アイ レム販売

晶

寮

子

エ
電

E
舵

ー且ー

E • 

-t 

• • 
イレム販売

一一一ー
大森官瞳気

q・• 
特
許
出
願
公
告

七
月
二
十
七
日
付
H

「
打

鈴
型
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
」

附
ワ
グ
ナ

l
商
会
(
東
京
)
、

ω
i
3
2
4
6
3
、
日
ー
4

8
0
9
7
。

特
許
出
願
公
開

八
月
五
日
付

l
「
電
動
型

ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
」
、
木
村

稔
(
兵
庫
)
、
ω

ー

1
4
8

5
7
5⑮
、
日
ー
3
9
7
3
。

八
月
八
日
付

1
「
ゲ
ー
ム

装
置
」
、
山
佐
鮒
(
岡
山
)、

側
エ
ム

・
ア
イ

・
ベ
ン
チ
ャ

ー

(
東
京
)
、

ω
ー
1
5
0

7
7
3
⑧
、
日
ー

2
4
9
3

5
4
。
「
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
装

置」

、
任
天
堂
側
(
京
都
)
、

1
1
5
0
7
7
4
⑮

日

1
I
p
o
hv
n6
A
U
。

八
月
十
三
日
付
u
H

「
ゲ
ー

ム
機
」

、
ア
イ
レ
ム
附
(
大

阪
)
、

ω
l
1
5
3
8
8
8

日
1
1
1
5
1
0
。

帯実
用
新
案
出
願
公
開

八
月
六
日
付

1
「コ

イ
ン

式
ゲ

i
ム
機
に
お
け
る
コ

イ

ン
投
入
装
置
」
、
小
笠
原
並

彦
(
栃
木
)
、
ω
ー
1
1
6

3
8
3
⑮
、
日
1
8
5
4
4

4
0

「景
品
の
払
出
し
装
置

付
き
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
」
、

附
ト
!
ヨ

l
エ
ン
タ
ー
プ
ラ

イ
ズ
(
静
岡
)
、
ω
l
1
1

6
3
9
3
⑮
、
日
ー
3
5
6

ρ
0
。八

月
十
二
日
付

1
「遊
戯

具
」
、
高
山
郁
弘
(
東
京
)
、

ω
1
1
1
9
4
8
3
@、
日

l
l
n
J
円

L
R
U
η
ι

。



( 6 ) 

か
る
(
日
本
向
け
特
別
仕
様

も
準
備
中
)
と
の
こ
と
で
、

か
な
リ
の
投
資
額
と
な
る
。

な
お
高
松
商
事
は
も
と
も

と
住
宅
設
備
機
株
の
販
売
会

社
。
昨
年
、
海
外
事
業
部
を

設
け
、
こ
の
ほ
ど
「
フ
ラ
イ

ア
ウ
ェ
イ
」
の
販
売
権
を
取

得
し
た
も
の
。

イ
ア
ウ
ェ
イ
祉
の
ク
ラ

ツ
タ

i
社
長
、
こ
の
件
の
広
報
代

理
屈

・
ヒ
ル
ア
ン
ト
ノ
ウ
ル

ト
ン
ジ
ャ
パ
ン
附
の
小
山
松

寿
取
締
役
が
出
席
、
シ
ス
テ

ム
の
紹
介
や
今
後
の
販
売
計

画
な
ど
説
明
し
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
高
松
商
事
で
は
同

施
設
を
全
国
十

一
ブ
ロ

ッ
ク

に
分
け
て
販
売
し
て
い

く
方

針
で
、
主
に
遊
園
地
や

ス
ポ

ー
ツ
施
設
な
ど

へ
、
約
二
十

ヵ
所
設
け
た
い
と
の
こ
と
。

そ
の
第
一
号
機
は

A
M
施
設

に
来
年
五
月
ご
ろ
オ
ー
プ
ン

の
予
定
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
同
施
設
の
悩
燃
は
、
米

国
仕
械
で
も
約
二
一
偲
同
も
か

ょの写真はラスベガスの「フライアウェイ」のよ うす。下は東京での

発表会にて (左から)被永氏、高松氏、クラッ タ一氏、 小山氏

日
電
協
の
理
事
長

7
号
回
胴
式
、

米国ラスベガスで人気のフライアウェイ

吉
武
辰
雄
氏
死
去

高松商事が販売権取得を発表

第三N¥蜘i便物認可

視
庁
に
入
リ、

そ
の
後
中
国

特
区
警
祭
局
公
安
部
長
、
高

知
県
簿
上
中
部
長
な
ど
を
栓
て
、

三
十
九
年
か
ら
二
年
間
後
枕

庁
防
犯
部
長
を
納
め
て
退
崎
。

数
年
後
に
双
栄
巡
輸
造
船
附

の
社
長
に
枕
任、

五
十
七
年

同
社
会
長
と
な
っ
た
。
そ
の

間
五
ト
五
年
十

一
月
に
日
本

電
動
式
遊
技
機
工
業
仰
の
理

事
長
に
就
任
し
、

今
年
四
月

同
組
合
総
会
で
理
事
長
に
三

選
さ
れ
た
が
、
公
式
の
席
に

姿
を
見
せ
た
の
は
同
総
会
が

最
後
と
な
っ
た
。

同
組
合
は
い
わ
ゆ
る
風
営

ス
ロ
ッ
ト

(
七
号
営
業
の
回

胴
式
遊
技
機
)
の
メ
ー
カ
ー

を
中
心
に
川
組
織
さ
れ
て
い
る

も
の
で
、
同
氏
の
死
去
に
伴

な
い
七
月
十
九
日
理
事
会
を

開
き
、
出
マ
務
理
事
の
柿
内
正

憲
氏
を
新
制

4ukに
選
任
し

て
い
る
。

吉武辰雄氏

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
完
成

挫
で
総
床
間
般
は
約
三
千
九

百
八
十
一ヰ
方

μ
。

同
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
に
は
こ

れ
ま
で
本
社
の
あ
っ
た
稲
田

駅
前
の
例
日
ビ
ル
か
ら
社
長

室
が
移
転
し
て
、
新
本
社
と

な
っ
た
。
ま
た
品
川
区
南
大

井
に
あ

っ
た
開
発
本
部
も
同

時
に
移
転
し
た
。

な
お
今
回
の
本
社
移
転
に

伴
な
い

こ
れ
ま
で
本
社
の
あ

っ
た
朝
日
ビ
ル
の
事
務
所
は

「
蒲
回
分
室
」
と
改
称
し
、

引
続
き
経
理
部
、
電
算
室
、

監
査
室
が
残
る
。
人
事
部
は

八
月
十
八
白
付
で
蒲
国
分
室

か
ら
営
業
本
部
ビ
ル
に
移
転

す
る
。
新
本
祉
の
所
花
地
な

ど
は
次
の
と
お
り
で
、
電
話

格
号
は
す
べ
て
同
じ
大
代
表

と
な
っ
て
い
る
。

附
ナ
ム

コ
1
東
京
都
大
岡

区
矢
口
ニ
の

一
の
二
十
一

社
長
室
、
開
発
一
部
、
開
発

二
部
、
宮
七
五
六
|
ニ
コ
二

附
ナ
ム
コ

・
浦
回
分
主

l

東
京
都
大
図
区
蒲
凶
五
の
三

十
八
の
三
、
朝
日
ビ
ル
、

経

理
部
、
電
算
室
、
監
査
室
。

ナ
ム
コ
本
社
移
一

吉
武
辰
雄
(
よ
し
た
け
・

た
つ
お

1
B
本
屯
動
式
遊
技

機
工
業
側
理
事
長
)

七
月

十
七
円
午
後
十
一
時
四
十
七

分
、
姉
ガ
ン
の
た
め
東
京
都

板
橋
区
の
日
大
板
橋
病
院
で

死
去
、
七
十
四
歳
。
福
岡
県

出
身
。
自
宅
は
東
京
都
文
京

区
本
郷
五
の
三
十
二
の
三
。

葬
儀
は
十
九
日
向
宅
で
衝
葬
、

本
葬
儀
な
ら
び
に
含
別
式
は

二
十
五
日
、
東
京
都
中
央
区

築
地
の
本
願
寺
築
地
別
院
で

行
な
わ
れ
た
。
喪
主
は
妥
よ

志
江
さ
ん
。
葬
儀
委
員
長
は

渓
刷
町
議
参
議
院
議
員
。

同
氏
は
昭
和
十
九
年
に
弊

8
月
刊
は
日
付
で
。

側
ナ
ム
コ
(
本
社
東
京
、

中
村
雅
哉
社
長
)
で
は
か
ね

て
よ
り
建
設
中
の
「
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
セ

ン
タ
ー
ビ
ル」

が
こ
の
ほ
ど
完
成
し
、
同
社

の
本
社
を
新
ビ

ル
に
移
転
、

八
月
十
二
日
か
ら
業
務
を
開

始
し
た
。

こ
れ
は
同
社
の
業
務
拡
張

に
伴
な
い
同
社
創
業
三
十
周

年
を
記
念
し
て
、
大
田
区
多

摩
川
に

「
営
業
本
部
ビ
ル
」

を
五
月
末
に
完
成
さ
せ
(
本

紙
第
強
号
既
報
)
、
さ
ら
に

同
区
矢
口
に
「
ク
リ

エ
イ
テ

ィ
プ
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
」
の
建

設
を
進
め
て
い
た
も
の
。
同

セ
ン
タ
ー
ビ
ル
は
鉄
骨
六
階

こ
れ
は
同
施
設
を
開
発
し
ま
で
の
全
利
用
客
約
十
万
人
を
身
に
つ
け
、
プ

ロ
ペ
ラ
か

た
米
国
の
フ
ラ
イ
ア
ウ
ェ
イ
・

の
う
ち
約
一
万
人
が
日
本
人
ら
送
り
出
さ
れ
る
強
風
に
采

ラ
イ
セ
ン
シ
ン
グ
社
(
本
社
だ
っ
た
と
さ
れ
て
お
リ
、
B

っ
て
舞
上
が
る
、
と
い
う
も

特
殊
設
計
ド

l
ム
の
中
で

ラ
ス
ベ
ガ
ス
、

マ
|
ビ
ン

・

本
へ
の
上
陸
に
関
心
が

持

た

の

。
チ
ェ
ン
パ
ー
の
大
き
さ

。空
中
遊
泳
。
が
で
き
る
と

ク
ラ

ッ
タ

l
社
長
)
か
ら
、

れ
て
い
た
e

は
直
珪
六
日
川
、
古
向
さ
七

・
四

い
う

A
M
地
設
「
フ
ラ
イ
ア
高
松
商
事
が
日
本
で
の
独
占

「
フ
ラ
イ
ア
ウ
ェ
イ
」

の

い
川
、
プ
ロ
ペ
ラ
は
市
一佳
三

・

ウ
ェ
イ
」
が
来
年
に
も
日
本
的
版
売
機
を
こ
の
ほ
ど
取
得

仕
組
み
は
、
円
筒
状
の
遊
泳

三

コ

の

D

C
|
3

m
航
空
機

に
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

0

・
同

チ
ェ
ン
パ

l
(
ド
ー
ム
)
と
則
を
使
用
。

こ
の
プ
ロ
ペ
ラ

日
本
で
の
独
占
的
販
売
権
を
施
設
は
、
特
殊
設
計
さ
れ
た
そ
の
下
に
設
け
ら
れ
て
い
る
で
天
井
へ
向
け
て
八
百
馬
力

持
つ
高
松
商
事
鮒

(本

社

東

ド

ー
ム
内
で
利
用
お
向
身
が
大
別
プ
ロ
ペ
ラ
か
ら
成

つ

て

の

焔
風

(最
大
風
速

・
時
速

京
、
岡
部
正
敏
社
長
)
は
七
フ
ア
リ
と
。
空
中
遊
泳
ν

で

お

り

、
遊
泳
省

(フ
ラ
イ
ヤ

二
行
J
γ
)

が
送
ら
れ
る
。

月
二
十
三
日
、
東
京
の
ぷ
坂
き
る
と

い
う
も
の
で
、
二
年

l
)
が
特
殊
設
計
の
フ
ラ
イ
発
表
説
明
会
に
は
高
総
聞

東
急
ホ
テ
ル
で

「
フ
ラ
イ
ア
前
に
ラ
ス
ベ
ガ
ス
に
完
成

、

ト

ス
l
ツ
、
ヘ
ル
メ

ッ
ト
、
本
の
高
松
向
副
社
長
、
家
・
水

ウ
ェ
イ
」
発
表
会
を
闘
い
た
。

人
気
を
掠
め
て
い
る
。
こ
れ
シ
ュ

ー
ズ
、
ブ
|
グ
ル
な
ど
武
彦
海
外
事
業
部
長
、
フ
ラ

一一一
一一一一
一一一一
一一一一一一
一一一一一一
一一一
一一一-一一一一
一一一一一一一
一一一一
一一一一一
一一一一
一一一一
一一一一
一一
一一一一
一一一一一一一
一一一一一一
一一一一一一
一一一一一一一
一一
一一-一
一一一
-一
一一一一一一
一一一一一一一一一一
一一
一一一一一
一一-一
一一一一
一一一一一一
一一一一一一一
一一一-一一一一
一-一一一一一
一一一一一一

「少
年
の
た
ま
り
場
」
と
た
時
期
で
あ
る
。
法
楽
を
提
て
新
胤
営
法
に
よ
る
胤
制
を
持
政
・
日
当
に
し
か
な
く
、
和

一し
て
の
「
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
」
出
し
た
政
府
側
は
、
時
時
の
免
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

細
な
説
明
が
け凡
山
山
せ
な
い
こ

一
が
、
六
十
年
版
警
察
内
書
に
未
然
防
止
と
少
年
の
た
ま
り
し
か
る
に

A
M
業
界
で
は
、

と
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
-一

一よ
る
と
、
場
所
別
で
は
「
喫
場
防
止
を
埋
由
に
、
新
た
に
こ
の

n吉
の
テ

l
タ
が
正
し
に
、
「
た
ま
り
場
」
が
ど
う
現

一茶
臣
、
ス
ナ

ッ
ク
」を
追
い
銭
「
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
等
」
を
い
と
す
る
と
、

「
た
ま
り

場

認

さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題

一き
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
、
と
い
風
俗
営
業
と
す
べ
く
説
明
を
化
の
肋
小
川
」
を
業
界
サ
イ
ド
が
あ
る
。
行
十
九
年
版
白
書

司.
一
7
の
は
残
念
な
事
態
で
あ
る
。
続
け
て
い
た
時
期
て
あ
る
。

で
努
力
す
る
ど
こ
ろ
か
、
活
に
掲
出
帆
さ
れ
た
「
た
ま
リ
場

町

一実
際
、
世
論
は
こ
う
い
-フ
デ

つ
ま
リ
、
今
回
の
協
同
然
白
書
に
「
た
ま
り
場
一
を
明
や
し
と
J

行
え
て
い
る
ゲ
ー
ム
セ
ン

2
一
l
タ
を
も
と
に

一

段

と

「

ゲ

タ

l
」
の
写
真
を
けんれ
ば
、

第

一
ー
ム

セ

ン

タ

ー

は

少

年

の

た

ご

く
普
週
の
ゲ
ー
ム
坊
で
し

日
一

ま
リ
場
に
な
り
や
す
い

」
と

か
な
く
、

「
た
ま
り

場

と

1
一
い
う
戸
を
強
め
る
こ
と
に
な

決
め
つ
け
る
似
拠
が
岐
昧
で

伺
一

る
の
で
、
実
に
同

っ

た

問

題

あ

る

何
本
当
に
、
い
く
ら
作

年
一

だ
と
言
わ
ぢ
る
を
え
な
い
。

・
泌
が
指
川
干
し
て
し
「
た
ま
り

3
一

今

凶

発

表

さ

れ

た

デ

ー

タ

場

」
と
な
る

「
ゲ
l
ム
セ
ン

以
一

は

、

昨

年

七

月

現

作

の

調

木

村

タ

l
」
が
三
千
三
行
余
り
も

1
7乞
も

と

に

し

て

お

り

、

ち

ょ

あ

る

の

だ

ろ

・つ
か
。
山
内
山
市
庁

う

ど

新

風

営

法

を

め

ぐ

っ

て

は

、

こ

う

し

た

縦

問

を

附
く

国
会

(参
議
院
)
で
激
し

い

べ

く

、

持

制

な

附
械
を
叫
供

論
戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ

て

い

し

て

も

よ

い
の
で
は
な
い
か
。

" 

ゲームマシン

東
京
の
船
井
ビ
ル
も
完
成

船
井
東
京
♂
移
転

7
月
刊
日
付
で
、
関
連
2
子
会
社
も

オペレーター@パートナー
1人よDも2入@拘で

…察務内容 …・・…・… ・、
・ゲームコーナーの共同経営

・ゲームマシンの長期潟賦販売

・長期資金議資

ケイ・アミューズメント リース25
東京(425)8102 大飯(365)8879

側
フ
ナ
イ

(
本
社
犬
阪
府

東
大
阪
市
、
船
井
哲
良
社
長
)

の
税
会
社
で
あ
る
船
井
電
機

側

(
本
社
大
阪
府
大
東
市
、

同
)
で
は
か
ね
て
よ
り
東
京

に
て
怨
設
を
進
め
て
き
た

「船

井
ビ
ル
」
が
こ
の
ほ
ど
完
成

し
、
同
社
東
京
支
腐
を
新
ピ

ル
に
移
転
、

七
月
三
十
日
か

ら
業
務
を
開
始
し
た
。
ま
た

同
社
子
会
社
で
あ
る
鮒
船
井

電
機
研
究
所
(
本
社
東
京
、

高
僑
直
社
長
)
と
側
東
京
フ

ナ
イ

(
本
社
東
京
、
同
)
の

本
社
も
新
ビ

ル
に
移
転
し
、

同
日
付
で
業
務
を
開
始
し
た
。

こ
れ
は
船
井
電
機
グ
ル

l

附
カ
プ
コ
ン
(
本
社
大
阪
、

プ
の
点
ボ
に
お
け
る
業
務
の

辻

本
憲
三
社
長
)
で
は
こ
の

州
市
化
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ほ
ど
、
同
社

T
V
ゲ

i
ム
機

ま
で
分
放
し
て
い
た
三
社
を

「
魔
界
村
」
に
つ

い
て
泌
外

一
ヵ
刈
に
集
中
さ
せ
た
も
の
.
二
社
に
そ
れ
ぞ
れ
八
月
中
旬

新
ビ
ル
は
八
階
怨
で
総
派
閥
許
諾
を
行
な
っ
た
こ
と
を
明

梢
は
約
八
.
向
凶
十
平
方
灯
。

以
上
三
社
の
所
在
地
は
次

の
と
お
リ
で
、
電
話
は
代
表

電
話
と
な
っ
て
い
る
。

船
井
電
機
附
・東
京
支
庖
、

鮒
船
井
電
機
研
究
所
、
鮒
東

京
フ
ナ
イ
』
東
京
都
千
代
間

区
外
神
間
四
の
十

一
の
五
、

宮
二
五
四
|
五
六
一
一
。

新
会
社
設
立

1fψ
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

H

山
形
市
上
町
三
の
五
の
二

十

一
、
合

(
O二
三
六
)
凹

五

i
ム
一
五
三
、
佐
藤
彰
社

長
。

事
務
所
移
転

カ
プ

コ
ン
の

「
魔
界
村
」

北
米
は

論潮

た
ま
り
場
防
止

ま
た
西
ド
イ
ツ
市
場
に
対
し

西
独
ノ
パ
社

(本
社
ハ
ン
ブ

ル
グ
、
ロ
ー
ゼ
ン

・
ツ
バ
イ

ク
社
長
)
に
、
い
ず
れ
も
築

板
ベ

1
ス
で
の
独
市
版
売
権

を
与
え
て
い
る
。
な
お
問
機

は
海
外
市
場
へ
は

「
ゴ
|
ス

ツ

・
ア
ン
ド
・ゴ
プ
リ
ン
ズ
」

(
凸

エ

O
ω
叶

ω

Z
，

C

0

・

∞
「

-zω
)
と
い
う
機
柏

名
で
出
荷
さ
れ
て
い
る
。

制
ダ
イ
モ

1
川
崎
市
川
崎

区
大
師
町
十
四
の

一
、
宮
(
O

四
問
)
二
七
六
|
二
問
七

一
、

茂
垣
定
久
社
長
。

が
距
し
い
デ
ー
タ
を
提
供
し

て
い
た
と
す
る
と
、
ま
さ
に

政
府

・
町
内
然
側
の
、
・k
似
が
災

付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

当
初
法
改
正
案
で
川
崎
制
対

曲
家
と
考
え
ら
れ
て
い
た
映
州

館
業
界
は
、
ほ
ち
に
内
主
川机

制
を
強
化
し
て
、
給
米
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
や

こ
れ

で
は
業
界
と
し
て
紙
風
常
法

に
ば
付
し
て
い
た
と
は
、
バ

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、

一
万
で
は
こ
の

山
町
の

「
た
ま
り
場
」
の
デ

ー
タ
に
は
不
思
ぷ
な
点
が
多

い
。
第

一
に
、
党
ぷ
の
坊
が

西
独
へ
は
ノ
パ
社
に
そ
れ
ぞ
れ
許
諾

住
居
表
示
変
更

ら
か
に
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
カ
ナ
ダ
を

含
む
北
米
市
場
に
対
し
米
凶

タ
イ
ト

l
ア
メ
リ
カ
社

(本

祉
シ
カ
ゴ
刈
外
、
ポ
ー
ル

・

モ
リ
ア
リ
テ
ィ
社
長
)
に
、

H
本
パ

イ
4
4

ニ
ア
側
H
H
仙

ム
川
市
鶴
代
町
凹
の
六
十
の
一

、

宮

(
0
.=
一
ニ
)
三
六
|
二

八
二
八
、
休
久
間
正
則
社
長
。

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

かわいいマりちゃんを凶惑な魔界軍団から教

え/カンフーの達人たけし君が活躍する青春

ア ドベンチャーゲーム。

ルデータ
多彩なフォーメーションで攻繁してく る敵機をレー

ザービームとミサイルで繁破/

3 D効果抜群のエキサイテイング ・シユーテイング

青春スキャンダル

〒1441i1~ 03(742)3171(穴代表)

干062.IM 11 (8削)0248(代 後)

干561電1i506(334)5331 (代褒)

干8101it結092(522)4715(代表)

第三H!銅i便物。也nJ

東京都大 田 区 羽 田 ト 2-12 
札幌市豊平区霊平五条3・2・34
大阪府豊中市隻南町東2・5-3

福岡県福岡市中央区白金2・5-15

ゲーム

!J~ 

本 社

tL'浅支広
関西宝庫

博多支后

ゲームマシン

官ガ.z，;'!.JーゴSイ叡

シットタウン・タイプ
よりコンパクトな股針と倒面楢を実現H
犬きな反響を呼んだ‘ハング・オン。 。その興奮が再

び、 〈シツトダウン・タイプ〉となって新登場。もち

ろん、バイクの動きはシミ ュレー卜され、プレイヤー

は本物のロードレースを体験するようなハンドリング

が駆使できます。また、この〈シットダウン・タイプ〉

は、座ってプレイする介、難しいコースが用意されて

おり、スリルに富んだレースを楽しめます。

仕様 -幅630lM1X奥行I570mm X高さ I630mm 

・重量I22kCj マ95-2368

• 

マ95-2674

l盤面4

お柁ぴと訂正

ゲーム守 y ン (263、264‘265.266ザ}の排社ハング・".ン広告におきまして、

rJi\ll;~... 1;専の規制l且ぴ鷺術的過正化等にI対する法f~等的解釈基準iJ (嘗察庁

保安官~) を‘持税Ijl{拡'k1'$としてあやまって引用したことに対し必詫びし訂正

いたします.弥刊の見解ではti[Jj，符訟がf輩外機傾て・あると解釈しておηました

が‘今IA:'Il'W;'よ')8り'骨盤対融機材!に該当する旨町通知があ '1ましたので、

ここに各Iltにお知らせいたしますとともに:l!;った見解を広告いたしましたζ と

に様〈お柁ぴ巾L.t，げます.

(R) 
)株式

会社

第267号

-同，

1985年9月1日( 7 ) 
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第三純郵便物認可

心
の
庖
づ
く
り
を
見
直
し

、

や

会
社
帰
り
の
サ
ラ
リ
ー
マ

今
後
は
大
人
向
け
の
機
純
を
ン
な
ど
で
終
日
一肌
加
わ
っ
て
い

よ
り
多
く
導
入
し
て
、

夜

間

る

よ
う
だ
。

答
の
俗
保
を
凶
る
必
要
が

あ

「

プ

レ
イ
ス
ポ
ッ

ト
・

ジ

る
」
と
一
諮
る

。

ユ

ン
」
は
京
時

一
倭
術
と
同

「
京
惜
ゲ

l
ム
ト
ピ
ア
」

道

一
号
線
の
交
わ
る
角
地
に

は
国
鉄
京
情
駅
の
す
ぐ
前
に
あ
り
、
人
通
り
が
多
く
岡
山

あ
る
ゲ

1
ム
場
。
フ

ロ
ア
.
耐
も
立
地
条
件
に
忠
ま
れ
て
い

将
、
は
約
三
十
平
方
幻
と

こ

め

る

と
言
え
る
。
白
内
の
フ
ロ

界
限
で
は
比
較
的
小
規
快
な

ア
向
材
、
は
約
百
丘
十
平
方
じ

庖
で
、
テ
ー
ブ
ル
型
T
V
ゲ

で
、
T
V
ゲ

l
ム
機
七

l
数

i
ム
機
の
み
卜
八
台
を
設
置
台
、
フ
リ
ツ
パ

|
一
二
台
、
l
u

し
て
い
る
。
遊
戯
料
令
は
全

い

機

数
台
、
計
約
八
十
台
を

ム口

一
ゲ
ー
ム
五
十
円
に
設
定
。
設
情
。
テ
ー
ブ
ル

m
T
V
ゲ

立
地
条
件
に
恵
ま
れ
、

低
料

|

ム

機

は
ゲ

i
ム
内
容
に
よ

金
シ
ス
テ
ム
を
採

っ
て

い

る

リ

い
く
つ
か
の
コ

ー
ナ
ー
を

こ
と
か
ら
近
所
め
小
中
学

生

設

け

た

り
、
新
製
品
に
は
発

...，.・R 白‘

• • 
売
時
期
な
ど
を
決
心
し
て
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
ま
た
町

内
装
飾
に
も
h
M
を
注
い
で
い

る
よ
う
で
、
明
に
は
J
U

N

の
文
字
を
屯
飾
で
浮
か
び
上

が
ら
せ
て
い
る
ほ
か
、
サ
ー

フ
ィ
ン
な
ど
い
災
向
け
の
装
飾

や
ア
イ
ド
ル
ス
タ
ー
の
ポ
ス

タ
ー
な
ど
を
貼
り
、

手
間
討

を
盛
り
上
げ
て
い
る
。
刷
出

の
従
業
川県
に
よ
る
と
、
昨合同町

は
小
μ
f
乍
か
ら
年
殺
者
ま
で

悩
広
い
と
の
こ
と
で
、
場
所

刷
か
一
見
存
の
山
め
る
割
合

が
他
府
に
比
べ
る
と
か
な
り

多
い
よ
う
だ
。

常
連
客
中
山
の
ロ
ケ
運
営

「
プ
レ
イ
シ
テ
ィ
キ
ャ
ロ

ッ
ト
京
橋
脂
」
は
今
年
二
月

に
、
庶
民
的
な
商
問
が
並
ぶ

新
京
橋
商
庖
街
に
オ
ー
プ

ン

し
た
由
。
フ
ロ
ア
ア闘
機
は
約

二
百
平
方
幻
あ
リ
、
フ
ロ
ア

奥
部
分
に
は
テ
ー
ブ
ル

m
T

V
ゲ
l
ム
機
を
中
心
に
、
ま

た
入
口
部
分
に
は
各
M

叫
キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト
の

T
V
ゲ
ー
ム
機

や
ア
ー
ケ
ー
ド
ゲ
ー
ム
機
な

ど
を
設
置
し
て

い
る
。
機
械

織
成
は
T
V
ゲ
ー
ム
機
約
六

寸
台
、
フ
リ
ッ
パ

i
三
台
、

そ
の
他
ア
ー
ケ
ー
ド
ゲ
ー
ム

機
約
十
台
で
、
総
機
械
台
数

は
七
寸
数
台
。
ゲ
ー
ム
料
金

は
T
V
ゲ
ー
ム
機
は
丙
円
だ

が
、
チ
ど
も
向
け
の
エ
レ
メ

カ
機
な
ど
は
低
料
金
に
な
っ

て
い
る
。
同
庖
の
鈴
木
防
長

は

「
夕
方
ま
で
は
小
中
学
生

第267号

‘ν-.-f'r.-守
‘惨 . ‘・・ ‘・・ ‘・・ 4・'・庄 司'.. ..:→ 
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4‘ 1'-同開晦
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~マー〉
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上の写真は今年 2月にオープン し

た 「プレイシティキャロッ ト京橋

庖J の奥フ ロア。左の写真は同l苫

の鈴木喜代春康長

1985年9月1日

. 

. 
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が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
れ
以
降

は
半
生
、
ヤ
ン
グ
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
が
多
い
。
出
内
を
明
る

く
す
る
と
と
も
に
健
全
な
ム

ー
ド
を
出
す
よ
う
に
し
て
い

る
。
ま
た
々
フ
リ

l
ト
l
キ

ン
グ
砂
と
題
し
、
ゲ
ー
ム
機

な
ど
に
対
す
る
プ
レ
イ
ヤ
ー

の
立
見
や
感
想
な
ど
を
ポ
ス

タ
ー
に
掲
ぶ
し
て
、
容
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
さ
ら

に
か
ナ
ム
コ
。
の
ロ
ケ
と
い

う
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た

め
、
鹿
内
装
飾
も
当
社
閥
発

部
に
特
別
注
文
し
た
パ
ネ
ル

な
ど
を
ぬ
示
し
て
い
る
」
と

諮
る
。ま

た
同
氏
は
「
で
き
れ
ば

い
ろ
い
ろ
な
機
純
を
設
越
し

，4 

• 

伊.
司、

t. 

， 

上の写真は京橋界隈では最大級のゲーム

場「レジャープラザJ のようす。手前が

各種小型乗物機を設置した“のりもの広

場"で幼児連れの家族客で賑わっている。

下の写真は同底の松尾泰治l苫長

s 
c 

ザ
」
の
三
階
に
あ
る
。
ダ
イ

エ
ー
内
に
あ
る
ロ
ケ
の
大
半

は
ダ
イ
エ
ー
レ
ジ

ャ
ー
ラ
ン

ド
か
運
営
し
て
い

る
が
、
同

庖
は
ダ
イ
エ
ー
レ
ジ
ャ
ー
ラ

ン
ド
の
委
託
を
受
け
て
タ
ッ

ク
が
運
営
に
当
っ
て
い
る
も

の。

こ
の
界
隈
で
は
質

・
円以

と
も
最
大
規
模
の
ゲ

l
ム
場

で
、
約
四
百
平
方
幻
の
フ
ロ

ア
を
。
あ
そ
び
の
広
場
。
と

H

の
り
も
の
広
場
。
に
区
分

し
て
ゲ
ー
ム
機
や
乗
物
機
な

ど
計
二
百
台
近
く
を
設
還
し

て
い
る
。
機
械
構
成
は
，
あ

そ
び
の
広
場
H

に
T
V
ゲ
ー

ム
機
約
五
十
台
、
フ
リ
ツ
パ

|
五
台
、
プ
ラ
イ
ズ

マ
シ
ン

な
ど
そ
の
他
ア
ー
ケ
ー
ド
ゲ

ー
ム
機
約
八
十
台
、
メ
ダ
ル

ゲ
ー
ム
機
約
四
十
台
、
ジ
ュ

大
阪

・
京
橋
は
国
鉄
大
阪
号
営
業
所
」
に
該
当
す
る
の

環
状
線
と
片
町
線
、
さ
ら
に
は
五
軒
だ
が
、
営
業
許
可
が

京
阪
本
線
が
交
差
し
て
お
り
、
遅
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
八

大
阪
市
北
東
部
の
玄
関
口
と
月
中
旬
現
在
で
営
業
許
可
を

し
て
栄
え
て
い
る
。
な
か
で
受
け
て
い
る
の
は
わ
ず
か

一

も
娠
わ
い
を
見
せ
て
い
る
の
軒
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

は
国
鉄
京
橋
駅
の
北
側

一
帯

「
レ
ジ
ャ
ー
プ
ラ
ザ
」
は

で
、

「
京
阪
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

「
シ
ヨ

ツ
パ
l
ズ
プ
ラ

モ
!
ル
」

「
シ
ヨ
ツ
パ

l
ズ

プ
ラ
ザ
」
と
い
う
こ
つ
の
大

き
な

S
C
と
「
京
橋
一
番
街
」

「
新
京
橋
商
庖
街
」

「
京
阪

チ
ョ
ッ
プ
タ
ウ
ン
」
な
ど
の

商
底
街
を
中
心
に
、
数
多
く

の
飲
食
庖
や
映
画
館
な
ど
が

集
ま
り
、

H

キ
タ
グ
や

H

ミ

ナ
ミ
グ
と
は
一
味
違
っ
た
庶

民
的
な
繁
華
街
を
形
成
し
て

い
る
。

さ
て
ゲ

i
ム
場
だ
が
、
S

C
ロ
ケ
を
含
め
現
在
六
軒
あ

り
、
比
較
的
広
い
範
囲
に
分

散
し
て
い
る
。

こ
の
二
、
三

年
間
の
推
移
を
見
る
と
、
新

規
オ
ー
プ
ン
屈
が

一
軒
あ
る

が
な
く
な
っ
た
庖
が
三
粁
も

あ
る
よ
う
だ
。

な
お
こ
れ
ら
の
ゲ

l
ム
場

の
う
ち
、
新
風
営
法
の
「
八

"" 

同じく rレジャープラザJ にで。 “あそびの広場"に設けられた TVゲーム機

コーナーのようす。二の左側にメダルゲーム機をまとめて位置している

d
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て
容
の
要
望
に
応
え
た
い
が
、

売
上
げ
と
の
兼
ね
A
n
い
が
あ

る
の
で
般
終
的
に
は
イ
ン
カ

ム
の
良
い
機
械
が
残
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
新
製
品
は

早
期
に
導
入
す
る
よ
う
に
し

て
い
る
が
、
当
村
の
従
来
機

に
は
比
較
的
桜
強
い
フ
ァ
ン

が
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
。
開

倍
し
て
日
も
浅
い
が
昼
間
に

闘
し
て
は
阿
定
容
が
つ
い
て

い
る
。
し
か
し
先
上
げ
と
し

て
は
佼
聞
の
出
め
る
割
合
が

多
い
の
で
、
今
後
は
サ
ラ
リ

!
?
ン
向
け
の
機
純
な
ど
を

数
多
く
設
泣
し
て
、
新
胤
申
介

の
掛
川
加
と
と
も
に
固
定
化
を

図
っ
て

い
き
た
い

」
と
語
る
。

な
お
同
応
で
は
七
月
十

一
日

付
で
「
八
サ
営
業
所
」
の
営

業
許
可
を
受
け
て
い
る
。

「
ジ
ョ

イ
ラ
ン
ド
京
阪
」

も
新
京
陥
商
応
街
に
あ
る
ゲ

ー
ム
坊
で
、
約

.h
二
十
平
方

V
M

の
フ
ロ
ア
に

T
V
ゲ

l
ム

機
三
卜
七
台
、
フ
リ
ツ
パ

l

二
台
、

計
三
十
九
ム
け
を
設
問

し
て
い
る
。
設
置
機
械
の
約

ー
ク
ボ

ッ
ク
ス
一
台
。
ま
た

H

の
り
も
の
広
場
H

に
は

レ

ー
ル
走
行
式
乗
物
機

一
台
の

ほ
か
定
置
式
乗
物
機
十
数
台

を
設
置
。
さ
ら
に
同
庖
南
側

の
通
路
に
は
休
惣
用
の
ベ
ン

チ
と
と
も
に
硬
貨
作
動
式
マ

ッ
サ
ー
ジ
機
を
並
べ
て
お
り
、

幼
児
の
遊
ぶ
姿
を
見
な
が
ら

く
つ
ろ
ぐ
年
輩
の
人
た
ち
に

利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

同
居
は
シ
ヨ
ツ
パ
!
ズ
プ
ラ

ザ
の
北
側
に
あ
り
、
し
か
も

北
側
一

商
は
ガ
ラ
ス
張
り
に

な
っ
て
い
る
た
め
庖
内
は
非

常
に
明
る
く
健
康
的
な
感
じ

が
す
る
。

同
居
の
松
尾
眉
長
は

「
平

日
は
高
校
生
や
子
ど
も
を
連

れ
た
買
い
物
客
が
多
い
よ
う

だ
。
広
い
フ
ロ
ア
を
生
か
し

て
多
く
の
機
種
を
設
置
し
て

い
る
が
、
な
か
で
も
メ
ダ
ル

ゲ

l
ム
機
に
力
を
注
い
で
お

り
売
上
げ
も
全
体
の
三

O
%

を
越
え
て
い
る
。

S
C
ロ
ケ

だ
が

『
八
号
営
業
所
』
に
該

当
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
現

在
は
許
可
申
請
中
」
と
語
る
。

ま
た
同
氏
は
「
営
業
時
聞
は

朝
十
時
か
ら
夜
八
時
ま
で
。

新
風
営
法
に
よ
る
年
少
者
の

入
場
制
限
な
ど
に
よ
り
売
上

げ
は
約
一

O
%ダ
ウ
ン
し
た
。

大
阪
府
施
行
条
例
で
は
年
少

者
の
入
場
制
限
時
聞
は
夜
七

時
に
な

っ
て
い
る
が
、

六
時

以
後
は
年
少
者
を
入
場
さ
せ

な
い
よ
う
白
、
主
規
制
し
て
い

る
。
夜
間
は
釆
物
機
な
ど
が

綴
動
し
な
く
な
る
の
で
、
こ

れ
ま
で
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
答
中

七
訓
は
一
ゲ
ー
ム
丘
十
問
で
、

酬
明
リ
は
百
円
に
設
定
。
府
内

は
天
井
が
'H
、
川
町
一
凶
は
務
い

ベ
ー
ジ
ュ
の
配
色
で
い
治
ち
着

い
た
手
囲
気
が
す
る
。

問
自

の
尚
凶
治
長
は
「
夏
休
み
中

と
い
う
こ
と
も
あ
り
夕
方
ま

で
は
小
中
高
校
生
が
ほ
と
ん

ど
で
、
佼
間
は
大
学
生
な
ど

が
多
い
よ
う
だ
。
女
性
で
も

気
絡
に
入
れ
る
よ
う
な
脂
づ

く
り
を
目
指
し
て
お
り
、
と

く
に
従
業
員
の
般
客
態
度
を

注
意
し
て

い
る
。
以
前
は
大

右
の
写
真
は
「
P
C
キ
ャ
ロ
ッ
ト
京
橋
庖
』
の
后
頭
。

下
の
写
真
は
総
合
レ
ジ
ャ
ー
ビ

ル
「
扶
桑
会
館
」
三

階
に
あ
る
「
扶
桑
ゲ

l
ム
コ
ー
ナ
ー
』
の
よ
う
す

世界中のハイウヱイを制覇/世界を

舞台にクラリスカーとパトカーたち

のハチャメチャカーチェイスグ

株式会社訪Lコ
干158東京都世田昔区上用賀 5-24-9 

TEL 03・420・2271

TELFAX 03・420・2280

そ31、
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上
の
写
真
は
新
京
矯
詰
問
庖
衡
に
あ
る

「ジ

ョ
イ
ラ
ン

ド
京
阪
』
。
庖
内
は
落
ち
驚
い
た
ム
ー
ド
，か
す
る
。

左
の
写
真
は
同
庖
の
后
頭
部
分

• • 

パルダーダッシュ

宝探しが内容のデコカセ

16シーンでの迷路パズル

BOULDER DASH 

魔界村

5種の武器で関門突破/

大魔王を倒して姫を救出

GHOSTS N' GOBLlNS 

マッハライダー

バイクアクシヨンゲーム

マシンガンで他率を撃破

JJ 

MACH RIDER 

ヲ ヲス

ハング・オン

4 

織 式会総

HANG-ON 

@ 

T
V
バ
イ
ク
レ

i
ス
ゲ

l
ム

f
ン
ッ
ト
ダ
ウ
ン
・
タ
イ
プ
d
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ジョイランド京阪 都島区南通り2-4-24、8

922-2073、本社=鮒タイトー (ft03-264-861

1) 掴

決桑ゲームコーナー 蛾東区蒲筆1-9-6、鉄言語

会館3階、 ft933・0151、本社=同」二 回

プレイシティキャロット京矯后 都島区東野

図町5-1-19、tr358・1585、本社=胸ナムコ(念

ω-756-2311) 固

プレイスポット・ジユン 都島区索野田町3・

11-1、tr351・5247、本社=備)久鎧 (tr352・39

13) 図

京僑ゲームトピ戸 都島区秦野田町3-4-17、

告なし、直営=張感彦 園

レジャープラザ都島区片町2-3-51、ダイ工

一京僑Jd3階、 ft352-2151(内線341)、志社

=側タック(含078-232-3300) 悶

|データ(ー |

ゲームマシン
人
客
が
中
心
だ

っ
た
が
、
他

庖
の
オ
ー
プ
ン
な
ど
も
あ
り

一
部
の
機
械
を
五
十
問
料
金

に
し
た
た
め
子
ど
も
客
が
多

く
な
っ
た
。
今
後
は
高
大
学

生
な
ど
の
ヤ
ン
グ
に
的
を
絞

っ
た
庖
づ
く
り
を
行
な
い
た

い
が
、
現
状
を
考
、
え
る
と
急

激
に
は
変
更
で
き
な
い
面
も

あ
る
。
ま
た
ゲ

l
ム
料
金
に

関
し
て
も
一
ゲ

l
ム
百
円
が

理
想
で
あ
り
、
い
ず
れ
全
台

百
円
に
戻
し
て
い
く
つ
も
り

だ
」
と
語
る
。

ま
た
同
氏
は
「
新
風
営
法

施
行
以
後
、
客
数
が
か
な
り

減
る
と
と
も
に
客
単
価
も
減

少
し
た
た
め
売
上
げ
は
二
割

か
ら
三
割
近
く
も
ダ
ウ
ン
し

た
。
こ
れ
は
同
法
に
よ
る
影

終
の
ほ
か
に
も
『
フ
ァ
ミ
コ

ン
』
な
ど
家
庭
用

T
V
ゲ

|

第267号

桜
宮
東

公
園

1985年9月1日
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データの見方(d:、をから居名、所在地、電話

番雪、経営者、そしてJtll図上の位置を示す番

号の順と怠っている。

ム
機
の
普
及
が
原
因
し
て
い

る
よ
う
だ
。
打
開
策
と
し
て

新
製
品
の
導
入
も
行
な

っ
て

い
る
が
、
場
所
的
な
こ
と
も

あ
り
イ
ン
カ
ム
は
そ
れ
ほ
ど

上
が
ら
な
い
」
と
語
り
、
さ

ら
に
「
運
営
的
に
は
今
が
最

悪
だ
が
、
今
後
は
新
風
営
法

な
ど
に
よ
り
、
答
日
切
に
は
新

規
オ
ー
プ
ン
も
で
き
な
く
な

る
の
で
、
こ
の
界
隈
の
ゲ
|

下
の
写
真
は
京
橋

一
番
街
と
国
道
二
号
線
の
交
差

点
角
地
に
あ
る
「
プ
レ
イ
ス
ポ
ッ
ト
・
ジ
ユ
ン
」

の
庖
肉
。
左
は
同
庖
の
信
頭
部
分

ム
場
は
当
分
現
状
の
ま
ま
推

移
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と

語
る
。

「
扶
桑
ゲ

l
ム
コ
ー
ナ
ー
」

は
国
道
一
号
線
に
面
し
た
「
扶

全
国
市
街
地
ゲ

l
ム
場

大
阪

東聖子国
抽71<.場

一王RT rt~ 
ノて間入

ト

• • 

|ムJE端端欄圃占禁引l

• 
各々のコースを定破しよう。

バックミラーで後から来る敵を確認する。

最強のブラックカーには10発射ち込め.グ

オイル・水定まり・ボンパーボール等いろいろな障害物に注意し、

-マシンガンで敵を撃破しながら、

-ピンク力一怠らT発で撃破、

-途中、

桑
会
館
」
の
三
階
に
あ
る
。

同
会
館
は
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
、

ビ
リ
ヤ
ー
ド
場
、
ゴ
ル
フ
練

習
場
、
パ

ツ
テ
ィ

ン
グ
練
習

場
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
地
設
の

ほ
か
、
結
婚
式
場
や
会
議
室
、

レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
の
あ
る
総

合
レ
ジ
ャ
ー
ビ
ル
。
三
階
フ

ロ
ア
に
は
卓
球
場
、
オ

i
卜

テ
ニ
ス
場
が
あ
り
、
こ
れ
ら

の
後
部
に
ゲ

l
ム
コ
ー
ナ
ー

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
設
置

機
械
は

T
V
ゲ
ー
ム
機
四
十

二
台
、
フ
リ
ッ
バ
|
三
台
、

そ
の
他
ア
ー
ケ
ー
ド
ゲ
ー
ム

機
数
台
、
計
約
五
十
台
。
岡

山出
を
運
営
す
る
タ
イ
ト

i
・

大
阪
事
業
所
に
よ
る
と
、
同

会
館
内
の
レ
ジ
ャ
ー
地
設
を

;1; 一一、

目
的
に
来
る
若
者
や
家
族
連

れ
が
多
い
の
で
、
ゲ
ー
ム
機

も
そ
れ
ら
を
対
象
と
し
た
も

の
を
中
心
に
設
置
し
て
い
る

と
語
る
。
な
お
同
居
は
「
八

号
営
業
所
」
に
は
該
当
し
な

い
と
の
こ
と
。

国
鉄
京
橋
駅
界
限
に
は
、

パ
チ
ン
コ
屈
が
乱
立
気
味
と

も
思
わ
れ
る
ほ
ど
軒
を
並
べ

て
お
り
、
フ
ィ

l
パ
l
ブ
ー

ム
が
去

っ
た
現
庄
で
も
依
然

と
し
て
大
変
な
活
況
ぶ
り
を

見
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か

ゲ
ー
ム
場
の
方
で
は
一
般
に

一
見
容
が
少
な
い
と
の
こ
と

で
、
ど
の
出
で
も
常
連
特
を

相
手
に
地
道
な
運
営
を
続
け

て
い
る
よ
う
だ
。

国
鉄
環
状
線
京
織
駅
す
ぐ
前
に
あ
る
「
京
橋
ゲ
l
ム
ト
ピ
ア
」
の
庖
頭
部

分
。
全
品
目
一
プ
レ
イ
五
十
円
に
設
定
さ
れ
て
い
る

• 
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の
事
務
レ
ベ
ル
で
の
論
議
を
を
作
成
し
て
」
各
協
会
等
に

通
じ
て
北
本
構
想
が
改
め
て
送
付
の
?
え
な
見
を
求
め
る

論
議
さ
れ
る
、
と
い
う
方
法
こ
と
に
な
り

こ

月
二
十
六

を
と

っ
て
い
る
も
よ
う
で
あ
日
付
、

T
A
M
O
A
井
上
昭

る
。

こ
の
た
め
少
し
わ
か
り
男
常
務
に
よ
る

「
今
後
の
作

に
く
い
点
が
あ
る
。

業
手
順
に
つ
い
て
」
)
、
設

大
き
な
過
程
と
し
て
は
、
立
魁
旨
古
家
、
定
み
案
、
加

す
る
。

昨
年
十
二
月
二
十
二
日
の
第
入
金
及
び
会
代
続
定
奈
の
三

4
以
立
準
備
ρ

は
基
本
・
構

一
回
懇
談
会
、

一
月
二
十
三

点
か
ら
な
る

H

素
案
H

が
三

想
か
ら
事
務
レ
ベ
ル
で
の
論
日
の
第
二
回
懇
談
会
を
経
て
、
月
ム
日
付
で
送
付
さ
れ
た
。

議
へ
と
進
め
ら
れ
る
と
い
う

T
A
M
O
A
が
「
連
合
会
設
こ
の
か
索
案
。
に
対
す
る

方
法
で
は
な
く
、
例
、
え
ば
設
立
の
岡
崎
意

・
縦
織
形
態
な
ど
各
協
会
め
意
見
を
三
月
末
ま

立
態
旨
替
案
、
定
款
案
な
ど
に
つ
い
て
素
案

(
叩
き
台
)

で
に
T
A
M
O
A
ま
で
送
付

第三種銅l便物認、可第267号1985年9月1日

(
編
集
部
註
)

都
道
府
県
A

M
機
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
協
会
等
の
。
全
国
連

合
会
H

設
立
準
備
の
現
在
に

至
る
ま
で
の
過
程
は
、
本
紙

ニ
ュ
ー
ス
函
で
報
じ
て
い
る

と
お
り
な
の
で
、
全
部
省
略

• • 営
に
委
ね
ら
れ
た
方
が
効
果

的
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

以
上

愛
知
県
協
に
よ
る
修
正

意
見

基

い
わ
ゆ
る
μ
全
国
連
合
会
H

を
め
ぐ

る
論
議
ガ
各
地
で
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る

が
、
そ
の
H

設
立
準
備
H

の
事
務
上
の

過
程
ガ
理
解
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
だ
め
不
必
要
な
誤
解
も
あ
る

よ
う
で
あ
る
。
一
万
で
は
、
こ
う
し
だ

事
務
上
の
週
程
を
軽
視
し
だ
り
無
視
し

だ
り
す
る
傾
向
す
ら
生
じ
つ
つ
あ
る
と

も
一言
わ
れ
て
い
る
。

寸
連
合
会
は
皆
で
創
る
も
の
、
丁
寧

に
創
る
だ
め
、
よ
り
多
く
の
意
見
を
聞

く
」
と
の
中
西
昭
雄

・
連
合
会
設
立
準

備
委
員
畏
の
考
え
(
八
月
一
白
旬
、
各

都
道
府
県
別
団
体
代
表
者
あ
て
の
文
書

か
ら
)
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
全
国
の

A
M
機
オ
ベ
レ
ー
ヲ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
こ

の
H

全
国
連
合
会
H

設
立
準
備
の
事
務

上
の
過
程
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

誤
解
も
、
軽
視
も
¥
無
視
も
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
大
量
の
文
書
と
付
ゆ
る
が
、

あ
え
て
初
期
の
い
わ
ゆ
る

umき
台
H

か
ら
最
近
時
の
も
の
ま
で
主
な
文
書
類

を
一
括
掲
載
す
る
こ
と
に
し
疋
。
こ
こ

で
い
う
「
王
怠
L

と
い
う
の
は
重
要
性

の
高
い
も
の
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

H

全

国
連
合
会
H

関
係
の
文
書
は
、
ど
う
い

う
わ
け
か
一
般
に
は
入
手
困
難
な
こ
と

に
怠
っ
て
い
る
も
よ
う
で
あ
り
、
こ
こ

に
掲
載
し
だ
も
の
以
外
に
も
重
要
な
も

の
が
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
事
情
に
基
く

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
ご
理
解
い
だ
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

件
」
が
送
ら
れ
、
同
封
の
案
'

文
に
つ
き
「
特
別
な
意
見
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
T
A
M
O

A
t事
務
局
宛
六
月
末
日
ま
で

に
文
書
」
で
送
る
よ
う
求
め

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
六

月
二
十
七
日
付
で
岐
阜
県
協

は
、
自
分
た
ち
の
意
見
か
反

映
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
そ

の
理
由
を
求
め
る
文
書
を
中

西
委
員
長
あ
て
送
付
し
た
。

こ
れ
に
対
し
七
月
五
日
付
で

中
凶
委
員
長
は
返
信
を
送
っ

て
い
る
。

《編
集
部
》

な
お
、
大
阪
府
協
か
ら
の

修
正
意
見
(六
月
十
九
日
付
)、

そ
し
て
愛
知
県
協
の
意
見
書

(
七
月
十
六
日
)
へ
と
続
き
、

七
月
十
六
日
の
第
二
回
準
備

会
を
経
て
、
定
款
案
な
ど
(
七

月
十
七
日
現
称
)
が
配
布
さ

れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

以
下
こ
れ
ら
主
な
文
書
績

を
抱
依
す
る
が
、
そ
の
掲
載

要
領
は
次
の
と
お
り
。

-

全
部
ヨ
コ
書
き
で
あ

る
が
、
タ
テ
書
き
に
改
め
た
。

タ
テ
書
き
に
改
め
る
に
当
っ

て
条
、
項
、
号
な
ど
の
数
字

の
表
記
も
統
一
し
た
。

2

修
正
意
見
が
出
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
、
わ
か
り

や
す
く
す
る
た
め
、
①
題
じ
問

書
案
、

②
定
款
案
、
③
入
会

令

・
会
資
規
定
案
、
④
代
議

員

・
理
事
選
出
基
準
策
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
修
正
意

見
な
ど
を
加
、
え
た
。

3

岐
'阜
県
協
か
ら
の
修

正
志
見
に
つ
い
て
は
、
原
案

肉
体
に
修
正
を
書
き
込
ん
で

あ
る
も
の
な
ど
あ
る
が
、
こ

れ
ら
す
べ
て
趣
旨
を
変
え
な

い
で
、
修
正
志
見
と
し
て
表

記
を
統
一
し
た
。
な
お
、
修

正
趣
旨
と
な
る
べ
き
文
京
は

《
魁
宵
》

と
し
て

-
J

み
し
た
。

4

岐
阜
県
協
か
ら
の
六

月
二
十
七
日
の
文
科
、
そ
れ

に
対
す
る
中
西
委
員
長
か
ら

の
七
月
五
日
付
の
返
信
の
う

ち
、
返
信
の
・
中
の
説
明
文
の

み
を
描
械
し
た
。

す
る
よ
う
求
め
た
上
で
、

H

索
意
見
を
も
と
に
凹
月
十
九
日

系
H

が
送
付
さ
れ
た
。
そ
の
と
百
月
十
四
日
、
H

素
案
。

結
来
、
い
く
つ
か
の
意
見
が
修
正
の
た
め
の
会
合
を
開
い

寄
せ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
た
上
で
、
修
正
後
の
案
文
を

る
が
、
結
局
そ
れ
ら
の
怠
見
丘
月
二
寸
七
日
の
第
三
回
懇

は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
今

談

会

(第
一
回
準
備
会
)
に

回
入
手
し
た
岐
阜
県
協
の
意
提
出
、
こ
の
時
点
で
初
年
度

見
書
は
三
月
二
十
五
日
付
で

収
支
児
約
り
奈
も
提
出
し
て

T
A
M
O
A
に
提
出
し
た

も

い

る
。

こ
の
自
の
会
ム
け
を
続

の
で
あ
り
、
こ
う
い
う
例
は
て
六
月
五
日
付
で
中
間
昭
維

他
に
も
あ
る
も
よ
う
で
あ
る
。
委
員
長
か
ら
各
都
道
府
県
団

T
A
M
O
A
で
は
小
委
同
体
あ
て

「
述
合
会
設
立
岡地・窓

会
を
設
け
、
各
協
会
か
ら
の
占
及
び
定
汝
案
、
再
送
付
の

• • 
ど
の
機
な
影
響
を
受
け
て
行

く
の
か
の
方
が
、
も
っ
と
箪

連
合
会
設
立
趣
意
書
中
の
婆
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ー
の
内
容
も
大
切
で
あ
る
が
、
又
、
4
の
教
育
と
い
う
一
言

新
風
営
法
の
遵
守
と
、
こ
の
楽
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
た

法
の
下
で
の
我
々
の
事
業
が
せ
て
あ
る
の
か
。

(
七
月
十
六
日
付
)

規
定
盛
る
定
款
案

連
合
会
定
款
・
案

(
三
月
五
日
現
在
)

則

第
一
撃

(
名
称
)

第
一
条
本
会
は
、

と
称
す
る
。

(
目
的
)

第
二
条
本
会
は
、
会
員
及

び
会
員
の
所
属
員
の
相
互

扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、

ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト

マ
シ

ン
の
運
営
営
業
(
以
下
、

オ
ペ

レ
ー
タ
ー
事
業
と
い

う
)
に
携
わ
る
事
業
者
が

一
致
団
結
し
、
第
八
号
営

業
〔
風
営
適
正
化
法
(
昭

和
五
十
九
年
八
月
十
四
日

法
律
第
七
十
六
号
)
の
規

定
に
よ
る
〕
の
業
務
の
適

正
化
と
そ
の
健
全
化
を
図

る
等
、

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
事

業
を
振
興
す
る
た
め
の
諸

事
業
を
行
い

、
も
っ
て
会

員
、
及
び
会
員
の
所
属
員

の
経
済
、
社
会
的
地
位
の

向
上
と
、
わ
が
国
の
福
祉

社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
地
域
)

第
三
条
本
会
の
地
域
は
、

日
本
金
固
と
す
る
。

(
事
務
所
)

第

四

条

本

会

は
、
主
た
る

事
務
所
を
策
京
都
に
置
く
。

2

必
要
あ
る
と
き
は
、
理

事
会
の
議
決
を
経
て
、
従

た
る
事
務
所
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

第

二

奪

事

業

0
0
0
 

(
事
業
の
内
容
)

第

五

条

本

会

は

、
第
二
条

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

つ
ぎ
に
掲
げ
る
事
業
を
行

、「ノ。一
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト

マ
シ
ン
業
界
の
健
全
な

発
展
と
、
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
の
地
位
の
向
上
を
め

ざ
す
全
国
規
模
め
活
動

及
び
会
員
に
よ
る
地
域

活
動
な
ら
び
に
業
態
別

活
動
に
対
す
る
助
言
、

指
導
、
調
務
、
援
助
。

二
関
係
す
る
中
央
行
政

機
関
め
施
策
へ
の
協
力
、

意
見
の
具
申
と
折
衝
。

三

内
外
の
関
連
諸
機
関
、

団
体
、
業
者
等
と
の
交

流
と
協
調
。

四
所
属
員
の
事
業
に
関

す
る
経
営
及
び
技
術
の

改
善
向
上
に
資
す
る
た

め
の
情
報
の
提
供
、
及

び
所
属
員
の
従
業
員
の

た
め
の
研
修
、
親
睦
、

福
祉
、
共
済
等
の
た
め

の
諸
施
策
。

五
展
示
会
の
開
催
と
、

健
全
娯
楽
と
し
て
の
社

会
的
認
識
向
上
の
た
め

の
渉
外
広
報
活
動
。

ムハ
そ
の
他
本
会
の
目
的

を
達
す
る
た
め
に
必
要

な
事
業
。

第
三
章

会

員

(
会
員
の
資
格
)

第

六

条

本

会

は

、
風
営
巡

正
化
法
第
八
号
営
業
等
、

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
事
業
及
び

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
事
業
に
関

速
す
る
事
業
を
営
む
者
に

よ
る
団
体
を
も
っ
て
組
織

す
る
。

(
会
員
の
磁
類
)

第
七
条
本
会
の
会
員
は
、

正
会
員
と
準
会
員
と
す
る
。

2

正
会
員
は
、
オ
ベ
レ
ー

タ
l
事
業
に
携
わ
る
事
業

者
に
よ
る
団
体
と
す
る
。

3

準
会
員
は
、
オ
ペ
レ
|

タ
l
事
業
に
関
連
す
る
事

業
に
携
わ
る
事
業
者
に
よ

る
団
体
と
す
る
。

(
加
入
)

第
八
条
本
会
の
会
員
に
な

ろ
う
と
す
る
者
は
、
所
定

の
入
会
申
込
書
を
会
長
に

提
出
し
、
理
事
会
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

(会
員
の
代
表
者
、
及
び

代
議
員
)

第
九
条
正
会
員
は
、
本
会

に
対
し
て
代
表
者

一
名、

及
び
そ
の
規
模
に
応
じ
て

代
議
員
二
|
六
名

(
代
表

者
を
含
む
)
を
届
け
出
る

も
の
と
す
る
。

2

準
会
員
は
、
代
表
者

一

名
の
他
に
代
議
員
一
名
を

届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

(
加
入
金
及
び
会
費
)

第
十
条
会
員
は
、
別
に
定

め
る
規
約
に
し
た
が
い
、

加
入
金
及
び
会
費
を
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
除
名
)

第
十

一
条
会
員
が
本
会
の

名
誉
を
傷
つ
け
、
ま
た
は

会
員
た
る
義
務
を
怠
り
、

も
し
く
は
六
ヵ
月
以
上
会

• • 

貨
を
納
入
し
な
い
と
き
は
、

2

副
会
長
は
、
会
長
を
補

除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

佐
し
、
会
務
を
分
掌
す
る
。

2

こ
の
場
合
、
理
事
会
め
ま
た
、
会
長
に
事
故
あ
る

過
半
数
が
出
席
し
、
出

席

と

き

、
ま
た
会
長
が
欠
け

者
の
三
分
の
二
以
上
の
多
た
と
き
は
そ
の
職
務
を
代

数
を
も
っ
て
決
す
る
。

行
す
る
。

3

理
事
会
は
、

当
該
会
員

3

理
事
は
、
棚
也
事
会
を
組

に
対
l
k
、、
あ
ら
か
じ
め
理
織
し
、
会
務
の
執
行
を
決

事
会
に
お
い
て
弁
明
の
機
定
す
る
。

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
4

専
務
理
事
(常
務
理
事
)

な
い
。

は
、
会
長
及
び
副
会
長
を

第

四

章

役

員

補

佐

し

て

事

務

局

を

統

幣

(
役
員
の
種
類
及
び
定
数
)

し
、
本
会
の
会
務
を
掌
輝
一

第

十

二

条

本

会

に

つ

ぎ

の

す

る

。

役
員
を
置
く
。

5

監
事
は
、
本
会
の
財
務

一

理

事

四

十

七

名

以

状

況

を

獄

査

し

、

総

会

に

上

お

い

て

監

査

報

告
を
行
う
。

内
会
長

一
名

(顧
問
)

内

副

会

長

四

名

以

第

寸
六
条
会
長
は
理
事
会

内

に

諮

っ
て
、
顧
問
若
干
名

ニ

専
務
理
事
ま
た
は
常
を
謹
く
こ
と
が
で
き
る
。

務
理
事

一
名

2

顧
問
は
、
重
要
事
項
の

三

監

事

三

名

審

議

に

参

画

す

る

た

め

、

(
役
員
の
選
任
)

理
事
会
に
出
席
し
、
意
見

第
十
三

条

理

事

は

、
正
会
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

員
ご
と
に
そ
の
規
模
に
応

(役
員
の
報
酬
)

じ
代
議
員
の
内
か
ら
一
|
第
十
七
条
役
員
及
び
顧
問

三
名
を
選
任
す
る
。

に
対
し
、
必
要
あ
る
と
き

2

会
長
及
び
副
会
長
は
、
は
報
酬
を
支
払
う
こ
と
が

理
事
会
に
お
い
て
理
事
の
で
き
る
。

五
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め

2

こ
の
場
合
、
報
酬
の
額

る
。

は
理
事
会
に
議
り
、
会
長

3

専
務
理
事
(常
務
理
事
)

が
決
定
す
る
。

は
、
理
事
会
の
同
意
を
得

(
職
員
)

て
、
会
長
が
任
免
す
る
。

第
十
八
条
本
会
に
、
次
の

4

監
事
は
、
総
会
に
お
い
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き

て
選
挙
す
る
。

る
。

(
役
買
の
任
期
)

一

事

務

局

長

一

名

第

十

四

条

役

員

の

任

期

は

二

事

務

局

員

若

干

名

二
年
と
す
る
。
た

だ

し

、

第

五

議

会

議

再
任
を
妨
げ
な
い
。

(

会
識
の
極
類
)

2

補
充
の
た
め
に
選
任
さ
第
十
九
条
会
識
は
、
総
会

れ
た
者
の
任
期
は
、
前
任
理
事
会
、
常
任
理
事
会
及

者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

び
委
員
会
と
す
る
。

3

役

員

は

、

そ

の

任

期

が

(

総

会
)

満
了
し
た
場
合
も
、
新

た

第

二

十
条

総

会

は

、

定

時

に
役
員
が
選
任
さ
れ
る
ま
総
会
及
び
臨
時
総
会
と
す

で

は

、

そ

の

職

務

を

行

う

る
。

も
め
と
す
る
。

2

総
会
は
、
代
議
員
を
も

(役
員
の
職
務
及
び
権
限
)

っ

て
構
成
す
る
。

第
十
五
条
会
長
は
、
本
会

3

定
時
総
会
は
、
毎
事
業

を
代
表
し
、
会
務
を
統
幣
年
度
終
了
後
三
ヵ
月
以
内

す
る
。

に
、
臨
時
総
会
は
、
必
要

が
あ
る
と
き
は
何
時
で
も
、

理
事
会
の
議
決
を
経
て
、

会
長
が
招
集
す
る
。

(総
会
紹
集
の
手
続
)

第
二
十

一
条

総

会

の

招

集

は
、
会
日
の
十
目
前
ま
で

に
到
着
す
る
よ
う
に
、
会

識
の
目
的
た
る
事
項
及
び

そ
の
内
容
、
な
ら
び
に
日

時

・
場
所
を
記
載
し
た
書

面
を
各
会
員
に
発
送
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

(
総
会
の
、
警
部
ま
た
は

代
理
人
に
よ
る
決
議
)

第
二
十
二
条

会

員

は

、

前

条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か

じ
め
通
知
の
あ

っ
た
事
項

に
つ
き
、
替
蘭
を
も
っ
て

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

(総
会
に
お
け
る
議
決
権
)

第
二
十
三
条
代
議
員
は
、

総
会
に
お
い
て
各

一
個
の

議
決
権
を
有
す
る
。

(
総
会
の
誠
事
)

第
二
十
四
条
総
会
の
議
事

は
、
代
議
員
の
過
半
数
が

出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の

過
半
数
で
決
す
る
も
の
と

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

レ
品
ヲ
令
。

(
総
会
の
議
長
)

第
二
十
五
条
総
会
の
議
長

は
、
総
会
ご
と
に
埋
事
の

う
ち
か
ら
選
任
す
る
。

(
総
会
の
議
決
議
e
雨
明

)

第
二
十
六
条
総
会
に
お
い

て
は
、
こ
の
定
款
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事

項
を
議
決
す
る
。

一
事
業
計
画
な
ら
び
に

事
業
報
告
の
承
認

二

収
支
予
算
及
び
決
算

三
本
会
の
事
業
に
関
す

る
基
本
的
訪
項

四
そ
の
他
、
理
事
会
に

お
い
て
必
要
と
認
め
た

事
項

(
総
会
の
議
事
録
)

第
二
十
七
条
総
会
の
議
事

に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を

作
成
し
、
議
長
及
び
議
長

5

大
阪
府
協
と
愛
知
県

協
か
ら
の
修
正
意
見
に
つ
い

て
は
、
六
月
五
日
現
本
の
定

款
梁
な
ど
を
基
準
と
し
て
い

る
が
、
そ
の
定
款
案
な
ど
は

必
要
な
も
の
だ
け
示
し
、
前

文
な
ら
び
に
原
案
め
表
記
方

式
に
つ
い
て
も
、
わ
か
り
や

設
立
の

連
合
会
設
立
趣
旨
書
・

案

(
三
月
五
日
現
在
)

-
旧
風
営
法
は
、
地
方

色
め
特
性
を
強
く
生
か
し
た

取
締
法
で
し
た
。

こ
れ
に
対

し
て
、

二
月
寸
三
日
随
行
の

風
営
適
正
化
法
は
、
全
国
的

に
統

一
さ
れ
た
部
分
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
中
央
に
お

け
る
政
策
決
定
が
、

一
律
に

全
国
に
波
及
す
る
部
分
が
多

く
な
り
ま
す
。

都
道
府
県
単
位
の
各
組
織

の
意
向
を
行
政
に
反
映
さ
せ

る
た
め
に
は
、
中
央
官
庁
と

の
パ
イ
プ
が
必
要
で
す
。

2

都
道
府
県
単
位
の
組

織
間
で
、
意
見
の
相
逃
が
生

じ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た

場
合
、
こ
れ
ら
の
調
獲
を
図

り
、
問
題
解
決
に
導
く
た
め
、

支
援
す
る
た
め
の
機
関
か
必

要
で
す
。

3

各
組
織
の
活
動
の
章
一

要
な
参
考
資
料
と
す
る
た
め
、

中
央
放
ひ
地
方
の
情
報
を
、

そ
の
対
応
も
含
め
、
迅
速
且

つ
正
倣
に
伝
達
す
る
為
の
機

関
が
必
要
で
す
。

4

会

員

(
団
体
を
想
定
)

の
所
属
員

(
団
体
に
所
属
す

る
会
員
を
想
定
)
の
た
め
の

各
棋
の
教
育
、
指
導
、
研
修

等
の
事
業
に
あ
た

っ
て
も
、

全
国
的
組
織
に
よ
る
運
営
に

• • の
指
名
す
る
出
席
代
議
員

二
名
が
著
名
し
、
こ
れ
を

本
会
に
保
存
す
る
。

2

前
項
の
議
事
録
に
は
、

少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
開
会
の
日
時
及
び
場

所
二
代
議
員
数
及
び
出
席

者
数

三
議
事
の
経
過
の
要
領

四
議
案
別
の
議
決
の
結

来
(
可
決
、
否
決
の
別
及

び
賛
否
の
議
決
権
数
)

(
理
事
会
の
招
集
)

第
二
十
八
条
理
事
会
は
会

長
が
招
集
す
る
。
会
長
に

事
故
あ
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
理
事
会
が
定
め
た

順
位
に
し
た
が
い
、
副
会

長
が
招
集
す
る
。

(
理
事
会
招
集
の
手
続
)

第
二
十
九
条
理
事
会
の
紹

集
は
、
ム
耳
目
の
七
日
前
ま

で
に
、
日
時
及
び
場
所
を

各
理
事
に
通
知
し
て
す
る

も
の
と
す
る
。

(
理
事
会
の
議
事
)

第
三
十
条
理
事
会
の
議
事

は
、
理
事
の
過
半
数
が
出

席
し
、
そ
の
議
決
権
の
過

半
数
で
決
す
る
も
の
と
し
、

可
否
問
数
の
と
き
は
、
議

長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ

λ
v
。(

理
事
会
の
、
書
面
ま
た

は
代
理
人
に
よ
る
決
議
)

第
三
十

一
条

理

事

は

、

や

む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
通

知
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
い

て
、
世
一回
商
ま
た
は
代
理
人

を
も
っ
て
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

代
理
人
は
あ
ら
か
じ
め
本

会
に
対
し
、
代
理
人
選
任

の
届
け
を
し
、
理
事
会
の

象
認
を
待
た
者
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

(
理
事
会
の
議
決
事
項
)

第
三
十
二
条
理
事
会
は
、

す
く
す
る
た
め
表
記
を
統

一

す
る
な
ど
し
た
。

6

初
年
度
収
支
見
積
り

案
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
協

か
ら
の
み
修
正
意
見
警
が
出

て
お
り
、
原
案
と
と
も
に
ぬ

載
し
た
。

7

入
会
金

・
会
費
規
定

委
ね
ら
れ
る
方
が
、
業
界
の

統
一
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
構
築

す
る
た
め
に
も
効
果
的
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
ギ
頃
へ
の

取
り
組
み
の
た
め
、
都
道
府

県
単
位
の
各
組
織
、
及
び
業

態
別
組
織
等
を
統
合
す
る
連

合
会
を
結
成
し
た
い
と
考
え

る
次
第
で
す
。

岐
阜
県
協
に
よ
る
修
正

意
見

(
三
月
二
十
五
日
付
)

第
4
頃
中
「
会
員

(団
体

を
想
定
)
の
所
属
員
(
団
体

に
所
属
す
る
会
員
を
想
定
)」

を
、

「
構
成
組
織
団
体
の
構

成
組
織
団
体
会
員
」
に
改
め

る
。

《
趣
旨
》
連
合
会
会
員

は
都
道
府
県
内
の
同
業
組
織

団
体
と
す
る
こ
と
。

(
案
)

は
字
句
も
問
題
で
あ
る
が
、

内
容
も
把
躍
で
き
る
表
現
で

は
な
い
。

岐
阜
県
協
に
対
す
る
連

合
会
設
立
準
備
委
員
長

の
返
事

(
七
月
五
日
付
)

「
ご
意
向
に
添
う
べ
く
、

作
成
し
な
お
し
ま
し
た
。

」

連
合
会
設
立
趣
意
書
・

案

(
六
月
五
日
現
花
)

案
と
代
議
員

・
理
事
選
出
基

準
案
は
、
と
も
に
六
月
五
日

現
在
分
と
七
月
十
七
日
現
存

分
と
は
同
じ
で
あ
る
。

い
ず

れ
か
の
日
付
に
し
た
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。

「
風
俗
営
業
等
の
規
制
及

び
裳
務
の
適
正
化
等
に
闘
す

る
法
律
」
に
、
業
界
と
し
て

対
応
し
て
い
く
た
め
に
、
こ

の
法
律
の
遵
守
と
、
健
全
な

運
営
を
目
的
と
し
て
、
下
記

の
よ
う
な
事
柄
か
ら
全
国
的

に
統

一
さ
れ
た
組
織
が
、
絶

対
的
に
必
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

戸
」

1

都
道
府
県
単
位
の
業

界
綴
織
と
、
行
政
官
庁
と
の

聞
に
、
指
導
等
に
関
し
て
解

釈
の
相
異
が
生
じ
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ

ら
の
調
務
及
び
、
問
題
解
決

に
導
く
た
め
、
中
央
官
庁
と

折
衝
す
る
機
闘
が
必
要
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

2

各
組
織
の
活
動
の
重

要
な
参
考
資
料
と
す
る
た
め
、

中
央
及
び
地
方
の
情
報
を
、

そ
の
対
応
も
含
め
、
迅
速
、

E
つ
正
確
に
伝
達
す
る
た
め

の
機
闘
が
必
要
と
・考
え
ら
れ

ま
す
。

3

業
界
の
社
会
的
地
位

の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、

統

一
的
な
広
報
活
動
が
今
後

ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ
て
き

ま
す
。

こ
れ
は
全
国
的
な
組

織
で
お
こ
な
っ
た
方
が
効
果

的
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

4

各
種
の
教
育
、
指
導
、

研
修
等
の
活
動
に
あ
た
っ
て

も
、
会
図
的
組
織
に
よ
る
運

• • 

業
務
の
執
行
に
闘
す
る
事
業
年
度
の
事
業
計
画
及
び

項
で
、
理
事
会
が
必
要
と
予
算
案
を
作
成
し
、
常
任

認
め
る
事
項
を
議
決
す
る
。

理
事
会
の
審
議
を
経
て
こ

(
理
事
会
の
議
長
及
び
議
れ
を
総
会
に
提
出
し
、
そ

事

録

)

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

第
三
十
三
条

理

事

会

に

お

な

ら

な

い

。

い
て
は
、
会
長
が
そ
の
議
(
事
業
及
び
決
算
の
報
告
)

長
と
な
る
。

第
四
十
条
会
長
は
、
毎
事

2

理
事
会
の
議
事
録
に
つ
業
年
度
終
了
後
、
す
み
や

い
て
は
、
第
二
十
七
条
(
総

か

に

事

業

報

告

書

、
貸
借

会
の
議
事
録
)
の
規
定
を
対
照
表
、
財
産
目
録
及
び

準
用
す
る
。

収
支
決
算
書
を
作
成
し
、

(常

任

理

事

会

)

監

事

の

監

査

を

経

て

、

定

第
三
十

四

条

常

任

理

事

会

時

総

会

に

報

告
し
、
そ
の

は
、
会
長
、
副
会
長
及
び
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

北
海
道
、
東
北
、
関
東
、
ら
な
い
。

信
越

・
北
陸
、
中

部

、

近

第

七

議

定

款

の

変

更

及

畿
、
中
園
、
四
国
、
九
州
、

び
解
散

東
京
、
大
阪
地
区
ブ
ロ
ツ
(
定
款
の
変
更
)

ク
代
表
理
事
、
専
務
理
事
第
四
十

一
条

こ

の

定

款

の

(常
務
理
事
)
を
も
っ
て

変

更

は

、
常
任
理
事
会
の

構
成
し
、
会
長
が
必
要
に
審
議
を
縫
て
、
総
会
で
決

応
じ
て
こ
れ
を
招
集
す
る
。

す
る
。

2

常
任
理
事
会
は
、
次
の

2

こ
の
場
合
、
総
会
は
代

事
項
を
響
識
す
る
。

議
員
の
過
半
数
が
出
席
し
、

一
業
務
め
執
行
に
関
す
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上

る
会
長
の
諮
問
事
情
恨
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
し

ニ

総
会
に
提
出
す
る
識
な
け
れ
ば
な
ら
白な
い
。

案

(

解

散

)

(
専
門
委
員
会
)

第
四
十
三
条

本

会

が

解

散

第
三
十
五
条
理
事
会
は
、
す
る
場
合
、
会
長
が
精
算

諸
問
題
を
専
門
的
に
検
討
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
総

す
る
た
め
、
専
門
委
員
会
会
に
お
い
て
他
の
精
算
人

を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

第

六

章

会

計

る

。

(一
事

業

年

度

)

(

残

余

財

産

の

処

分

)

第
三
十
六
条
本
会
の
い
拳
業
第
四
十
四
条
本
会
が
解
散

年
度
は
、
毎
年

一
月

一
目

す

る

場

合

、

債

務

を

弁

済

よ
り
始
ま
り
、
十
二
月
三

し
て
な
お
残
余
財
産
の
あ

十
一
日
に
終
わ
る
。

る
と
き
は
そ
の
処
分
は
総

(
収
入
)

会
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ

第
三
十

七

条

本

会

の

経

費

る

。

は
、
加
入
金
、
会
費
、
寄

第

八

章

雑

則

付
金
及
び
そ
の
他
の
収
入

(
細
則
)

を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。
第
四
十
五
条
こ
の
定
款
を

(特
別
経
費
の
徴
収
)

施
行
す
る
た
め
必
要
な
細

第
三
十
八
条
本
会
に
お
い
則
は
、
常
任
理
事
会
が
定

て
特
別
な
事
業
を
行
う
た
め
る
。

め
の
経
費
は
、
総
会
の
承

(施
行
の
日
)

認
を
経
て
、
会
員
か
ら
徴
第
四
十
六
条
こ
の
定
款
は
、

収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
会
の
設
立
総
会
に
お
い

(
事
業
計
画
及
び
予
算
)
て
ゑ
認
さ
れ
た
日
か
ら
施

第
三
十

九

条

会

長

は

、
事

行

す

る

。



第三緩郵l便物認、可

岐
阜
県
協
に
よ
る
修
正

意
見(

三
月
二
十
五
日
付
)

( 14) 

第
二
条
中

「
及
び
会
員
の

所
属
員
」
を
削
る
。

第
二
章
の
章
名
を
「
活
動
」

に
攻
め
る
。

第
五
条
(
見
出
し
を
含
む
。)

中

「
事
業
」
を
「
活
動
」
に

改
め
る
。
ま
た
同
条
第
四
号

お
よ
び
第
六
号
を
削
り
、
同

条
第
五
号
中
「
展
示
会
の
開

催
と
、
」
を
削
り
、
同
号
を

第
四
回
す
と
す
る
。

《
勉
旨
》

事
業
の
字
句
は
妥
当
で
は
な

い
の
で
活
動
に
変
更
す
る
こ

と
。
展
示
会
に
つ
い
て
は
連

合
会
と
し
て
は
関
与
す
べ
き

で
な
い
。
連
合
会
の
主
た
る

目
的
は
事
業
活
動
で
は
な
い
。

第
六
条
中

「
及
び
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
事
業
に
関
連
す
る
事

業
」
を
削
る
。

第
七
条
を
削
る
。
《
趣
旨
》

第
三
条
、
第
六
条
の
会
員
の

連
合
体
で
あ
る
。

第
八
条
中
「
会
長
」
を
「
連

合
会
」
に
改
め
、
同
条
を
第

七
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
正
会
員
」
を

「会
員
」
に
、

「
代
表
者
一

名
、
及
び
そ
の
規
模
に
応
じ

て
代
議
員
二

l
六
名
(
代
表

者
を
含
む
)
」
を
「
代
表
者

名
及
び
代
理
人
名
(
三
名
以

内
)
」
に
改
め
、
同
条
第
二

一項
を
削
る
。
ま
た
同
条
を
第

一
八
条
と
す
る
。

《
趣
旨
》
会

号一

員
は
す
べ
て
同
一
資
格
と
す

7
一
る。

お一

第
十
条
中
「
負
担
し
な
け

第一

れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
負
担

i
一
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第

日一

九
条
と
す
る
。

月一

第
十
一
条
を
削
る
。

《趣

司一

品目
》
各
地
域
を
代
表
す
る
団

か一

体
が
会
員
で
あ
り
、
そ
の
各

8
一
団
体
の
定
款
に
除
名
規
定
を

9
一
決
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
趣

旨
に
反
す
る
団
体
は
な
い

と

思
料
さ
れ
る
か
ら
、
第
十

一

条
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

ゲームマシン
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よ
り
、
本
会
が
不
雨
水
に
な
る

こ
と
も
有
り
得
ま
す
。

」

第
四
十
五
条

(細
則
)

「『
施
行
』
の
意
味
は
、

三
省
堂
の
広
締
林
に
よ
り
ま

す
と
、①

実
地
に
施
し
行
な
う
v
}

ト』
。②

法
令
の
効
力
を
発
生
さ

せ
る
こ
と
。

と
あ
り
ま
す
の
で
、

『施

行
』
を
使
用
し
ま
し
た
。

」

大
阪
府
協
に
よ
る
修
正

意
見

(
六
月
十
九
日
付
)

六
月
五
日
現
在
の
定
款
案

一
第
二
条
、
第
七
条
、
第
十

一

一
条
お
よ
び
六
月
十
二
日
現
在

一
の
初
年
度
収
支
見
積
り
案
を

一
次
の
と
お
り
修
正
す
る
。

ン
一

(
原
案
)
第
二
条

本

会

'一

は
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
マ

、〉一

シ
ン
の
管
理
、
運
営
を
業
と

7
一
す
る
者
(
以
下
、
オ
ペ
レ
ー

に
一

タ
!
と
い
う
)
に
よ
っ
て
組

i
一
織
さ
れ
た
団
体
(
以
下
、
会

一一

員
と
い
う
)
を
も
っ
て
構
成

人
一

す
る
。

今
一

(
修
正
案
)
第
二
条

本

一
会
は
、
①
各
都
道
府
県
毎
に

一
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
マ
シ
ン

一
の
管
理
運
営
を
業
と
す
る
者

一
(以
下
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と

一
い
う
)
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

一
た
団
体
及
び
②
総
会
に
よ
っ

一
て
承
認
さ
れ
た
団
体
を
も
っ

一
て
構
成
す
る
。

(
こ
の
会
の

号
一

構
成
員
を
以
下
会
員
と
い
う
)

げ
一

《
修
正
の
理
由
》
参
考

2
一
資
料
・〔
迎
合
会
地
区
割
り
〕

第
一

等
と
の
繋
合
を
は
か
り
、
ま

日
一

た
各
都
道
府
県
の
公
安
委
員

1
一
会
の
認
め
た
風
俗
営
業
者
の

月
一

団
体
で
構
成
す
る
と
い
う
意

向
一

味
を
若
干
含
み
ま
す
。
尚
S

5
一

c、
そ
の
他
等
不
定
の
も
の

8
一
は
定
款
に
定
め
ら
れ
ま
せ
ん

日一

の
で
、
同
款
と
同
じ
効
力
の

一
あ
る
総
会
で
そ
の
入
会
を
決

)
一

定
す
る
の
が
良
い
か
と
か
ん

同一

が
、
え
ま
す
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
四
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

条
と
す
る
。

第
七
条
(
会
員
の
種
類
)

十
七
名
以
上
一
」
を

「各

ブ

ロ

第

二
十
七
条
中
「代
議
員
」

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「代

「
ご
意
見
に
よ
り
、

『ア

ツ
ク
一
名
」
に
、

「
四
名
以
を
「
会
員
」
に
改
め
、
同
条
議
員
」
を

「会
員
」
に
改
め
、

ミ
ュ

ー
ズ
メ
ン
ト
マ
シ
ン
の

内
」
を
「
二
名
」
に
改
め
、
第
二
項
第
二
号
中

「
出
席
者
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。
管
理
、
運
営
を
業
と
す
る
者

同
条
第
三
号
中

「三
名
」
を
数
」
を
「
出
席
会
員
」
に
改
第
四
十
三
条
お
よ
び
第
四
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
団
体

「
二
名
」
に
改
め
る
。
ま

だ

め

る
。
ま
た
同
条
を
第
二
十
十
四
条
を
削
る
。

《
趣
旨
》
を
も
っ
て
構
成
す
る
』
と
規

開
条
を
第
十
条
と
す
る
。

四
条
と
す
る
。

解
散
を
想
定
す
る
連
合
会
め
定
し
ま
し
た
。

」

第
十
三
条
第
一

一項

中

「

正

第

二
十
八
条
を
第
二
十
五

設
立
は
無
意

味

で

あ

る

。

第

七

条

(会
員
の
種
類
)

会
員
ご
と
に
そ
の
規
模
に
応
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
施
行
」

「

第
六
条
と
の
関
連
で
、

じ
代
議
員
の
中
か
ら
一
|
三

第
二
十
九
条
中
「
七
日
前
」
を
「
運
用
」
に
改
め
、

同

条

削
除
し
ま
し
た
。

」

名
」
を
「
各
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
を

「
十
目
前
」
に
、
「
通
知
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
八
条

(加
入
)

一
名
」
に
改
め
、
同
条
第

三

し

て
」
を
「通
知
」
に
改
め
、
第
四
十
六
条
中
「
施
行
」

「任
意
団
体
に
お
け
る
入

項
中
「
(
常
務
理
事
)
」
の

「

(
た
だ
し
緊
急
の
場
合
は
を

「運
用
」
に
改
め
、
同
条
会
申
込
書
等
の
提
出
は
、
そ

下
に
「
の
任
免
」
を
加
え
、

こ
の
限
り
に
非
ら
ず
)
」

を

を

第

四
十
条
と
す
る
。

の
団
体
の
代
表
者
宛
と
す
る

「同
意
を
得
て
、
会
長
が
任
同
条
末
尾
に
加
え
る
。
ま

た

の

が

通

例

で

す

の

で

、
そ
れ

免
」
を
「
決
議
と
」
に
改
め
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

岐
阜
県
協
に
対
す
る
達

に
従
い
ま
し
た
。

」

る
。
ま
た
同
条
を
第
十
一
条
第
三
十
条
を
第
二
十
七
条

合
会
設
立
準
備
委
員
長

第
九
条
(会
員
の
代
表
者
、

と
す
る
。

と
す
る
。

の
返
事

及
び
代
議
員
)

第
十
四
条
第
一
項
中

「
二
第
三
十
一
条

(見

出

し

を

(

七

月

五

日

付

)

「
『
会
員
は
す
べ
て
同
一

年
」
を

二

年
」
に
、

「
再
含
む
。)
中

「書

爾

ま

た

は

」

資

絡

』
と
い
う
ご
立
見
に
は
、

任
を
妨
げ
な
い
」
を

「留
任
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十

八

第

二
条

(目
的
)

基
本
的
概
念
と
し
て
、
全
く
同

は
し
な
い
」
に
改
め
る
。
ま
条
と
す
る
。

「
ご
意
見
に
よ
り
、

『及

感

で

す
。
会
の
運
営
に
あ
た

た
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
業
務
」
び
会
員
の
所
属
員
』
の
字
句

り
、
各
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
の
意

第
寸
五
条
を
第
十
三
条
と
、
を

「会
務
」
に
改
め
、
同
条
を
削
除
し
ま
し
た
。」

向
を
公
平
に
反
映
さ
せ
る
た

第
十
六
条
を
第
十
四
条
と
す
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
掌

(事
業
)

め
に
、
所
属
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

る
。

第
三
十
三
条
を
第
三
十

条

「

ご

立

見

に

よ

り
、

『
事
数
に
比
例
さ
せ
た
代
議
員
を

第
十
七
条
第
一
項
中
「
報
と
す
る
。

業
』
を

『活
動
』
に
変
更
し
選
出
し
、
そ
の
方
々
に
、
各

酬
」
を
「
実
費
」
に
改
め
、
第
三
十
四
条
(
見
出
し
を
ま
し
た
。」

一
票
の
議
決
権
を
行
使
し
て

同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条

含

む

。)
中
「
常
任
」
を
削
る
。

第
五
条

(活
動
の
内
谷
)

頂
く
と
い
う
方
法
を
と
り
ま

を
第
十
五
条
と
す
る
。

ま
た
同
条
第
一
項
中
「会

長

、

四

「

ご

意

見

に

よ

り
、

し

た
。」

第
十
八
条
を
第
十
六
条
と
副
会
長
及
び
」
、

「東
京
、
削
除
し
ま
し
た
。」

第
十
条

(加
入
金
及
び
会

す
る
。

大
阪
」
お
よ
び

「専

務

理

事

五

「述
合
会
の
運
営
資
費
)

第
十
九
条
中
「
常
任
理
事

(常
務
理
事
)」

を
削
り
、

金
を
、
全
て
会
員
よ
り
の
会
「
ご
意
見
に
よ
り
、
『
負
担

会
及
び
」
を
削
り
、
同
条
を
同
条
第
二
項
第
一
項
中

「業

費

に

頼

っ
た
場
合
、
会
員
の
す
る
』
と
変
更
し
ま
し
た
。」

第
十
七
条
と
す
る
。

務
」
を

「会
務
」
に
改
め
る
。
負
担
額
が
多
績
に
な
る
と
予
第
十

一
条

(除
名
)

第
二
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十

一
条
と
す
る
。
恕
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
回
避
「
会
で
定
め
た
こ
と
を
、

同
条
第
三
項
中
「
三
ヵ
月
」

第
三
十
五
条
を
第
三
十
こ

す
る
た
め
、
必
要
資
金
の

一

無
視
す
る
挙
態
が
発
生
し
た

を

二

ヵ

月

」
に
改
め
、
同

条
と
、
第
三
十
六
条
を
第
三
部
を
補
う
手
段
と
し
て
展
示
場
合
の
歯
ど
め
は
必
要
と
考

項
を
第
二
項
と
す
る
。
ま

た

十

三
条
と
、
第
三
十
七
条
を
会
の
開
催
も
活
動
の
一
つ
に
え
ま
し
た
。」

同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
と
す
る
。

し
ま
し
た
。

第
十
二
条

(役
員
め
徳
類

第
二
十
一
条
を
第
十
九
条
第
三
十
八
条
中

「事
業
」

展
示
会
は
、
あ
く
ま
で
も
及
び
定
数
)、
第
十
三
条
(役

と
す
る
。

を
「
活
動
」
に
改
め
、

同
条
連
合
会
の
目
的
を
達
成
す
る
山
県
内
選
任
)

第
二
十
二
条
を
削
る
。

を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

た
め
の
活
動
で
、
述

合

会

の

「

一
企
業
の
代
表
者
と
く

第
二
十
三
条
中
「代
議
員」

第
三
十
九
条

(見
出
し
を

主
た
る
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ら
べ
、
企
業
の
集
合
体

(協

を

「会
員
」
に
改
め
、
同
条
含
む
。)
中

「事
業
」
を

「
活

ん

。」

会
等
)
の
代
表
者
と
い
う
も

を
第
二
十
条
と
す
る
。

動
」
に
改
め
、

「
常
任
」
を

六

「

活
動
の
内
容
を
会

の
は
、
な
に
か
と
脊
労
が
多

第
二
十
四
条
中
「
代
議
員」

削
り
、

「受
け
な
け
れ
ば
な
て
網
羅
し
て
本
条
に
記
せ
な
い
も
の
で
す
。

を
「
会
員
」
に
改
め
、
同
条
ら
な
い
」
を

「受
け
る
も
の
か

っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、

理
事
会
で
議
決
を
す
る
場

を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

と
す
る
」
に
改
め
る
。
ま
た
ま
た
将
来
、
新
し
い
活
動
が
合
な
ど
に
、

一
地
区
か
ら
複

第
二
十
五
条
を
第
二
十
二

同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。
必
要
と
な
っ
た
と
き
の
こ
と
数
名
選
出
さ
れ
て
い
た
方
が

条
と
す
る
。

第
四
十
条

(見
出
し
を
含
を
考
慮
し
て
、
本
項
は
残
し
相
談
も
で
き
、
良
い
の
で
は

第
二
十
六
条
中

「事
業
」

む
。)
中

「事
業
」
を
「活
動
」
、
ま
し
た
。
」

な

い

で

し
ょ
う
か
。」

を

「活
動
」
に
改
め、

同
条
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十

七

第

六

条

(会
員
の
資
格
)、

第
十
阿
粂
(役
員
の
任
期
)

• • 

(原
案
)
第

七

条

本

会

福

利
厚
生
費

の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者

(社
会
保
険
等
)

は
、
所
定
の
入
会
申
込
書
を
旅
世
交
通
貨

会
長
に
提
出
し
、
理
事
会
の

(五
×
ロ
ヵ
月
)

示
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
新
聞
国
語
資

な
い

。

(

一×

ロ
ヵ
月
)

(修
正
案
)
第

七

条

本

機
関
誌
発
行
費

会
の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
(
三
五
×
ロ
ヵ
月
)

者
は
、
所
定
の
入
会
申
込
書
会
議
資

を
会
一』誌
に
提
出
し
、
理
事
会

(理
事
会
等
)

(第
二
条
②
の
者
は
総
会
)

印
刷
官

の
示
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

(定
款
、
封
筒
等
)

ら
な
い
。

水
道
光
熱
費

《修
正
の
理
由
》
第
二
(
一

・
五
×
ロ
ヵ
月
)

条
の
修
正
に
伴
う
も
の
で
す
。
賃
借
料

三
O

(原
案
)
第
十

一
条

会

(
コ
ピ
ー、

F
A
X

ニ

・

口
県
が
本
会
の
名
誉
を
似
つ
け
、

五
×
は
ヵ
月
)

ま
た
は
会
員
た
る
義
務
を
怠
活
動
費

一
O
O

り
、
も
し
く
は
会
的
を
六
ヵ

雑

費

二
七

月

以

上

納

入

し

な

い

と

き

は

、

合

計

二

、
五
三
五

除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

収

入

の

部

万

円

(
修
正
案
)
第
十

一
条

入

会

金

二
三
五

会
員
が
本
会
の
名
誉
を
傷
つ

(五
×
四
十
七
会
員
)

け
、
ま
た
は
会

員

た

る

義

務

会

費

九

O
O

を
怠
る
と
き
は
、
除
名
す
る

(
0
・
五
×
千
八
一白
オ
ペ
レ

こ
と
が
で
き
る
。

ー

タ

|
)

《
修
正
の
理
由
》
連
合
展
示
会
収
入
一

、
凹

O
O

会
の
会
員
が
六
ヵ
月
以
上
も
合
計

二
、
五
三
五

会
費
を
払
わ
な

い
の
は
理
由

(修
正
案
)

の
あ
る
こ
と
で
、
そ
の

連

由

支

出

の

部

万

円

を
検
討
し
て
除
名
か
否
か
を
事
務
委
託
料

五
0
0

考
慮
す
れ
ば
よ
く
、
単
な
る
事
務
用
品
賞

三
六

会

費

の

滞

納

は

除

名

の

理

由

通

信

費

八

四

に
当
た
ら
な
い
と
考
、
え
ま
す
。
桜
待
交
際
世

五

O

連
合
会

・
初
年
度

収

支

旅

費

交

通

費

六
O

見
積
り

(
六
月
十
二
日
)

機
関
誌
発
行
費

二
O
O

(原

案

)

会

議

費

六

O

支

出

の

部

方

向

印

刷

費

五

O

家

賃

二

四

O

賃
借
料

三
O

(二
O
×
ロ
ヵ
月
)

活
動
費

三
O

O

敷

金

四

O
O
雑
費

六
五

人

件

費

九

O
O

合
計

一
、
四
三
五

(四
五
×
ロ
ヵ
月

1
五
四

O

収

入

の

部

万

円

二
O
×
ロ
ヵ
月
H
H
二
四
O

入
会
費

二
三
五

+
賞
与
)

会

背

九

O
O

什
総
、
備
品

二
四

雑

収

入

三
O
O

(机
、
椅
子
、
ロ

ッ
カ
ー
等
)

合

計

一

、
四
三
五

事
務
用
品
費

三
六

《

修

正

の

婆

点

》

(三
×
ロ
ヵ
月
)

a

事
務
は
T
A
M
O
A

通

信

費

八

四

に

委

託

す

る

。

(
七
×
ロ
ヵ
月

)

b

機
関
誌
の
発
行
は
T

接

待

交

際

費

五

O

A
M
O
A
ニ
ュ
ー
ス
の
費
用

(
お
中
元
、
お
歳
暮
等
)

を

一
部
負
担
し
て
共
用
す
る
。

Il日
ムハ
O

一
一一

四
二
O

六

O
五。八

• • 

活
動
官
を
明
似
す
る
。
書
耐
を
も
っ
て
会
長
に
届
け

d

展
示
会
収
入
を
・
厩
し

で

な
け
れ
ば
な
ら
る
い
。

て
維
収
入
住
皮
に

A
め
る
。

《

立
見
》

第
七
条
、
第

此
処
に
T
A
M
O

A
と
警
十
条
は
会
長
宛
と
す
る
。

い
た

の
は
例
、
え
ば
と
い
う
事

(原
案
)
第
十

一
条

会

で
在
京
の
適
当
な
機
関
と
言

員
が
本
会
の
名
舎
を
似
つ
け
、

う
位
度
の
意
味
で
す
。

ま
た
は
会
員
た
る
義
務
を
怠

リ
、
も
し
く
は
会
費
を
六
ヵ

愛
知
県
協
に
よ
る
修
正

月
以
上
納
入
し
な
い
と
き
は、

意
見

除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(七
月
十
六
日
付
)

《

意
見
》

第
十

一
条
で

除
名
の
対
称
と
し
て
い
る
の

六
月
五
日
現
住
の
定
秋
楽
が
各
会
員

(団
体
)
で
あ
れ

の
第
六
条
第
五
号
、
第
七

条

ば

、
こ
の
憾
な
↑
事
態
が
お
き

お
よ
び
第
十
条
、
第
寸

一
条
、
る
場
合
は
迎
合
会
肉
体
の
運

輸開十
三
条
第
二
号
お
よ
び
第
営
が
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
号
、
第
十
四
条
第
一
項
お
各
団
体

(会
員
)
は
そ
れ
ぞ

よ
ぴ
第
二
攻
、
第
十
企
条
、

れ
の
定
款
で
法
の
趣
旨
に
、

第
二
十

一
条
第
二
項
、
第
二

又
第
十
一
条
の
主
旨
に
添
う

十
九
条
に
対
す
る
意
見
お
よ
機
に
結
成
さ
れ
て
い
る
は
ず

び
修
正
案
。

で
あ
る
。
要
す
る
に
除
名
の

(原
案
)
第
六
条
本
会
対
象
と
し
て
何
を
考
え
て
い

は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

す
る
た
め
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る

(原
案
)
第
十
三
条

本

活
動
を
行
う
。

会
に
つ
ぎ
の
役
員
を
置
く
。

五

展

示
会
の
開
催
と
、

ニ

副
会
長

四
名
以
内

健
全
娯
楽
と
し
て

の

社

会

的

四

理

事

別

に

定

め
る

認
識
向
上
の
た
め
の
渉
外
広

ブ

ロ

ッ
ク
ご
と
に
、
代
議
員

報

活

動

の

内

か

ら

選

出

《立
見
》

第
六
条
第
五

(修
正
案
)

第
三
掌
役

号
に
つ
い
て
は
述
合
会
は
関
員
第
十
三
条
第
二
号
中
、
削

与
す
べ
き
て
は
な
い
。
主

た

会

長
四
名
は

「二
名
」
と
す

る
目
的
は
事
業
活
動
で
は
な
る
。
又
第
四
号
中
、
理
事
は

い
。
会
の
運
営
は
必
要
最
低

「各
ブ
ロ

ッ
ク
か
ら

一
人
」

限
の
費
用
で
合
理
的
に
運
営
と
す
る
。

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
始
め

(原
笑
)
第
十
四
条

会

か
ら
不
足
す
る
挙
が
予
測
さ
長
及
び
副
会
長
は
、
総
会
に

れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
試
算
を
お
い
て
、
会
員
よ
り
維
蹴
さ

示
す
べ
き
で
あ
る
。
と
に
か
れ
た
者
の
中
か
ら
選
出
す
る
。

〈
展
示
会

(
シ
ョ

l
)
は
連

2

4
務
理
事

(ま
た
は

合
会
主
催
で
行
う
べ
き
で
は
常
務
理
事
)
は
会
長
が
任
免

な
い
。

し
、
唆
事
会
の
承
認
を
符
る
。

(原
案
)
第

七

条

本

会

(修
正
案
)

第
十
四
条

の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
第

一
項
は
、

「会
長
お
よ
び

は
、
所
定
の
入
会
申
込
書
を
副
会
長
は
、
沼
山市
中
会
に
お
い

会
長
に
提
出
し
、
理
事
会
の
て
理
事
の
互
選
に
よ
り
こ
れ

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
を
定
め
る
」
と
す
る
。
又
第

な
い

。

二

項
は
、

「専
務
理
事
は
理

但
し
、
本
会
設
立
の
発
起

事
会
の
決
議
に
よ
る
」
と
す

入
団
体
は
、
理
事
会
の
泳
認
る
。

は
不
要
と
す
る
。

(

原
案
)
第

十

五

条

役

第
十
条
会
員
が
本
会
を
只
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。

退
会
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
た
だ
し
、
詞
任
を
妨
げ
な
い
。

c 

「
日
}
意
見
の
、

『
任
期
一

年
、
留
年
な
し
』
よ
り
、
『
任

期
二
年
、
再
任
可
』
の
方
が

継
続
的
活
動
を
行
う
の
に
、

適
切
と
考
え
ま
し
た
。」

第
十
七
条
(
役
員
の
報
酬
)

「財
政
的
に
も
、
役
員
へ

の
報
酬
な
ど
到
底
考
、
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
た
だ
、

『笑
費
』

と
い
う
文
一宮
聞
は
失
礼
で
は
と

い
う
意
見
が
多
く
あ
り
、
そ

の
ま
ま
に
し
ま
し
た
。

」

第
十
九
条
(会
議
の
縫
類
)

「
ご
意
見
に
よ
り
、
常
任

理
事
会
は
な
く
し
ま
し
た
。

」

第
二
十
条

(総
会
)

「通
常
総
会
を
年
度
終
了

後
一
ヵ
月
以
内
に
開
催
す
る

こ
と
は
、
諸
書
類
の
作
成
、

会
場
の
手
配
、
案
内
状
の
発

送
等
を
考
服
す
る
と
、
少
し

無
理
か
と
思
い
ま
す
。

」

第
二
十
二
条
(
総
会
の
、

書
面
ま
た
は
代
理
人
に
よ
る

決
議
)

「議
決
権
行
使
の
権
利
を

尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
本
条

は
必
要
と
考
え
ま
し
た
。

」

第
二
十
九
条
(
理
都
会
招

集
の
手
続
)

「
招
集
通
知
の
時
期
は
大

切
で
す
の
で
、

『会
自
の
十

五
日
前
ま
で
』
と
訂
正
、
ま

た
ご
意一
見
に
よ
り
、

他
容
を

追
加
し
ま
し
た
。」

第
三
十

一
条
(理
事
会
の
、

書
面
ま
た
は
代
理
人
に
よ
る

決
議
)

「第
二
十
二
条
と
同
じ
理

由
で
す
。」

第
三
十
四
条

(常
任
理
事

ム
E
)「常

任
理
事
会
は
な
く
し
、

理
事
会
と
し
ま
し
た
。

構
成
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、

会
長
が
船
集
す
る
埋
事
会
に
、

会
長

・
副
会
長
が
出
席
し
な

い
と
い
う
の
は
如
何
な
る
も

の
で
し
ょ
う
か
。」

第
四
十
三
条

(解
散
)

「任
立
団
体
の
定
款
に
は、

通
常
、
解
散
規
定
が
あ
り
ま

す
。
社
会
的
勢
の
変
化
等
に

(修
正
案
)

第
十
五
条

は
、

「
役
員
の
任
期
は

一
年

と
す
る
。
但
し
留
任
は
し
な

い
。」

と
す
る
。

(原
案
)
第
二
十

一
条

総
会
は
、
通
常
総
会
及
び
臨

時
総
会
と
す
る
。

2

総
会
は
、
代
議
員
を

も
っ
て
構
成
す
る
。

(修
正
案
)

第
二
十
一

条
第
二
墳
は
、

「総
会
は
会

員

(団
体
)
を
も
っ
て
構
成

す
る
」
と
す
る
。

(原
案
)
第
二
十
三
条

会
員
は
、
前
条
の
規
定
に
よ

リ
あ
ら
か
じ
め
通
知
の
あ

っ

た
事
項
に
つ
き
、
審
蘭
を
も

っ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

(修
正
案
)

第
二
十
三

条
に

「番
面
、
委
任
状
の
数

は
出
席
会
員
数
を
こ
え
て
は

な
ら
な
い

」
を
加
え
る
。

(原
案
)
第
二
十
九
条

理
事
会
は
、会
長
、
副
会
長
、

及
び
別
に
定
め
る
理
事
を
も

っ
て
構
成
し
、
会
長
が
必
要

に
応
じ
て
招
集
す
る
。
会
長

に
事
故
あ
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
理
事
会
が
定
め
た
順

位
に
し
た
が
い

、
副
会
長
が

招
集
す
る
。

(修
正
案
)

第
二
十
九

条
は
、

「
理
事
会
は
会
長
、

副
会
長
及
び
、
北
泌
道
、
東

北
、
関
東
、
信
越
、
北
陸
、

中
部
、
近
畿
、
中
菌
、
四
回
、

九
州
、
以
上
の
各
フ
ロ

ッ
ク

代
表
理
事
を
も
っ
て
構
成
し
」

と
し
、

「
そ
の
理
事
は
各
ブ

ロ
ッ
ク
内
の
会
員

(団
体
)

で
互
選
し
、
任
期
は

一
年
と

す
る
」
と
改
め
る
。

連
合
会
定
款
案

(七
月
十
七
日
現
称
)

4シ6、
司必

NIJ 

第

一
章

(
名
称
)

第

一
条
本
会
は
全
日
本
ア

ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
マ
シ
ン
・

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
連
合
会
(英

文
名

一
〉
一-
Z
毛
O

コ〉

2
・

NAGOYA JAPAN Dyna Electronics Co" Ltd， @ 1985 
五連荘でゴリラガ
ギャルにイタズラを?

• • 価値あるこユーマシンをディストリビュートするィペ

tーー
メダルゲーム織の設置運営につきましては「メダルゲーム場運営基準J を守ってご使用下さい

①ラブリーチャンス:連荘アタック
逮荘すると 一連荘て.........，固-， : A-Mボタンを使いモンロ ーギャ

二連荘で ......2回| エアー :ルのステップ(歩行)する真下よ

三連荘で…3回トシューティング: りエアーシューティング(空気噴

四連荘で・ …4固 | に トライ :射)にチャレンジできます。うま

五連荘で… 5回_) : <衣裳を外すとボーナス得点 11

※その度にモンローギャルのラブコール (声ガ出ます)

②チョンボテクニック

コンビューターがあらゆるテク ニックでチョンポをしてきます。

・あなたが見破れば一 一3倍づけ
・お手つきは e・e・.. . . . • • . . .・守 e ゲームセッ ト

(頻度の多・少 ・切るをDIP-$Wで切替えできます)

③ツモハイの枚数が増えました

・合計22枚のツモハイが行なえます。

さらにゲームを続行 したい時は 1クレジットを使って 8
パイずつ3回エキステンデッ ドプレイが行なえます。

・ハネマン を上るとフィ ーパーします。

• • 

迫力のマルチTV画面/

障害カーレースゲーム機

パギーボーイタージャン

射撃もできる麻雀ゲーム

鳥を狙撃して翻を増やす

1n f 1 U I I I I I rn 
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宇宙と地上で敵機を撃破

味方になるロボッ ト出現

-ボルテージ/、ィ魔界村

5種の武器で関門突破/

大魔王を倒して姫を救出

、
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略
称
一

A
O
U
)

と
称
す
る
。

(構
成
)

第
二
条
本
会
は
、
①
各
都

道
府
県
ご
と
に
ア
ミ
ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
マ
シ
ン
の
管
理
、

運
営
を
業
と
す
る
者
(
以

下
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
い

う
)
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

た
団
体
及
び
②
総
会
に
よ

っ
て
象
認
さ
れ
た
団
体
を

も
っ
て
構
成
す
る
。
(
こ

の
会
の
構
成
員
を
以
下
、

会
員
と
い
う
)

(
目
的
)

第
三
条
本
会
は
、
会
員
の

相
互
理
解
と
相
互
扶
助
の

精
神
に
基
づ
き
、
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
事
業
に
燐
わ
る
事

業
者
が

一
致
団
結
し
、
中

央
行
政
機
関
と
緊
密
な
連

係
の
も
と
、

「風
俗
営
業

等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
」

(
以
下
、
風
営
法
と
い
う
)

第
二
条
に
い
う
八
号
営
業

の
業
務
の
適
正
化
と
そ
の

健
全
化
を
図
る
等
、
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
事
業
を
振
興
す

る
た
め
の
諸
活
動
を
行
い
、

も
っ
て
会
員
の
経
済
、
社

会
的
地
位
の
向
上
と
、

青

少
年
の
健
全
育
成
、
福
祉

社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
地
域
)

第
四
条
本
会
の
地
域
は
、

日
本
全
国
と
す
る
。

(
事
務
所
)

第

五

条

本

会
は
、
主
た
る

事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
。

2

必
要
あ
る
と
き
は
、
理

i

事
会
の
議
決
を
経
て
、
従

1

た
る
事
務
所
を
設
け
る
こ

月

と
が
で
き
る
。

同
-

(
活
動
)

5
一
第
六
条
本
会
は
、
第
三
条

8

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

れ

つ
ぎ
に
渇
げ
る
活
動
を
行

、「J

。
一

業
界
の
健
全
な
発
展

と
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の

ゲームマシ二〆 ( 16) 第267号 第三様郵便物認可

• • で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

(
理
事
会
の
議
事
)

第
三
十
二
条
理
事
会
の
議

事
は
、
そ
の
構
成
員
の
過

半
数
が
出
席
し
、
そ
の
議

決
権
の
過
半
数
で
決
す
る

も
の
と
し
、
可
否
同
数
の

と
き
は
、
議
長
め
決
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
理
事
会
の
議
長
)

第
三
十
三
条
理
事
会
の
議

長
は
、
会
長
が
こ
れ
に
当

た
る
。

(理
事
会
の
議
事
鉢
)

第
三
十
四
条
理
事
会
の
議

事
録
に
つ
い
て
は
、
第
二

十
八
条
(総
会
の
議
事
録
)

の
規
定
を
準
用
す
る
。

(
専
務
理
事
ま
た
は
常
務

理
事
、
及
び
監
事
の
理
事
会

出
席
)

第
三
寸
五
条
専
務
理
事
(ま

ン

た
は
常
務
理
事
)
及
び
監

'

事
は
、
理
事
会
に
出
席
し

、ュ

発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す

た
だ
し
採
決
に
加
わ
る
こ

.
・

と
は
で
き
な
い
。

i

第

五

説

会

計

一

(
事
業
年
度
)

人

第
三
十
六
条
本
会
の
事
業

今

年
度
は
、
毎
年

O
月

O
日

よ
り
始
ま
り
、

翌
年
の

O

月

O
日
に
終
わ
る
。

(収
入
)

一第
三
十
七
条
本
会
の
経
質

一

は
、
入
会
金
、
会
費
、
寄

一

付
金
及
び
そ
の
他
の
収
入

一

を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

一

(
特
別
経
費
の
徴
収
)

号

一第
三
十
八
条
本
会
に
お
い

げ
一

て
特
別
な
活
動
を
行
う
た

引
一

め
の
経
費
は
、
総
会
の
承

第
一

認
を
経
て
、
会
員
か
ら
徴

1
一

収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

引一

(
活
動
計
画
及
び
予
算
)

月
一

第
三
十
九
条
会
長
は
、
率

引一

業
年
度
の
活
動
計
画
及
び

5
一

予
算
案
を
作
成
し
、
理
事

8
一

会
の
審
議
を
経
て
こ
れ
を

いい一

総
会
に
提
出
し
、
そ
の
ゑ

一

認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

)

一

(
活
動
及
び
決
算
の
報
告
)

げ

第
四
十
条
会
長
は
、
毎
事

第三係樹i便物認可

地
位
の
向
上
を
め
、
ざ
す
第
十

一
条

会

員

が

本

会

の

れ

た

者
の
任
期
は
、
前
任

会
国
規

模

の

活

動

及

び

名

誉
を
傷
つ
け
、
ま
た
は
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

会
員
に
よ
る
地
域
活
動
、

会
員
た
る
義
務
を
怠
る
と

3

役
員
は
、
そ
の
任
期
か

な
ら
び
に
業
態
別
活
動
き
は
、
除
名
す
る
こ
と
が
満
了
し
た
場
合
も
、
新
た

に
対
す
る
助
言
、
指
導
、

で
き

る

。

に

役

員

が

選

任

さ

れ

る

ま

調
務
、
援
助

2

会
員
の
除
名
は
、
理
事
で
は
そ
の
職
務
を
行
う
も

二
風
営
法
の
逃
{
寸
と

指

会

に

お

い

て
、
出
席
者
の
の
と
す
る
。

導

三
分
の
二
以
上
の
多
数
を

(役
員
の
職
務
及
び
権
限
)

三

関
係
す
る
中
央
行
政
も
っ
て
決
す
る
。

第
十
六
条
会
長
は
、
本
会

機
闘
の
施
策
へ
の
協
力
、

3

本
会
は
、
当
該
会
員
に
を
代
表
し
、
会
務
を
統
轄

意
見
の
具
申
、
な
ら
び

対
し
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
す
る
。

に

折

衝

会

に

お

い

て

弁

明

の

機

会

2

副
会
長
は
、
会
長
を
補

凹
内
外
の
関
連
諸
機
関
、
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
佐
し
、会
務
を
分
掌
す
る
。

団
体
、
業

者

等

と

の

交

い

。

ま
た
、
会
長
に
事
故
あ
る

流

と

協

調

(

拠

出

金

口

聞

の

不

返

還

)

と

き

、
あ
る
い
は
会
長
が

五

展

示

会
の
開
催
と
、
第
十
二
条
退
会
、
ま
た
は
欠
け
た
と
き
は
そ
の
職
務

健
全
娯
楽
と
し
て
の
社
除
名
さ
れ
た
場
合
、
既
に

を

代

行

す

る

。

会
的
認
識
向
上
の
た
め
納
入
し
た
入
会
金
、
会
費

3

理
事
は
、
理
事
会
を
組

の
渉
外
広
報
活

動

そ

の

他

の

拠

出

金

口

聞

は

返

織

し

、会
務
を
執
行
す
る
。

六
そ
の
他
本
会
の
目
的
還
し
な
い
。

4

専
務
理
事
(
ま
た
は
常

を

達

成

す

る

た

め

に

、

必

第

三

立

役

員

務

理

事

)
は
、
会
長
及
び

要

な

活

動

(

役

員

の

種

類

及

ぴ

定

数
)
副
会
長
を
補
佐
し
て
事
務

第

二

章

会

員

第

十
三
条
本
会
に
つ
ぎ
の
局
を
統
時
し
、
本
会
の
会

(

加

入

)

役

員

を

置

く
。

務
を
掌
理
す
る
。

第

七

条

本

会

の

会

員

に

な

一

会

長

一

名

5

獄
事
は
、
本
会
の
財
務

ろ
う
と
す

る

者

は

、

所

定

二

副

会

長

四

名

以

内

状

況

を

監

査

し

、
総
会
に

の
入
会
申
込
書
を
会
長
に

三

専
務
理
事
(
ま
た
は
て
獄
裕
一
報
告
を
行
う
。

提
出
し
、
理

事

会

(

第

二

常

務

理

事

)

一

名

(顧
問
)

条

②

の

者

は

総

会

)

の

象

四

理

事

別

に

定

め

る

第

十
七
条
会
長
は
、
理
事

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
、
そ

会

に

諮

っ
て
、
顧
問
活
千

な
い
。

の
代
議
員
の
内
か
ら
選
名
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
本

会

設

立

の

発

出

2

顧
問
は
、
重
要
事
墳
の

起
人
団
体
は
、
理

事

会

の

五

監

事

二

名

審

議

に

参

画

す

る

た

め

、

ゑ
認
は
不
要
と
す
る
。

(

役
員
の
選
任
)

理
事
会
に
出
席
し
、
意
見

(
会
員
の
代
表
者
、
及
び
第
十
四
条
会
長
及
び
副
会
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
議
員
)

長

は
、
総
会
に
お
い
て
、
(
役
員
の
報
酬
)

第
八
条
会
員
は
、
本
会
に
会
員
よ
り
推
薦
さ
れ
た
者
第
十
八
条
役
員
及
び
顧
問

対
し
て
代
表
者

一
名

、

及

の

中
か
ら
選
出
す
る
。

に
対
し
、
必
要
あ
る
と
き

び
別
に
定
め
る
規
定
に
よ

2

専
務
理
事
(
ま
た
は
治

は
報
酬
を
支
払
う
こ
と
が

る
代
議
員

(代
表
者
を
含
務
理
事
)
は
会
長
が
任
免
で
き
る
。

む
)
を
届
け
で
る
も
の
と
し
、
理
事
会
の
象
認
を
得

2

こ
の
場
合
、
報
酬
の
領

す
る
。

る
。

は

理

事

会

に

諸

り

、
会
一長

(入
会
金
及
び
会
費
)

3

監
事
は
、
総
会
に
お
い
が
決
定
す
る
。

第

九

条

会

員

は

別

に

定

め

て

、
会
員
よ
り
推
薦
さ
れ

(職
員
)

る
規
定
に
し
た
が
い
、
入
た
者
の
中
か
ら
選
出
す
る
。
第
十
九

条

本

会

に
、
次
の

会
金
及
び
会
費
を
負
担
す

4

埋
豪
校
び
監
事
は
、
相
職
員
を
掻
く
こ
と
が
で
き

る
。

互

に

兼

ね

る

こ

と

が

で

き

る

。

(

退

会

)

な

い

。

一
事
務
局
長

一
名

第
十
条

会
員
が
本
会
を
退
(
役
員
の
任
期
)

二

事
務
局
民
活
千
名

会
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
五

条

役

員

の

任

期

は

第

四

常

会

議

書
面
を
も
っ
て
会
長
に
届
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、

(会
識
の
純
頒
)

け
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
二
十
条
会
識
は
、
総
会

(
除
名

)

2

補
充
の
た
め
に
選
任
さ
及
び
埋
事
会
と
す
る
。

•• 

業
年
度
終
了
後、

す
み
や

多
数
に
よ
る
議
決
を
し
な

か
に
活
動
報
告
書
、
貸
俄
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
照
表
、
財
産
自
持
及
び

(解
散
)

収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
第
四
十
二
条
本
会
が
解
散

監
事
の
監
儀
を
経
た
の
ち
、

す
る
場
合
、
会
長
か
精
算

理
事
会
の
み
認
を
経
て
、

人
と
な
る
。
た
だ
し
、
総

通
常
総
会
に
報
管
、
そ
の
会
に
お
い
て
他
の
精
算
人

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
を
指
定
す
る
こ
と
か
で
き

ら
な
い
。

る
。

第
六
比
率

定
款
の
変
更
日
以

び
解
散

(
定
款
の
変
更
)

第
四
十

一
条
こ
の
定
款
の

変
更
は
、
理
事
会
の
審
議

を
経
て
、
総
会
で
決
す
る
。

2

こ
の
場
合
、
総
会
は
そ

の
構
成
員
の
過
半
数
が
出

席
し
、

三
分
の
二
以
上
の

(銭
余
財
産
の
処
分
)

第
四
十
三
条
本
会
が
解
散

す
る
場
合
、
債
務
を
弁
済

し
て
な
お
残
余
財
産
の
あ

る
と
き
は
、
そ
の
処
分
は

総
会
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

ト
事
司
令
。

第
七
章
委
員
会

(各
種
委
員
会
)

会
費
案
、

加
入
金
及
び
会
費
規
定
・

案

(三
月

μ
日
現
必
)

本
会
の
加
入
金
及
び
会
費

に
つ
い
て
は
、
定
款
第
三
章

に
あ
る
ほ
か
、
こ
の
規
定
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条
加
入
申
込
手
続

加
入
申
込
者
は
、
所
定

の
加
入
申
込
書
を
本
会
事

務
局
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

第
二
条
加
入
金

加
入
金
は
一
律
0
0
0

円
と
す
る
。

第
三
条

会
費

正
会
員
の
会
費
は
、
年

額
一
所
属
員
あ
た
り

0
0

0
問
と
す
る
。

準
会
員
の
会
費
は
、
年

額

一
律

0
0
0
円
と
す
る
。

第
四
条
事
業
年
度
の
中
途

加
入市

中
業
年
肢
の
中
途
に
お

い
て
加
入
し
よ
う
と
す
る

も
の
は
、
月
割
に
て
会
貨

の
計
算
を
す
る
。

第
五
条
会
貨
の
請
求

本
会
は
毎
事
業
年
度
の

初
め
に
、
会
員
に
対
し
て

会
費
の
議
求
を
す
る
。
会

員
は
会
費
を
ニ
回
に
分
け

て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
加
入
を
承
認
さ
れ

た
者
の
手
続

本
会
に
よ
り
加
入
を
糸

認
さ
れ
た
会
員
は
、
示
認

の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に

所
定
の
加
入
金
と
会
費
を

振
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

期
日
ま
で
に
振
込
の
な
い

と
き
は
、
申
込
を
取
消
し

た
も
の
と
し
て
扱
う
。

第

七

条

退

会

退
会
の
場
合
は
、
加
入

金
及
び
会
費
は
返
還
し
な

い
も
の
と
す
る
。

岐
阜
県
協
に
よ
る
修
正

意
見

(
三
月
二
十
五
日
付
)

第

一
条
中
「加
入
申
込
者
」

を

「加
入
申
込
団
体
」
に
改

め
る
。

第
二
条
中

「
O
O
O円
」

第
四
十
問
粂
本
会
の
活
動

を
遂
行
す
る
た
め
、
母
事

会
の
議
決
を
総
て
、
各
純

の
委
員
会
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

2

委
員
会
に
関
す
る
制
判
定

は
、
埋
い
や
会
の
議
決
を
総

て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第

八

章

雑

則

(細
則
)

第
四
十
止
条
こ
の
定
紋
を

地
行
す
る
た
め
に
必
要
な

細
則
は
、理
事
会
が
定
め
る
。

(施
行
の
日
)

第
四
十
六
条
こ
の
定
款
は
、

本
会
の
設
立
総
会
に
お
い

て
象
認
さ
れ
た
日
か
ら
随

行
す
る
。

を
「
二
十
万
円
」
と
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

第

三

条

会

費

会
員
の
会
費
は
、
年
額

二
十
万
円
と
す
る
。

第
凶
条
中
「事
業
」
を
「
活

動
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「事
業
」を
「
活

動
」
に
改
め
、

「
会
員
は
会

費
を
二
回
に
分
け
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
」
を
削
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

岐
阜
県
協
に
対
す
る
連

合
会
設
立
準
備
委
員
長

の
返
事

(七
月
五
日
付
)

第
二
条

(加
入
金
)
、
第

三
条
(
会
償
)

「同

一
資
絡
に
す
る
た
め
、

負
仰
す
べ
き
会
費
を
均

一
に

す
る
の
が
食
意一
と
持
察
さ
れ

ま
す
が
、
入
会
金
二
十
万
円
、

会
費
と
し
て
年
額
二
十
万
円

の
負
姐
は
、
少
数
社
で
構
成

さ
れ
て
い
る
協
会
か
ら
は
、

(
総
会
)

第
二
十
一
条
総
会
は
、
通

常
総
会
及
ぴ
臨
時
総
会
と

す
る
。

2

総
会
は
、
代
議
員
を
も

っ
て
構
成
す
る
。

3

通
常
総
会
は
毎
年
一
回
、

事
業
年
度
終
了
後
三
ヵ
月

以
内
に
開
催
す
る
。

4

臨
時
総
会
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
に
開
催
す
る
。

一
理
事
会
が
必
要
と
認

め
た
と
き

二

会
員
の
五
分
の
一
以

上
か
ら
、
会
議
の
目
的

た
る
事
項
を
示
し
て
、

請
求
の
あ
っ
た
と
き

三

監

事

か

ら
、
会
議
の

目
的
た
る
事
項
を
示
し

て
、
議
求
の
あ
っ
た
と

込
ピ

(総
会
招
集
の
手
続
)

第
二
十
二
条
総
会
の
招
集

は
、
原
則
と
し
て
会
日
の

一
一
寸
日
前
ま
で
に
到
着
す

る
よ
う
に
、
会
議
の
目
的

た
る
事
現
及
び
そ
の
内
谷
、

な
ら
び
に
日
時

・
場
所
を

記
載
し
た
書
商
を
各
会
員

に
発
送
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

(総
会
の
、
書
摘
ま
た
は

代
理
人
に
よ
る
決
議
)

第
二
十
三
条
会
員
は
、
前

条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か

じ
め
通
知
の
あ

っ
た
事
項

に
つ
き
、
書
面
を
も
っ
て

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

(総
会
に
お
け
る
議
決
権
)

第
二
十
四
条
総
会
の
構
成

員
は
、
各
一
個
の
議
決
権

を
有
す
る
。

(
総
会
の
議
事
)

第
二
十
五
条
総
会
の
議
事

は
、
そ
の
構
成
員
の
過
半

数
が
出
席
し
、
そ
の
議
決

権
の
過
半
数
で
決
す
る
も

の
と
し
、
可
否
問
数
の
と

き
は
、
議
長
の
決
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

(
総
会
の
議
長
)

第
二
十
六
条
総
会
の
議
長

•• 
知…埋
で
あ
る
と
言
明
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

丘
月
二
十
七
日
開
催
の
準

備
会
て
、
出
席
者
に
ご
討
議

い
た
だ
き
、

人
会
令

半

万

円

会
費
所
属
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
当
り
年
傾
丘
千
円

と
な
リ
ま
し
た
。

向
、
使
用
字
句
に
つ
き
ま

し
て
は
、
通
常
使
用
さ
れ
て

い
る
言
築
で
、
最
も
適
切
と

思
わ
れ
る
も
の
を
使
用
し
ま

し
た
。

以
上

入
会
金
及
び
会
費
規
定
・

案

(六
月
丘
日
現
紅
)

本
会
の
入
会
金
及
び
会
費

に
つ
い
て
は
、
定
款
第
二
議

に
あ
る
ほ
か
、
こ
の
規
定
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(入
会
申
込
手
続
)

第

一
条
入
会
を
希
望
す
る

者
は
、
所
定
の
入
会
申
込

書
を
本
会
一
事
務
局
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

(
入
会
金
)

第
二
条

入

会

金

は

、

一
団

体
一
一
律
五
万
円
と
す
る
。

(会
費
)

第
三
粂
会
費
は
、
会
員
(団

体
)
の
所
属
オ
ペ
レ

ー
タ

ー
あ
た
り
、
年
頒
五
子
円

と
す
る
。

(
事
業
年
度
の
中
途
入
会
)

第
四
条
事
業
年
度
の
中
途

に
入
会
の
場
合
は
、
月
割

に
て
会
費
の
計
算
を
す
る
。

(
会
費
の
請
求
)

第
五
条
本
会
は
毎

u

事
業
年

度
の
初
め
、
放
び
半
ば
に
、

会
員
の
所
属
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
数
を
ぷ
準
と
し
て
会
賀

の
請
求
を
す
る
。
会
員
は

会
費
を
銀
行
娠
込
に
て
支

払
う
も
の
と
す
る
。

(入
会
を
ゑ
認
さ
れ
た
者

の
手
続
)

第
六
条
本
会
に
よ
り
入
会

を
ゑ
認
さ
れ
た
会
員
は
、

み」申、

ヲ

hv
。(

総
会
の
議
決
事
項
)

第
二
十
七
条
総
会
は
、
こ

の
定
款
に
別
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
を

議
決
す
る
。

一
活
動
計
画
及
び
収
支

予
算

ニ

活
動
報
告
及
ぴ
収
支

決
算

三
定
款
の
変
更

四
そ
の
他
本
会
の
運
営

に
関
す
る
重
要
挙
項

(総
会
の
議
事
録
)

第
二
十
八
条
総
会
の
議
事

に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を

作
成
し
、
議
長
及
び
議
長

の
指
名
す
る
出
席
構
成
員

二
名
が
署
名
し
、
こ
れ
を

本
会
に
保
存
す
る
。

(
理
事
会
)

第
二
十
九
条
理
事
会
は
、

会
長
、
副
会
長
、
及
び
別

に
定
め
る
理
事
を
も
っ
て

構
成
し
、
会
長
が
必
要
に

応
じ
て
招
集
す
る
。
会
長

に
事
故
あ
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
理
事
会
が
定
め

た
順
位
に
し
た
が
い
、
副

会
長
が
招
集
す
る
。

(理
事
会
招
集
の
手
続
)

第
三
十
条
理
事
会
の
招
集

は
、
会
日
の
十
五
日
前
ま

で
に
到
着
す
る
よ
う
に
、

会
議
の
目
的
た
る
事
項
及

び
日
時

・
場
所
を
各
理
事

に
通
知
し
て
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
緊
急
の
場

合
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
。

(
理
事
会
の
、
書
面
ま
た

は
代
理
人
に
よ
る
決
議
)

第
三
十
一
条
理
事
は
、
や

む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
き
は
あ
ら
か
じ
め
通

知
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
い

て
、
書
面
ま
た
は
代
畑
一
人

を
も
っ
て
、
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

こ
の
場
合
の
代
理
人
は
、

あ
ら
か
じ
め
本
会
に
対
し

代
理
人
選
任
の
届
け
を
し
、

理
事
会
の
ゑ
認
を
得
た
者

会
長
が
こ
れ
に
当
た

承
認
の
日
か
ら
三
十
日
以

内
に
所
定
の
入
会
金
と
会

貨
を
振
込
ま
ね
ば
な
ら
な

い
。
期
日
迄
に
振
込
の
な

い
と
き
は
、
申
込
み
を
取

消
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
。

愛
知
県
協
に
よ
る
修
正

意
見

(七
月
卜
六
日
付
)

入
会
金
及
び
会
費
税
定
・案

に
つ
い
て
、

「
入
会
金
は
会
員
(団
体
)

あ
た
り
、
二
十
万
問
と
す
る
」

に
改
め
る
。

「
会
費
は
一
会
員
(団
体
)

あ
た
り
年
二
十
万
円
と
す
る
」

に
改
め
る
。

代
議
員
及
び
理
事
選
出

基
準
・
案

(
七
月
十
七
日
現
在
)

代
議
員
選
出
基
準

会

員

に

所

属

選

出

す
る
オ
ぺ
レ
|

代
議
員

夕
|
数

数

(名
)

一
ー
三

O
社

一

三
一
|
六

O
祉

二

六

一
|
九
O
社

三

九

一
i
一
二

O
社

四

士

二

|

一
七

O
校

五

一
七

一
ー
ニ
二

O
社

六

二
二

一
|
二
八

O
社

七

二
八

一
社

以

上

八

選
出
代
議
員
が
、
会
長

・

副
会
長
に
選
任
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
員
数
を
補
充
で
き

る
も
の
と
す
る
。

2

理
事
選
出
基
準
(名
)

北

海

道

地

区

一

東
北
地
区

二

関
東
地
区

二

東
京
地
区

二

市
信
越

・
束
海
地
区

二

中
部
地
区

二

近
畿
地
区

二

大
阪
地
区

二

中
国
地
区

二

四
岡
地
区

一

九
州
地
区

二

沖
縄
地
区

一

1 
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高
問
卜
m-卜
附
六
の
一
、
高
岡

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
山
側
臼
高
商

会
内
、
宮

(
O
七
六
六
)
二

附
|一
-一
丸
五
五
、
高
畑
山
秀

会
長

(附
H
向
商
会
)
、
十

七
社
。

石
川
県
健
全
娯
楽
業
協
会

HH
小
般
市
木
場
町
ゆ
て
十
八
、

北
陪

レ
ジ
十
|
機
総
附
内
、

宮

{
O
じ
h

ハ
.
}
問
J

・1

O
川
八
、
氷
川
仰
木
郎
会
K
-北

附
レ

ジ
ャ

ー
機
総
附
)、

-

J
も

T福
井
県
A
M
O
P
協
会
H

二一
M

m
三
万
町

.
4

・H
問
ト
八

の
州
卜
、

側
亦
υ
山
口
附
山
什
内
、

宮

(
O
じ
七
O
)
阿
正川

一-

O
一
一
O
、
亦
陸
部

一
会
長
{鮒

亦
見
両
市
ド
)
、
十
二
社
。

岐
阜
県
ゲ
l
ム
機
O

P
協

北
海
道
A
M
O
P
協
会
鶴田

寸
九
社
。

野
商
事
側
)
、
十
一
一
社
。

神
奈
川
県
A
M
O
P
組

合

会

H
H
岐
阜
市
大
菅
こ
の
七
十

札
帳
市
白
石
区
中
央
二
の

一、

山
形
県
A
M
O
P
協
会
l

栃
木
県
健
全
娯
楽
業
協
会

1
川
崎
市
中
原
一
民
木
月
六
八

八

の

二
、
ト

ッ
キ
ピ

ル
、
峨

白
石
中
央
ピ
ル
、
鮒
ダ
イ
ワ
山
形
市
ト米
原
町

一
の
こ
の
卜

H

H
光
市
下
鉢
石
町
八
開
O
、
三
、
ω
東
償
娯
楽
内
、

宮
(
O

午
特
機
附
内
、
呼
府
宮

(つ

貿
易

・
札
帳
支
庖
内
、
専
用
三
、
側
ニ
チ
エ
イ
ア
ミ

ユ
|
ω
タ
ツ
ミ
娯
楽
内
、

宮

(
O
問
問
)
問

↑
↑
|
六

0
・八八、

μ
八
-
一)
行
一
-
一
1
1
二
つ
，
八
、

宮

(
O
一
一
)
八
開
一
l
一
ズ

メ
ン
ト
内
、

宮

(
O
ニ
ニ
ニ
八
八

)μ
三
!
と
三
五
五
、
加
茂
成
刊
労
聞
が
以

(ω
取

引

(
鍋
巧
会
長
(川
町
小
判
機
側
)、

七
六
三
、
問
中
亀
雄
会
長
(
附

六

)
四
二

|
間
二
一
一
一
、
例
入
江
附
造
会
長

(ω
タ
ツ
ミ
鍛
娯
山
本
)
、
二
卜
J

一社
。

川
卜
じ
社
。

タ
イ
ワ
ロ
H
切
)、
三
卜
五
社
。

必
山
級
会
長

(側
パ
ナ
ミ
ュ
娯
山本
)
、
J

・
十
仁
社

新
潟
県
A
M
O
P
組
合
M
H

愛
知
県
ゲ
ー
ム
機
O

P
協

青
森
県
A
M
O
P
協
会
U

|
ズ

)、

l
一
社
。

群
馬
県
健
全
娯
楽
撲
協
会

新
向
山
弁
ベ
:
・の
亡
の
h
，、

会

u
u
h
山
um山
巾
以
内
V

門
町

行
税
市
総
凶
三
の
卜・
ぺ
の
，
一

福
島
県
A
M
O
P
協
会
t
H
H
山
川
崎
市
中
川
山
町
七
六
じ
め
新
山
内
マ
ン
シ
ョ
ン
、

大

興

州

.

の
l
一
の
・
1
ω
タ
イ
カ

l
・て
、
ω
レ

ジ
ャ
ー
品
開
業
行
郎
山
市
山
川
町
愛
山
前
じ
卜

-九
、
メ
キ
シ
コ
飢
品
川
市
内
、
句
会
内
、

宮

【O一

Jh
J
一)
川

|

レ

ジ
ャ
ー
内、

E

K

成
内
、

宮

{
0
8
じ
じ
}
八

じ

め

て

セ
が
社

-
m
山
件

川

宮

(
0・一
じ
J
a
}

人
・
1
・

J

:

・
じ
じ
、
白
川
忠
L
A

--)
hハ九
a

・
じ
，
八

.
、

一
|
二
一
間一
ゴ
.
六
、
小
村
李
総
業
所
内
、

宮

(
0・
一間
九
)

州
九
じ
じ
、
山
村
倣
.
郎
会
則
州
市
ド
以

『ト〈
飢
ハ
九
州
九
三
、
.
川
勝
股
介
会
K
(
フ
レ
イ
ラ

会
長

(仰
レ
ジ
ャ
ー
品
川
業
山

.h
一

九
九

一
.
、
万
引
m

u
k
(
メ
キ
シ

コ

以

来

)

、

ニ

ト

八

社

ン

ド

カ

ト
|
側
)
、
九
十
J
-

議
)
、
十
社
。

治
会
長

(
セ
ガ
社

-
m
山
公

ト
じ
社
。

山
梨
県
A
M
O
P
協
会

1

付
。

岩
手
県
A
M
O
P
協
会

1
業
所
)、
卜
二
社
。

群
馬
県
娯
楽
機
事
業
側
』

叩
附
山
城
東
・

一の
ト
の
一
.卜

三

重

A
M
O
P
協
会

ぬ

峨
岡
市
三
割
制
清
水
十
問
の

東
京
都
A
M
O
P
協
会
l

u
川
悦
市
附
和
町
二
の
・

4

一の一六
、
二
、
ω
ニ
ュ
ー
ス
タ
!
内
、
会
郎
・
ト
域
町
附
1
1
一一4

州・
h
、

一
、
サ
ン
レ
ジ
ャ
ー
附
内
、

渋
谷
区
渋
谷
一
の
八
の
J

ハ
、

可

制

官

(
O
二
七
二
)
三
四

宮

(
O
五
五
二
)
三

A

一
|
仁

三
呪
山
動
似
光
殿
山
側
内
、
念

宮

(
O
一
九
六
)
六
一

七

山

議

坂

S
T
ビ
ル
、
専
制
官

|
O
七
a

ハ
八
、
北
条
線
二
用
い
れ
じ
O
、
畑
附
犬
会
長

(ω

(
O
五
九
六
)
二
五
九
↑

三
六
七
、
鎌
回
隼
人
会
長
(サ

(
O
-
ニ
)
問
O
L
ハ
|
三
八

六

事

長

(一
七
坂
娯
楽
設
備
)
、

ニ

ュ

ー

ス

タ

|
)
、
五
社
。

九

十
、
鈴
木
光
紀
会
長

(仰

ン
レ
ジ

ャ
ー
鮒
)
、
三
十
一
一

、
中
西
昭
雄
会
長

(側

タ

約

三
十
社
。

長
野
県
A
M
O
P
組
合

1

鈴
木
繭
会
)
、
一二
十
三
社

桂
。

ィ
ト
l
)
、
約
.
白
八
卜
社
。

埼
玉
娯
楽
事
業
者
鈎
l
経
上
伊
那
邸
詑
輪
附
大
宇
中
箕

滋
賀
県
健
全
娯
楽
業
協
会

宮
城
県
A
M
O
P
協
会
l

東
京
都
ゲ
l
ム
場
営
業
者

谷
市
神
明
町
三
の
阿
一
O
の
輪
一
一
丘
七
の
二
、
附
伊
川
叩
H
H
大
津
市
に
お
の
浜
凹
の

一

仙
台
市
館
代
町
四
の
六
ト
の

協
会
H
渋
谷
広
渋
谷
こ
の
卜
二
、
側
タ
ニ
ガ
ワ
内
、

宮

(
O
tn
機
内
、

宮
(O一一
六
h
七
)

の
三
卜
三
、
タ
イ
コ
l
物
注

一
、
日
本
パ
イ
オ
ニ
ア
側
内
、
九
の
卜
じ、

グ
ロ

|
リ
ア
渋

川

八

九

)
じしハ

三
二
二
、

九

二
六
-一三
、
竹
村
氏
会
側
内
、
山
中
間
宮
(
Cじ
じ

k
d

E

(
O
二
二
一
一
)
三
六
l
ニ

谷
ビ
ル
、
作
用
宮

(
O
三
)

佐
必

U
埋
が
長

(
ω
佐
必
鈍
…
長

(側
伊
郡
山
機
)
、
伝
卜

二
三

-

L

ハ
バ
じ
、
制

U
正

八
二
八
、
休
久
間
正
別
会
長
凶
O
九
|
三

0
0・
一、
点
鍋
線
屯
機
tn
特
例
究
所

}

、

三

一

任

治

会

長

(

附

ニ

チ

オ

ン

)

、

{
日
本
ハ
イ
オ
ニ
ア
附
)
、

勝

紀

会

以
(州
地
炎
シ
グ
マ

}、
十・一
社
。

静
岡
県
A
M
協
会
H
H
川
山

卜
九
社
e

，一
卜
二
社

会

以

数

不

明

。

千
葉
県
健
全
娯
楽
幾
協
会

市
大
附
L
L
内
州
地
て
八
九
似

京
都
府
健
全
娯
楽
撲
協
会

秋
田
県
A
M
O
P
協
会
l

茨
城
県
A
M
O
P
協
会

1

1
附
仇
泊
山
大
H
・
九
州
じ
、

の

:
、
附
・
1
栄
尚
会
内
、

E

l
以
剛
山
市
ド
h
M
K
九
九
通
じ

秋
山
山
川
元
山
下
町
ぃ
ハ
の
一
.
取
子
市
か
肝

h
・
ぷ
コ
ペ
の
問
附
収
集
リ

i
ス
内
、

宮

(
υ
(
0・九
五
九
}・
J

二
|
州
九
条
ド
ル、
以
郎
タ
ワ
!
ヒ
ル
、

卜
七
、
附
ア

ル
ノ
内
、
宮

(
。

十
九
、
大
野
尚
下
山
側
内
、

古

川
三
間
}

4

一・

J

一
O
三
八
、

(
O
、

山
川
正
川
会

μ
(側
オ

ー

ケ
ー
州
出
州
内
、
ヴ
川

-
八
八
)
二
ご
一
l
五
O
六
二
、
(
O
一
一
九
七
七
)
二

1
0
0
中
山
州
叫
ん
必
会
長

(附
京
染
リ

一一九
水
尚
ん
と
、
問

l
川
社
。

宮

{
O
じ
・h
}
・4

・間

一

下
村
英
ぷ
会
長
(鮒
ア
ル
ノ

)、
O
丘
、
大
肝
ぷ
.
会
長

(大

i
ス
}
、
三
卜
二
社
。

富
山
県
A
M
O
P
協
会
M
H

九
七
じ
、
八
足
以
行
会
長
-
オ

ー
ヶ
l
卵
、
湾
側
)
、五

1
七
社
。
多
国
一ニ
H
小
一
会
長

(
倒
屯
柏
佐
世
保
市
内
岳
町

一
九ハ
L

ハ

大
阪
府
A
M
O
R
協
会
HH

耐
い
や
)
、
十
二
社
。

の

l
一
、
制
九
娯
貿
易
内
、

大
阪
市
北
区
角
凹
町

一
の
二
、

愛
媛
県
A
M
O
P
協
会
l

E

(
O
九
主
六
)
三
三

1
0

フ
キ
ヤ
ビ
ル
、
関
同
カ
ク
タ
松
山
山
淡
町
二一
の
刊
の
六
、

ニ

一

O
、平
岩
品
開
一
規
事
長
(仰

ス
側
内
、
#
川
君

(
0・ハ
)

ラ
ブ

リ
l
プ
ラ
ザ
、
ミ
ネ
マ
九
娯
貿
易
)
、
一二
十
一
社
。

じしハ
プ

三

二

三

一

、
比
例
以
シ
|
ン
内、

宮
{
O
八
九
九
}

大
分
県
健
全
娯
楽
撲
協
会

治
て
会
長
(
附
州
カ

ク

タ

ス

川
じ
l

o

-
-
八
八
、
同
協
会

H
大
分
市
大
下
向
崎
千
延
命

附
)
、
一

.fn八
卜
八
社

f

は
川
住
小
。
悩
山
川
政
氏

(
ミ
ご
二
八
六
の

・
一、
エ
ス

・
ジ

兵
庫
県
A
M
O
P
協
会
H
H
ネ
ア
ン
|
ン
}
が
会
長
代
用

1
・
ォ
l
内
、
宮

{内

九
七

仙
仰
い
山
中
央
以
北
公
炊
泊

一

会

以

数

不

川

札

}
六
七

7
一
u
k
、
山

の
こ
の
一

、州
大
・
ト
ぃ
払
州

内

、

高

知
県
A
M
O
P
協
会

以
志
会
ト
K

(
エ
ス

・
ジ

|
-

君

、
し
八
て
二
九

-
|
八
山
知
市
本
山
町
川
卜
じ
の

ミ

オ

l
)
、
卜

二
批
《

じ・
h.九
、
川
ん
け
久
脱
会
片
側

山
川
知
レ

ジ
ャ
ー
介
州
側
内、

宮
崎
県
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全
娯
楽
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組
合

大
-
上
阪
飢
コ

、
八
卜
川
札
e

宮

{
O
八
八
八
)
問

0

.

1
山
崎
市
大
千
万
卜
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悦
川
じ

島
根
県
A
M
O
P
協
会
l

O

じ
O
、
竹
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政

一
会
長
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、L
て
の
一

、
州
大
帆
物
産
側

安
米
山
州
成
品
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一卜
一ニ
、

附

サ

ン
ラ
イ
ト
機
・
L
)
、
ト
ニ

内

、
宮

(り
九
八
.h
)
J
A
九

安
米
モ
ー
テ
ル
内
、

宮

(
O

社
。

・

7

L

O

七
、
以
旧
悩

一
会

八
五
問
一
二
八
八
十
一
・
h
.
0
、

福
岡
県
健
全
娯
楽
業
協
会

長

(南
大
鹿
物
政
側
)
、
十

M

m

m
-で
会
長
(
附
・
公
米
モ

1
制
附
山
川
十
良
医
一位
江
三
の
一
社
。

ー
テ
ル
)
、
十
五
社
。

十・
4
の
八
、
附
サ
ー
ビ
ス
ゲ

鹿
児
島
県
健
全
娯
楽
業
協

岡
山
県
A
M
O
P
協
会
H

l

ム
ス
悩
附
内
、
学
問
宮
(
O
会
MM
鹿
児
'
品
市
開
…
同
町
三
の

附
山
市
内
山

F
一
の
三
の

十

九

二
)
八
一
一
一
|
八
一
二
三
つ
、

二
l
一
、
大
見
商
事
附
内
、

五
、
附
エ
ム
エ
!
エ
ス
内
、
児
会
主
締
盟
力
会
長

(
仰
サ
|
ビ

宮

(
O
九
九
二
)
ニ
六
|
仁

宮

大
)
八
し
つ
二
三
二
|
川

ス

ゲ

ー
ム
ス
悩
同
)
、
ぷ

十

一

五
J

ニ
、
政
須
美
夫
会
長
(
仰

一
-J
二
、必
川
次
脱
会
長
{
附
。
ご
社
。

ぃ

m

u

本
K
H
M
W
)

、
J
-
l社

エ
ム
エ
l
エ
ス
て
-
-
卜
社
。

長
崎
県
健
全
娯
楽
業
組
合
沖
縄
県
A

M
協
会

郎
紛

広
島
県
A
M
O
P
協
会
H
H

広
品
市
中
.
収
紙

M
.川

4

J

の
一

の
ト
八
、
サ
ン
モ

i
ル
、
附

ヒ
カ
リ

・
エ
ン
タ
ー
フ
ラ
イ

セ
ス

・
公
正
本
部
内
、

宮
『
0

・
ヘ
-
一
て
問
.
八

h
・h
・h
.、

千
本
将
人
会
K
『
附
ヒ
カ
リ・

エ
ン
タ
ー
フ
ラ
イ
ゼ
ス

d

、

岳・

1
仁
社

山
口
県
健
全
娯
楽
撲
協
会

山
U
市
川
向
山
以
内
水
三
の
が

の
八
、
ホ
テ
ル
松
政
、
ア
ミ

ュ
i
ス
メ
ン
ト
山
口
内
、
宮

(
C
八
一
二
九
)
-
一
間

丘

二

一
二
、
河
村
汁
ru

夫
会
長

(ア

ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
ト
山
什
)
、

J

一
卜
一
社
。

徳
島
県
健
全
娯
楽
業
協
会

徳
仏
山
中
山
川
町

h
の
七

の
側
、
大
光
陀
業
附
内
、

宮

(
八
八
人
-
-
--
て
|
で

J

じ

J

一・h
、
氏
im折
H

夫
会
民

(ト〈

丸
凡
主
附
-
、
卜
・
ハ社，

香
川
県
A
M
O
P
協
会
U
H

--リ
h
h
い川
i
h
・入

I
j

し

上
、J
-L
、

ー
し
仁
t
H
H
A
4
a
λ

川
刷

l
j

t

J
j
f

J
J

ω五
ね
尚
が
内
、

宮

{
O
八

し
八
)
し
ハ
六
じ
J
-
一.八、

市
三
同町

一
の
二
十
六
の
凶
寸
、

比
嘉
ビ
ル
、
側
タ
イ
ト
l
-

沖
縄
営
業
所
内
、

宮

(
O
九

八
八
)
・4
五
l
一

七
七
七
、

大
城
慌
仁
会
長

(ビ
リ
ヤ
ー

ド
ギ
和
ム
川
)
、
約
五
十
社
。

全
園
口
都
道
府
県
に
村
団
体
出
来
た

郷三位ftll泌物認可

※ 

※ 

※ 

以
上
の
っ
ち
ゅ
ん
土
問
述
合

会
か
品
川
州
立
川
中
川
川
委
以
と
な
っ

て
い
る
の
は
次
の
と
お
り
。

北
似
辺
、
山
械

(以
ヒ
山
什

.
名
}
、
末
以

(
T
A
M
O

A
の
み
で
・ハ
名
)
、
茨
城
、

時
・k
、
山
州
市
、
的
附
、
愛
知
、

京
側
、
大
阪
、

JM
州、

広'川、

徳
山
、
長
崎
、
沖
制

(以
上

作

一
名
)
の
十
五
郷
道
府
県

協
二
十
名
。

占ハ
ト
年
八
川
上
旬
現
紅
、

h

什
郁
道
府
川
町
ご
と
に
必

立
さ
れ
て
い
る
A
M
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
協
会

(組
合
)

は
次
の
と
お
り
で
あ
る

(融
河
内
小
竹
灰
州
}。

掲
載
要
領
は
①
協
会
な
ど
の
名
林
、
②
事
務
川
の

所
在
地
お
よ
び
電
話
器
号
、
③
代
表
者
名

(代
一
次
打

会
社
名
)
、
会
員
数
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
①

の
名
称
山
中

「
A
M
O
P

と
あ
る
の
は

「
ア
ミ

ュ
ー

ズ
メ
ン
ト
(
マ
シ
ン
)
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
」
と
す
る
の

が
正
式
で
あ
る
が
、
略
休
に
し
た
。
ま
た
が
務
川
一辺

千
川
祷
号
で
が
聞
の
も
の
の
み
特
に
J
f
m
」
と
・
ぶ
し

た
。
会
員
数
は
不
明
な
も
の
な
ど
多
く
、
一
応
判
明

分
を
・T小
し
た
が
、
変
動
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

主
お
四
」
1
七
都
道
府
県
の

う
ち
、
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
協
会

(組
介
)
の
結
成
さ
れ
て
い

な
い
の
は
、
奈
・
民
、
相
歌
山
、

鳥
取、

依
抗
、
熊
本
の
五
県

と
な
っ
て

い
る
。

ゲームマシン

1カ月我慢できる余俗あるオベレ

ーターの皆横方、ご横討下さい。

〈特徴〉

主流にならないギャル抜き。

人気のないスコアー制。

役満ですぎて滋ぴすぎ。

華牌を引くとサービス しすき.

て時聞かかりすき.。

OP価格 33.000円

ヵ月のレンタル実績に
付けされた 自信作です。

(注)改造はオリジナ1レボー ドをご使用下さい。

•••• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

、

ら
、
こ
れ
ま
で
の
数
多
く
の

遊
園
地
設
や
ア
ト
ラ
ク
シ

ョ

ン
に
、
さ
ら
に
八
同
州
知
も
の

新
規
地
投

・
ア
ト
ラ
ク
シ

ョ

ン
を
追
加
し
て
、
今
シ
ー
ズ

ン

(
凶
月
二
十
七
日
か
ら
卜

バ
ニ
ト
H
ま
で
)
に
備
え
た
。

「
ゼ
ッ
ト
フ
オ
|
ス
」
は、

そ
の
紋
大
の
新
胤
地
設
で
休

付
さ
れ
て
い
た
が
、
当
初
の

予
定
よ
り
巡
れ
て
七
川
卜
u

運
転
開
始
と
な

っ
た
。
附
遊

園
地
で
は
、
こ
れ
が
世
界
初

の
も
の
で
あ
り
、
州
期
的
な

遊
園
施
設
で
あ
る
こ
と
を
品
川

調
し
て
お
り
、
寸
分
注
目
す

べ
き
も
の
と
言
え
る
。

な
お
シ
ッ
ク
ス

・
フ
ラ
ッ

グ
ス
社
の
所
布
す
る
遊
闘
地

は
、
①
シ
ッ
ク
ス

・
フ
ラ
y

グ
ス
・オ
ー
バ
ー
・
ミ
ッ
ド
ア

メ
リ
カ

{
セ
ン
ト
ル
イ
ス
)、

②
シ
ッ

ク
ス
・
フ
ラ
ッ
グ
ス
・

オ
ー
バ
ー

・
テ
キ
サ
ス

(ダ

ラ
ス
)
、
③
シ
ッ
ク
ス

・
フ

ラ
ッ
グ
ス

・
オ
ー
バ
ー

・
ジ

ョ
ー
ジ
ア

{
ア
ト
ラ
ン
タ
)、

④
ア
ス
ト
ロ

・
ワ
ー
ル
ド
(
ヒ

ュ
ー
ス
ト
ン
)
、
⑤
シ
ッ
ク

ス

・
フ
ラ
ッ
グ
ス

・
グ
レ
ー

ト

・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー

(
ニ

ュ
l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
ジ
ャ
ク

ソ
ン
)
、
⑥
シ
ッ
ク
ス

・
フ

ラ
ッ
グ
ス

・
ア
ト
ラ
ン
チ
ス

Z 
フ
ォ

ス
μ
H

上の写真は「ゼット ・フォースJ の実際の還阪中の-11面、下の書室は全景図

米
国
遊
園
地
で
新
タ
イ
プ
の
コ
ー
ス
タ
ー
登
場

第三f{i!HI!品!物ilZ"1 

ま
ま
加
述
を
つ
け
て
一
卜
り
な

が
ら

n
需
出
ダ
イ
ブ
H
し
て

上
り
、
潤
び
砂
添
い
h
m
ダ
イ
ブ
。

す
る
と
い
う
も
の
で
、

一
コ

ー
ス
(
会
長
.
九
七
九
日
)
中

に
計
六
凪
の
。
垂
直
ダ
イ
ブ
H

を
行
な
う
。

つ
ま
り
、
従
来

の
宇
宙
り
コ
ー
ス
タ
ー
な
ら

上
昇
し
な
が
ら
車
両
肉
体
が

さ
か
き
ま
に
な
る
が
、
こ
の

場
合
さ
か
さ
ま
に
な
る
の
が

n
垂
直
ダ
イ
ブ
。
の
直
前
の

軌
道
が
ね
じ
れ
て
い
る
筒
所

で
行
な
わ
れ
る
の
で
、
急
激

な
前
進
垂
直
ダ
イ
ブ

(
ほ
と

ん
ど
ま
っ
す
ぐ
下
に
落
ち
る

よ
う
な
動
作
)
だ
け
が
行
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
り、

そ
れ

が
六
凶
も
述
統
す
る
た
め
ス

リ
ル
も
ひ
と
き
わ
と
さ
れ
て

い
る
。

hm
両
部
分
は

一
一
州
四
人
の

凶
列
で
十
六
人
来
り
。
こ
れ

が
間
隔
別
立
さ
れ
て
い
る
。

安
全
而
で
は
市
州
が
軌
道
レ

ー
ル
を
ロ
ー
ラ
ー
状
に
巻
き

つ
い
て
い
て
雌
れ
な
い
よ
う

に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
来
客

削
の
府
か
ら
の
ハ
|
ネ
ス
、

肢
を
同
定
す
る
パ
ー
が
作
動

す
る
な
ど
、
従
米
の
宙
返
り

コ
ー
ス
タ
ー
よ
り

一
段
と
厳

し
く
し
て
い
る
、
と
さ
れ
て

い
る
。
な
お
ス
ピ
ー
ド
は
秒

速
四
五
げ

ご

三

・
七
幻
)

と
の
こ
と
で
あ
る
。

シ
ッ
ク
ス
・
フ
ラ

ッ
ク
ス
・

グ
レ
ー
ト

・
ア
メ
リ
カ

(イ

リ
ノ
イ
州
ガ
l
ニ

i
)
は
シ

カ
ゴ
と
ミ
ル
ウ
オ

|
キ
!
の

中
間
、
ミ
シ
ガ
ン
湖
の
近
く

に
あ
る
。
同
遊
園
地
は
マ
リ

オ
ッ
卜
祉
か
ら
昨
年
、
パ
リ

ー
-
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

リ
ン
グ
祉

(本
社
シ
カ
ゴ
、

ロ
パ
ー
ト

・
ミ
ユ
|
レ

1
ン

会
長
)
の

f
会
社
シ
ッ
ク
ス
・

フ
ラ
ッ
グ
祉
に
買
い
と
ら
れ
、

パ
リ

l
社
系
列
に
あ
る
。

問
遊
困
地
で
は
今
年
が
開

国
十
周
年
を
迎
、
え
る
こ
と
か

宙
返
り
コ
ー
ス
タ
ー
に
も

い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
こ
の
ほ

ど
米
凶
の
遊
間
地

「
シ
ッ
ク

ス

・
フ
ラ

ッ
グ
ス

・
グ
レ
ー

一ト

・
ア
メ
リ
カ
」
に

六

凶

一
の
垂
直
逆
落
し
を
行
な
う
と

一
い
う
世
界
初
の
ロ
ー
ラ
ー
コ

一
l
ス
タ
|
「
ゼ
ッ
ト

・
フ
ォ

一
|
ス
」
が
出
現
、
ま
た
新
し

一
い
方
式
の
遊
園
施
設
が
誕
生

一
し
た
。

一

「
ゼ
ッ
ト

・
フ
ォ
l
ス
」

一
は
ス
イ
ス
の
イ
ン
タ
ミ
ン
社

一
が
開
発
、
建
設
し
た
も
の
で
、

一
こ
の
遊
園
施
設
全
体
を
績
か

一
ら
見
る
と
、
コ
ー
ス
タ
ー
車

ン
一

両
の
動
き
が

Z
文
字
ふ
う
の

'
一

動
き
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
こ

、〉一

う
名
付
け
ら
れ
た
。
基
本
的

マ

な
動
作
は
、
コ
ー
ス
タ
ー
卓

じ

両
が
軌
道
レ
!
ル
松
町
部
分

i

(池
上
二
二

・
』ハ
幻
)
ま
で

一

引
き
上
げ
ら
れ
た
後
、
そ
の

ゲ

(
フ
ロ

リ
ダ
州
ハ
リ
ウ

ッ
ド
)
、

⑦
シ
ッ
ク
ス
・
フ
ラ
ッ
グ
ス
・

マ
ジ

ッ
ク
マ
ウ

ン
テ
ン
(
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
)
、
③
ア
ス
ト

ロ
ワ
ー
ル
ド

(ミ
シ
ガ
ン
州

フ
リ
ン
ト
)
と
、
A
1
同
の
⑨

シ
ッ
ク
ス

・
フ
ラ

ッ
グ
ス

・

グ
レ
ー
ト

・
ア
メ
リ
カ
の
九

カ
所
に
及
ん
で
い
る
。

政
な
ど
法
律
専
門
家
三
名
が

作
成
し
た
も
の
。
第

一
め
が

件
は
ミ
ル
ズ

・
ジ
ェ
ニ
ン
グ

祉
対
ア
ル
コ
ー
ル
取
締
局
。

こ
の
恨
件
で
ミ
ル
ズ

・
ジ
エ

ニ
ン
グ
社
が
版
血
円
と
な
り
T

V
ポ
ー
カ
ー
機
が
ギ
ャ
ン
ブ

ル
機
で
な
い
と
の
宣
言
を
求

め
た
が
、
第

一
審
で
請
求
が

認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
第
二

審
で
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
、

第
三
森
(
オ
ハ
イ
オ
州
最
高

裁
)
で
控
訴
判
決
が
支
持
さ

れ
た
。

こ
の
過
程
で
「
T

V

ポ
ー
カ
ー
は
な
お
そ
れ
自
体

で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
器
だ
」
と

の
判
決
が
言
い
波
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
に
伴
な
い
、
す
で

に
押
収
さ
れ
て
い
る

「ド
ロ

ー
ポ
ー
カ
ー
」

-白
三
十
じ
内

と
「
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
」
hハ

ム
川
に
つ
い
て
、
抑
似
を
人
口
法

と
す
る
巡
郎
地
裁
判
決
に
対

し
、
ミ
ル
ズ
社
側
が
控
訴
。

こ
れ
に
対
し
八
丘
年
五
月
七

日
、
巡
郊
姥
訴
審
は
陀
訴
を

来
却
し
て
い
る
。

第
二
の
事
件
は
オ
ハ
イ
オ

州
対
モ
l
ゼ
ク
ラ
ブ
。

こ
の

事
件
で
オ
ハ
イ
オ
控
訴
裁
判

所
は
八
五
年
五
月
二
十
四
日
、

附
臨
場
を
紙
社
内
し
て
い
た
と

し
て
そ
の
ク
ラ
ブ
に
対
す
る

布
罪
判
決
を
支
持
し
た
。

こ

の
判
決
理
由
で
、

『
ド
ロ
ー

ポ
ー
カ
ー
」
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
実
態
が
詳
し
く
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
興
味
深
い
も
の

と
な
っ
て

い
る
。

O
M
A
A
に
よ
る
結
論
と

し
て
は

「ド

ロ

|
ポ
ー
カ
ー

機
は
そ
れ
が
利
益
目
的
の
た

め
オ
ペ
レ
l
卜
さ
れ
て
お
れ

ば
明
ら
か
に
そ
れ
自
体
と
し

て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
器
で
あ
り

刑
事
責
任
が
問
わ
れ
、
押
収

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
な

っ
て

い
る

(原
文
は
長
い
が

だ
い
ぶ
ん
省
略
し
た
)。

な

お

「利
低

U
的
」
の
宥
無
、

ま
た
現
金
文
払
い
の
必
災
な

ど
を
一
拠
点
と
し
て
学
げ
て
い

る
の
が
注

U
さ
れ
る
。
同
協

会
が
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機
総
に

つ
い
て
の
判
決
を
も
と
に
法

律
の

4
門
家
に
分
析
を
ボ
め

た
、
と
い
う
姿
勢
は
大
い
に

評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
も
ワ
l
リ

ッ
ツ
ア
l
AH

動
版
光
機
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
市
場
で
版
光
し
て
き
で
い

る
、
と
の
こ
と
。
川
グ
ル

i

フ
は
、
'
H
.版
機
の
ほ
か
ス
ポ

ー
ツ
用
品
販
光
、
ク
リ
ー

ニ

ン
グ
附
チ
ェ
ー
ン
椛
背
な
ど

行
な
っ
て
い
る
が
、
ワ
l
リ

ツ
ツ
ア

i
内
動
機
に
つ
い
て

は
六
八
年
以
米
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
で
の
独
占
的
販
売
椛
を

持
っ
て
い
る
。

ワ
ー
リ
ッ
ツ
ア

|
社
で
は

ジ
ュ
ー
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
い
ぜ

ん
作
っ
て
は
い
る
ら
し
い
が

央
際
山
坊
に
は
見
当
ら
ず
、

結

M
川
社
の
山
版
機
部
門
だ

け
が
ま
だ
日
発
な
も
よ
う
で

あ
り
、
こ
の
'
円
以
機
部
門
を

め
ぐ
っ
て
の
資
本
の
移
動
が

あ
っ
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と

が
で
き
る

(一

説
で
は
、
同

社
ジ

ュ
ー
ク
ボ
ッ
ク
ス
は
事

実
上
製
造
さ
れ
な
く
な
っ
て

か
ら
久
し
い

、
と
言
わ
れ
て

い
る
)。

ド
イ
チ
ェ
・
ワ
l
リ
ッ
ツ
ア

l
社
を

川
会
社
が
胃

西
独
で
の
自
販
機
製
造
は
続
け
る

な
っ
て
い
る
。

ワ
|
ツ
ッ
ツ
ア
|
社
は
、

同
社
の
完
全
所
有
子
会
社
で

あ
る
ド
イ
チ
ェ

・
ワ
|
リ

ツ

ツ
ア
|
社
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
ネ
ル
ソ
ン
社
グ
ル
ー
プ

西
ド
イ
ツ
へ
移
し
た
あ
た
に
売
却
し
た
、
と
発
表
し
た
。

り
の
過
去
の
経
過
が
明
ら
か
ド
イ
チ

ェ
・
ワ
l
リ

ッ
ツ
ア

で
な
い
た
め
理
解
し
に
く
い

i
祉
は
、

ワ
|
リ

ッ
ツ
ア
ー

点
が
あ
る
が
、
ワ
l
リ

ッ
ツ

社

の

同
意
の
も
と
で
作
ワ
l

ァ
l
社
は
全
盛
期
に
そ
の
ザ
リ

ッ
ツ
ア
l
H
閥
僚
を
用
い

会
社
と
し
て
阿
独
ホ
ウ
ル
ホ
て
'H
動
似
先
機
そ
の
他
の
制
点

ル
ス
ト
に

「ド
イ
チ

ェ
・
ワ

川
の
製
造
を
続
け
る
こ
と
に

|
リ

ッ
ツ
ア
|
社
」
を

設

け

な

っ
て
い
る
。
ネ
ル
ソ
ン
社

て
製
造
も
行
な
っ
て
い

た
が
、
グ
ル
ー
プ
は
、
ォ
ー
ス
ト
ラ

そ
の
後
本
社
を
す
べ
て
移
し
リ
ア
現
地
資
本
家
、
ア
|
サ

た
も
よ
う
で
あ
る
。
今
固
め

|
・

ネ
ル
ソ
ン
氏
ら
に
よ
る

発
表
内
容
は
次
の
と
お
り
と

も

の

で

、
同
氏
自
身
十
七
年

T

V
ポ
ー
カ
ー
ゲ
l
ム
は

そ
れ
自
体
ギ
ャ
ン
ブ
ル
機

米
オ
ハ
イ
オ
州

O
P
協
会
が
報
告
書

第267号

ジ
ュ
ー
ク
ボ

ッ
ク
ス
の
メ

ー
カ
ー
と
し
て
街
名
な
ワ
!

リ
ッ
ツ
ア

|
社
は
、
か
つ
て

米
凶
で
創
設
さ
れ
大
発
展
を

成
し
遂
げ
た
後
、
ジ
ュ
ー
ク

ボ
ッ
ク
ス
市
場
の
点
退
に
伴

な
い
ド
イ
ツ
資
本
の
予
に
移

る
と
と
も
に
阿
ド
イ
ツ
へ
と

移
っ
て

い
っ
た
が
、
今
度
は

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
資
本
の
も

の
に
な
り
、
ま
た
話
題
に
な

っ
て
い

る
。

¥
川
知
W

1985年9月1日

T

V
ポ
ー
カ
ー
や
そ
れ
と

同
飢
の
ゲ
ー
ム
機
の
法
的
な

被
い
は
ど
う
な
っ
て

い
る
か

と
い
う
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、

米
側
オ
ハ
イ
オ
州
め
オ
ペ
レ

ー
タ
ー
協
会
O
M
A
A
(
オ

ハ
イ
オ

・
ミ
ュ

ー
ジ
ッ
ク
&

ア
ミ
ュ
ー
ズ

メ
ン
卜

・
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン

)
で
は
こ
の

ほ
ど
、
当
耐
の
鰍
此

UA
を
印

刷
、
配
布
し
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
や
は
り
「
T

V
ポ
ー

カ
ー
ゲ
ー
ム
機
な
ど
は
そ
れ

肉
体
と
し
て
な
お
ギ
ャ
ン
ブ

ル
機
時
で
あ
る
」
と
の
認
泌

が
主
配
的
で
あ
る
。

同
報
告
書
は
、
二
つ
の
事

件
に
触
れ
な
が
ら
司
法
、
行

(19) 
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辰巳電子開発マルチ画面採用第 3弾

ス-・

「バギーボーイ」

、.レ-、.

ト型

パギーボーイ

事害カ
コックピッ

辰
巳
電
子
工
業
附

(本
社

奈
良
県
橿
原
市
、
辰
巳
嘉
宏

社
長
)
か
ら
同
社
マ
ル
チ
画

前
採
用
T

V
ド
ラ
イ
ブ
ゲ
ー

ム
機

「
パ
ギ
|
ボ
ー
イ
」
が

七
月
下
旬
発
売
と
な
っ
た
。

問
機
は
コ
ッ
ク
ピ

ッ
ト州じ

で
、
連
続
し
た
3
画
耐
の
コ

ー
ス
を
見
な
が
ら
ハ
ン
ド
ル
、

ア
ク
セ
ル
、
ブ
レ
ー
キ
、
シ

フ
ト
レ
バ

ー
を
操
作
す
る
も

の
で
、
ゲ

l
ム
内
容
は
パ
ギ
か
設
定
さ
れ
て
い
る
。

l
車
に
よ
る
障
害
物
レ
ー
ス
。
ム
は
タ
イ
マ
ー
制
。

全
部
で
五
位
頒
の

コ
ー
ス
(選

ハ
ン
ド
ル
で
コ
ー
ス
を
選

択
制
)
が
あ
り
、
各
コ
ー
ス
び
ア
ク
セ
ル
を
踏
む
と
ゲ
ー

に
五
つ
め
レ
グ
(
区
切
り
)

ム

開
始
。

コ
ー
ス
は
サ
フ
ァ

旬、
・、
句、

瓦
M

惚
矧
で
指
示
順
に
倒
せ
ば

ボ
ー
ナ
ス
得
点
と
な
る
。
ま

た
ψ

タ
イ
ム
ゲ
ー
ト
u
を
通
過

す
る
と
次
の

レ
グ
で
の
タ
イ

マ
ー
が
地
や
さ
れ
る
。
途
中

で
倒
木
に
ぶ
つ
か
る
と
速
度

に
応
じ
た
ジ
ャ
ン
プ
が
で
き
、

小
岩
に
片
輸
を
当
て
る
と
片

輪
走
行
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
楽

し
め
る
。
ま
た
水
際
や
斜
面

な
ど
多
彩
な
走
行
の
場
一
聞
か

展
開
。
タ
イ
マ
ー
は
レ
グ
ご

と
に
設
定
さ
れ
、
タ
イ
マ
ー

内
に
そ
の
レ
グ
を
定
服
す
れ

パ
ソ

コ
ン
人
気
ゲ

l
ム
を
業
務
用
化

1985年9月1日第267号
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リ
ム
ー
ド
の
イ
ー
ス
ト
コ
ー

ス
、
パ
リ
の
佼
景
が
中
心
の

ウ
エ
ス
ト
コ

ー
ス
、
海
岸
線

を
走
る
サ
ウ
ス
コ

ー
ス
、
モ

ン
テ
カ
ル
ロ
の
や
「
虫
色
が
展

開
す
る
ノ

l
ス
コ
ー
ス
、

一

定
の
オ
ブ
ロ
ー
ド
を
五
周
す

る
サ

l
キ
y
ト
コ

!
ス
の
五

種
鎖
。
コ
ー
ス
上
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
障
害
物
が
あ
り
、
大

き
な
岩
や
川
柳
な
ど
に
当
た
る

と
転
倒
し
て
タ
イ
ム
ロ
ス
に

な
る
が
、
数
千
を
表
示
し
た

旗
や
ゲ

l
卜
は
得
点
。
出桝は

日
場
面
の
宝
探
し

デ
コ
カ
セ

デ
ー
タ
イ
ー
ス
ト
附

(本

社
米
京
、

一侃
凶
哲
夫
社
長
)

か
ら
D
C
シ
ス
テ
ム
の

T
V

ゲ
l
ム
カ
セ

ッ
ト

「
パ
ル
ダ

ー
ダ
ッ
シ
斗
」
が
、
七
月
L
L

旬
発
売
と
な
っ
た
。

「
パ
ル
ダ
l
ダ
ッ
シ
ュ
」

こ
れ
は
米
岡
フ
ァ
ー
ス
ト

ス
タ

l
社
開
発
の
パ
ソ
コ
ン

ゲ
ー
ム
を
業
務
用
化
し
た
も

の
で
、
日
本
で
の
問
ゲ

l
ム

に
閲
す
る
般
利
を
持
つ
側
コ

ン
プ
テ
ィ

1
ク
を
通
じ
て
、

D
C
シ
ス
テ
ム
化
へ
の
リ許
諾

の
場
耐
と
続
き
、
品
後
に
階
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
の
一成
が
聞
を
待
て
い
る
。
ゲ
ー
ム
内
谷

層
状
回
聞
で
大
魔
，し
を

倒

し

く
。
こ
う
し
て
タ
イ
マ
ー
内
は
砂
ロ

y
ク
フ
ォ
ー
ド
。
が

縦
を
助
け
て
魔
界
を
抜
け
出
に
最
終
ス
テ
ー
ジ
で
姫
と

一

地
中
を
州
り
進
み
な
が
ら
ダ

す
と
い
う
ス
テ
ー
ジ
に
な
る
。
絡
に
魔
界
を
脱
出
す
れ
ば

一

イ
ヤ
を
集
め
る
と
い
う
も
の

武
器
は
ヤ
リ
、
剣
、
た
い
ま

パ
タ
ー
ン
終
了
と
な
る
。
タ

で

、
全
部
で
卜
六
ス
テ
ー
ジ

つ
、
オ
ノ
(
投
げ
る
と
必
下
イ
マ

ー
が
な
く
な
る
か
三
人
あ
る
。
岨
向
は
地
中
の
断
耐

に
ス
ク
ロ
ー
ル
す
る
。
問
方
地
点
ま
で
に
い
る
敵
を
令
部
ア
ウ
ト
で
ゲ
|
ム
終

γ
だ
が
、
で
ト
F
K
布
に
ス
ク
ロ
ー
ル

向
レ
パ
!
と
二
つ
の
ボ
タ
ン

倒
せ
る
)
、
十
字
架
の
五
倍
一
定
条
件
で
タ
イ
マ
ー
か
嶋

し
、
全
体
の
問
分
の
一
一
が
モ

(武
穏
を
投
げ
る
の
と
ジ
ャ
あ
り
、
こ
れ
は
途
中
で
取
っ
、
ぇ
、
ま
た
一
定
得
点
以
上
で

ニ

タ

l
に
映
し
出
さ
れ
て
い

ン
プ
)
を
操
作
す
る
。

て
使
う
が
、
相
手
に
応
じ
効

↑
人
追
加
。
法
板
販
売
の
み
る
の
十
六
ス
テ
ー
ジ
は
ゲ
1

ま
ず
ゾ
ン
ビ
が
待
ち
受
け
果
的
な
武
器
を
使
わ
ね
ば
な
で

O
P
価
格
1
六
万
八
千
円
。
ム
の
難
易
度
に
よ
り
山
ス
テ

る
纂
場
の
場
出
か
ら
始
ま
り
、
ら
な
い
。
ラ
ン
ダ
ム
に
現
わ

i
ジ
ず
つ
附
段
階
の
レ
ベ
ル

次
に
係
鳥
の
い
る
必
の
中
を

れ

る

ド
ル
袋
、
コ
イ
ン
、
石

に

分

か

れ

、

こ

の

レ

ベ

ル

を

進
む
。
こ
の
あ
と
ハ
シ
ゴ
や
兵
な
ど
を
取
る
と
ボ
ー
ナ

ス

初

め

に

選

択

で

き

る

。

ド
ア
の
あ
る
階
層
状
の
十
日
い
得
点
。

各
ス
テ
ー
ジ

の

最

終

凶

万

向

レ

パ

l
で
地
中
を

屋
敷
で
の
大
男
と
の
戦
い
、
場
蘭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
手
強

い

進

み
、
飛
ん
で
く
る
パ
タ
フ

飛
び
回
る
悪
魔
や
ド
ラ
ゴ

ン
敵
が
い
て
、
こ
れ
を
倒
す

と

ラ

イ

や

。

フ

ァ

イ
ヤ

l
フ
ラ

の
い
る
洞
く
つ
内
、
炎

の

海

一

ス

テ

ー

ジ

ク

リ

ア

と

な

リ

イ

々

を

避

け

な

が

ら

タ

イ

マ

5
種
の
武
器
で

6
つ
の
難
関
突
破

• • 

カ
プ
コ
ン
か
ら

「
魔
界
村
」

定
置
型
乗
物
機
「
バ
ル
ー

ン
ビ
ー
バ

ー
」
が
、
タ
ス
コ

側
(
本
社
東
京
、

上
原
義
和

専
務
)
か
ら
発
売
と
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
は
同
社

ρ

ス
カ
イ
バ

ル
ー
ン
シ
リ
ー
ズ
H

の
パ

l

卜

mで、
上
部
に
ビ
ー
バ
ー

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
あ
し
ら

っ
た
定
量
回
転
式
の
乗
物
機
。

ビ
ー
バ
ー
の
顔
は
黄
色
を
メ

イ
ン

に
口
の
周
り
が
賞
締
色
、

そ
し
て
賞
緑
色
と
白
色
の
二

色
に
よ
る
帽
子
を
か
ぶ
っ
て

い
る
。
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

第267号1985年9月1日、、，J-
n
J
h
 

，，，、、

他車をマシンガンで撃破しながら

トROMキッ

** I兄
「マッハライダー」

のバ
任天堂から

基
板

，、

ト
III 

ー、
ビ

'" 
L回

は
風
船
に
な

っ
て
お
り
、
電

源
を
切
る
と
し
ぽ
む
。

下
部

は
お

い
し
そ
う
な
ケ
ー
キ
の

デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
お
り
、

ケ
ー
キ
の
中
に
座
っ
て
乗
る
。

ゲ

• • 

バ
イ
ク
ア
ク
シ
ョ
ン
を
テ

ー
マ
と
し
た
T
V
ゲ
ー
ム
機

「
マ
ッ
ハ
ラ
イ
ダ
!
」
が、

任
天
掌
鮒
(
本
社
京
都
、
山

内
鴻
社
長
)
か
ら
八
月
下
旬

発
売
と
な
る
。

こ
れ
は
近
未
来
の
オ
ー
ト

バ
イ
レ
ー
ス
を
想
定
し
た
も

の
で
、
他
事
を
撃
破
し
な
が

ら
ゴ

l
ル
ま
で
突
っ
走
る
と

い
う
ゲ
ー
ム
。
全
部
で
約
十

レ
l
ス
あ
る
が
、
各
コ
ー
ス

バルーンビーバー

は
内
容
の
異
な
る
A
、
B
の

二
被
績
の
コ
ー
ス

(初
め
に

選
択
す
る
)
が
あ
り
、
ゴ
ー

ル
ま
で
に
ニ
ヵ
所
の
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。
操
作
は
四
方
向
レ
パ

|

(上
下
方
向
で
ギ
ア
め
ア

ッ
プ
、
ダ
ウ

ン、

左
右
方
向
で

ラ
イ
グ
ー
の
左
右
移
動
)
と

A
ボ
タ
ン
(
ア
ク
セ
ル
)
、

B
ボ
タ
ン

(
発
射
)
を
使
用

す
る
。

マッハライダー

魔界村

， • • 
を
妨
害
す
る
他
卓
を
マ
シ
ン

ガ
ン
で
繋
破
し
な
が
ら
走
る

が
、
こ
の
発
射
蝉
数
に
は
制

限
が
あ
る
。
た
だ
し
他
率
と

平
行
し
て
走
る
と
他
専
を
は

ね
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
、
こ

の
場
合
に
い
仰
が
補
給
さ
れ
る
。

他
阜
の
う
ち
ピ
ン
ク
カ
ー
は

一
発
で
繋
破
で
き
る
が
、
ブ

ラ
ッ
ク
カ
ー
は
こ
十
発
当
て

な
い
と
撃
破
で
き
な
い
。
後

方
か
ら
他
草
に
ぶ
つ
け
ら
れ

ロ
ケ
ッ
ト
ジ
ャ
ン
プ
駆
使
し
銃
撃
戦

芳U
刑
事
の
活
躍
を
テ

l
マ
と

し
た
T

V
ゲ
l
ム
機
「
コ

ッ

プ
ゼ

ロ
ワ
ン
」
が
、
日
本
物

産
制
(
本
社
大
阪
、
鳥
井
末

治
社
長
)
か
ら
近
く
発
売
と

か
ゆ
ヲ
令
。

同
ゲ
ー
ム
は
刑
事
砂
ジ
ェ

|
ム
ズ
H

が
、
美
女
誘
佃
同
組

織
り
ス
ベ
ク
タ
ー
H

の
基
地

に
侵
入
し
恋
人
。
ス
テ

l
シ

-

H

を
救
出
す
る
と
い
う
内

容
で
、
刑
事
は
ロ
ケ
ッ
ト
噴

射
に
よ
る
ハ
イ
ジ
ャ
ン
プ
を

駆
使
し
な
が
ら
、
銃
で
敵
を

倒
し
て
い
く
。
画
面
背
景
は

右
か
ら
左
へ
ス
ク
ロ
ー
ル
す

る
。
全
部
で
十
ゾ

l
ン
あ
り
、

一
つ
の
ゾ

l
ン
が
終
わ
る
と

リ
フ
ト
に
乗
っ
て
他
の
い
ず

れ
か
の
ゾ

l
ン
へ
ラ
ン
ダ
ム

に
移
さ
れ
、
六
つ
の
ゾ
ー
ン

を
ク
リ
ア
す
る
と
最
終
場
面

の
ボ
ス
と
の
戦
い
と
な
る
。

つ
ま
り
同
ゲ
ー
ム
は
プ
レ
イ

す
る
ご
と
に
違
っ
た
場
関
展

開
と
な
る
わ
け
だ
。

敵
は
銃
や
バ
ズ
ー
カ
砲
、

旬、旬、
旬、

「
コ
ッ
プ
ゼ
ロ
ワ
ン
」

火
炎
銃
を
持
ち
、
ま
た
ト
ロ

ッ
コ
に
乗
っ
て
攻
撃
し
て
く

る
者
の
ほ
か
、
毒
ガ
ス
を
出

す
花
、
壁
に
設
置
の
自
動
セ

ン
サ
ー
砲
、
進
行
を
妨
げ
る

放
電
様
、
ブ
ー
メ
ラ
ン
や
鉄

の
玉
に
変
身
す
る
。
オ
パ

k
e

な
ど
多
彩
。
ま
た
頭
を
上
下

移
動
さ
せ
て
攻
繋
し
て
く
る

ロ
ボ

ッ
ト
も
出
現
し
、
こ
れ

を
破
壊
す
る
と
そ
の
跡
に
落

と
し
穴

(落
ち
る
と
ア
ウ
ト

に
な
る
穴
、
前
ゾ

i
ン
に
戻

さ
れ
る
穴
、
他
ゾ
ー
ン
へ
ワ

ー
プ
す
る
穴
な
ど
が
あ
る
)

ぱ
次
の
レ
グ
へ
進
む
が
、
タ

イ
マ
ー
が
な
く
な
る
と
ゲ
ー

ム
終
了
。
ま
た
れ
以
終
の
第
五

レ
グ
を
終
了

(ゴ

ー
ル
)
す

る
と
、
残
り
タ
イ
マ
ー
が
得

点
に
加
算
さ
れ
て
ゲ
ー
ム
終

了
と
な
る
。
加
勺
モ
ニ
タ
ー

三
個
使
用
。

o
p悩
俗
百
二

十
八
万
七
千
円
。
な
お
側
関

西
村
機
製
作
所
、
側
大
阪
サ

ー
ビ
ス
ゲ
ー
ム
ス
、
加
藤
工

業
側
、
タ
イ
コ
l
物
産
制
の

問
杭
か
問
機
の
販
売
代
瑚
腐

と
な

っ
て
い
る
。

!
内
に

て
足
数
の
ダ
イ
ヤ
を

取
り
、
点
滅
す
る
山
山
口
に
行

け
ば
一
ス
テ
ー
ジ
ク
リ
ア
。

白
ボ
タ
ン
を
抑
し
た
ま
ま
で

レ
バ
ー
を
操
作
す
る
と
、
移

動
し
な
く
て
も
そ
の
場
に
い

て
上
下
左
右
一
コ
マ
内
の
ダ

イ
ヤ
を
取
れ
た
り
岩
を
押
す

こ
と
が
で
き
る
。
ス
テ
ー
ジ

が
進
む
と
ダ
イ
ヤ
の
な
い
場

向
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
岩
を

ぶ
つ
け
た
り
岩
で
囲
む
と
ダ

イ
ヤ
に
変
わ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
が
あ
る
の
で
、
テ
ク
ニ

ッ

ク
を
要
す
る
。
途
中
で
行
き

止
ま
り
に
来
て
動
け
な
く
な

っ
た
場
合
は
、
二
つ
の
ボ
タ

ン
を
間
作
し
て
自
爆
す
る
し
か

な
い
の
で
注
怠
。
タ
イ
マ
ー

内
に
一
定
数
の
タ
イ
ヤ
を
取

れ
な
か
っ
た
り
、
都
下
す
る

岩
や
ダ
イ
ヤ
に
つ
ぶ
さ
れ
る

と
一
人
ア
ウ
ト
。
三
人
ア
ウ

ト
で
ゲ
ー
ム
終
了
。
テ
ー
プ

o
p価
格
四
万
八
千
円
。

パルダーダッシュ

る
と
ア
ウ
ト
に
な
る
の
で
、

画
面
右
上
の
バ

ッ
ク
ミ
ラ
ー

に
は
常
に
注
意
を
要
す
る
。

こ
う
し
て
無
事
に
ゴ
ー
ル
に

骨布
け
ば
次
の

レ
ー
ス
に
挑
戦

で
き
る
。
レ
ー
ス
が
進
む
ご

と
に
ゲ
ー
ム
は
難
し
く
な
っ

て
い
く
。
バ
イ
ク
の
持
ち
数

が
・
な
く
な
れ
ば
ゲ

l
ム
終
了

と
な
る
。

R
O
M
キ
ッ
ト
販

売
の
み
で

O
P
価
格
三
万
五

千
円
。

が
で
き
る
の
で
注
・意
。
通
常

の
ジ
ャ
ン
プ
は
レ
バ
|
上
方

向
で
で
き
、
ロ
ケ
ッ

ト
ジ
ャ

ン
プ
は
ボ
タ
ン
に
よ
り
可
能

で
、
ジ

ャ
ン
プ
中
に
急
降
下

(レ
パ
l
下
方
向
)
も
可
能
。

た
だ
し
ロ
ケ
ッ
ト
ジ
ャ
ン
プ

は
チ
ャ
ー
ジ
(
敵
を
倒
す
と

増
え
る
)
が
一

O
O
%以
上

あ
る
時
の
み
可
能
。
最
終
場

面
で
は
ボ
ス
が
ス
テ
|
シ
ー

を
盾
に
し
て
繋
っ
て
く
る
の

で
、
ボ
ス
の
頭
を
狙
い
務
ち

に
す
る
。
各
ゾ

l
ン
で
敵
を

全
滅
さ
せ
る
と
次
の
ゾ

l
ン

へ
移
る
。
三
人
ア
ウ
ト
で
ゲ

ー
ム
終
了
だ
が
、

一
定
得
点

以
上
で

一
人
追
加
。
テ
ー
ブ

ル
国
勺
型
O
P
側
絡
二
十
六

万
円
。
基
板
販
売
も
あ
り
O

P
価
格
十
三
万
八
千
円
。

• 

【タフルチzンジャーE

パーフェクトを追求したインターフェース
“スナイパー。チェンジャー"シリーズは全て電源投入時・高圧ノイズ等の誤動作妨止回路内蔵

包 -J-~ 亙Ili t 

• • 
コップゼロワン

.1枚の基板で1-5コイン lクレジット{または 2ク

レジット)& 1コイン 1-5クレジットできます。

・コイ ンセレクターを2個同時に使用できます。

(例 1)100円2ゲーム+50円 1ゲーム

{例 2) 50円2ゲーム +30円 iゲーム

嘩誕生械の停止撃が半減して売上アップ

・コイン連続投入時も、リニアメモリ一回路により

l ノン ・ミス"。

カードエッジ・取付金具付

-不正防止機能/

“主息子ライター¥ 針金"の不正に対 しては函函

をクリア L、クレジツト ‘0"とな 円ます。

・トラブル感知警報機能・ 議glJ機能〆

“コインづま η..、..官官子ライター"、“針金"等の

トラブル島幸にブザー及びスピーカ-ff報音で外部

へ異常を知らせ ます。さらに、スピーカー奮は音

羽可変ですので対象機の議別が可能とな町ます。

マルチP-ROMプログラマー ￥138，000-
r_l_i!i_ .i.Ei!l'5 271&、2732、2732A、27刷、27128、

2725&C10・・込}

.蔵通量福良温腕軍司ーー?I.-H画面盈温-司ーー町1'.*姉妹品..  置置.電量1¥-11 A 'J 1.. 貴飾鯨品

.特長

・2716、2732、2732A、2764、27128、27256に書込可能

(切り替えは簡単 で故館のないロータリ ースイッチ式)

・ベ リフ ァイ、フランチェッ夕、プログラムオ ー トスタ ー ト

・ア ドレス I~ス チェック

・データ パス チェッ ク

・同時に101図書込

・讐込終7ブザー

・舎込電圧異常検出(Vpp)

・Vcc電源電圧異常検出

・害込残り時間表示

・2764、27128、27256高遂容込

・誤婦人防止 カバー付

・各P-ROMの選択がウンタッチ

・電源内蔵

・オプシヨンのMOO接続によリ編集機能を持つ

ン

Zと 7
2ケム
空軍量 ， 
型

上
部
と
下
部
は
五
本
の
パ
イ
第
一
レ
ー
ス
は
テ
ス
ト
走

プ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
作
行
で
タ
イ
マ
ー
制
に
な

っ
て

動
時
間
は
六
十
秒
で
、

作

動

お

り
、
タ
イ
マ
ー
内
に
ブ
|

中
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
か
流
れ
る
。
ル
す
れ
ば
ク
リ
ア
で
、
残
り

高
さ
最
高
部
二
幻
四
十
勺。

タ
イ
マ
ー
数
に
応
じ
て
プ
レ

定
価
七
十
八

万

向

。

イ

ヤ

|
バ
イ
ク
の
持
ち
数
(
切

な
お
同
シ
リ
ー
ズ
は
問
機
替
可
能
)
が
決
め
ら
れ
る
こ

で
五
機
種
目
と
な
り
、
バ
!
と
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
レ

ト
I
、
H
が
各
二
機
種
あ
る
。
l
ス
以
降
は
他
事
と
の
競
争

同
社
で
は

「
H

フ
ア
フ
ア
u

で
、
コ
ー
ス
上
に
水
た
ま
り

シ
リ
ー
ズ
の
技
術
を
定
置
型
や
オ
イ
ル
、
爆
弾
な
ど
の
障

に
も
生
か

害
物
も
現
わ
れ
る
。
行
く
手

し
た
も
の

で

ア

イ

キ
ャ

ッ
チ

ャ
ー
効
果

の
あ
る
も

の
を
開
発

し
て
い
く
」

と
し
て
い

ヲ令
。

ア
ク
シ
ョ
ン

• • 〈有〉ママトップ
0542 63 9373 

tt0484 (21) 5200 

tt06 (356) 1312 

tt06 (338) 1167 

tt03 (451)3078 

関東地区代理f6 鰍セイミツ

関西地区代理庖 目精商事側

側ワール ドタイヨー

総出代理広 告噂野間貿易

ゆ株式会社 工ム・アイ・ピー
合 06(326)67∞紛 FAX06 (326)7330 

〈振込先〉住友銀行庄内支庖側エム・アイ・ピー③212524

関西椅互銀行上新庄支庖 附エム・アイ・ピー③216232
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鎌
先
英
太
郎

っ
て
、
ざ
っ
と
比
た
こ
と
が

あ
る
。
け
れ
ど
も
結
局
は
買

わ
な
か
っ
た
。

清
水
邦
夫
の
本
も
あ
る
時

期
ま
で
は
出
れ
ば
必
ず
読
ん

で
い
た
の
だ
が
最
近
は
そ
う

熱
心
な
読
者
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

は
じ
め
の
頃
の
『

μ制
あ

ふ
る
る
軽
率
き
』
な
ど
の
認

感
が
よ
か
っ
た
。

丁
度
士
円
行
淳
之
介
が
『
総

務
の
す
す
め
』
な
ど
を
嶋
え

た
時
期
の
す
ぐ
後
の
頃
で
、

勿
論
今
の
軽
落
傾
小
と
は
全

然
違
う
も
の
を
意
味
し
て
い

た
。川

忠
鈍
で
厚
顔
無
恥
な
似
守

に
苛
立
ち
を
感
じ
る
と
こ
ろ

か
ら
出
て
き
た
『

μ制
あ
ふ

る
る
経
宇
さ
』
で
あ
っ
た
の

だ
が
、

A
F
で
は
他
の
そ
の
当

時
の
言
葉
た
ち
と
同
線
に
風

化
現
象
が
す
す
み
、
松
本
能

一
な
ど
が
『
死
請
の
戯
れ
』

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
当
時

の
語
感
は
死
ん
で
し
ま
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
そ
の

書
』
な
の
だ
が
、
家
の
近
く

の
本
屋
は
六
軒
と
も
そ
う
大

き
く
な
い
の
で
時
期
遅
れ
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
以
外
は
す
ぐ

返
品
を
し
て
し
ま
う
。
当
に

な
ら
な
い
か
ら
、
術
聞
の
紀

伊
国
屋
と
か
旭
崖
本
胞
の
よ

う
な
所
謂
大
別
h
A問
を
当
に

し
て
本
を
口
い
に
行
く
、
ま

あ
一
筒
月
ぐ
ら
い
前
の
本
だ

か
ら
と
気
鮮
に
出
か
け
た
が
、

梅
回
で
は
空
振
り
に
終
り
、

暑
い
中
を
徒
労
で
あ
っ
た
。

折
角
梅
図
ま
で
出
た
の
で

難
波
ま
で
起
を
め
ば
す
こ
と

に
し
た
。

以
前
は
紀
伊
問
屋
や
川
崎
届

木
市
川
に
は
な
い
本
で
も
他
民

駅
前
析
に
は
あ
り
、
こ
こ
は

ち
ょ
っ
と
光
れ
足
が
遅
い
の

が
逆
に
容
の
方
か
ら
は
役
に

立
っ
て
い
た
め
に
取
り
壊
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

額
か
ら
も
頬
か
ら
も
鼻
の

天
辺
か
ら
も
汗
が
噴
き
出
し

て
眼
鏡
が
坐
っ
て
し
ま
い
雌

慌
を
し
な
が
ら
、
見
当
を
つ

け
て
い
た
本
毘
に
行
っ
た
が

こ
こ
に
も
な
く
が
っ
か
り
し

月
潟
村
柳
書

竹
す
だ

れ
を
透
か
し
て
眺
め
よ

「肉
体
と
い
う

広
大
な
る
風
景
」

男
た
ち
が
遠
方
の
政
や
川

で採
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
も
の

bι 女
た
ち
は
紫
ゆ
く
手
に
入

れ
る

吹
出
物
だ
ら
け
の
少
女
よ

「
野
の
風
は

も
は
や
州
ら

寸
兎
を
抱
く
少
女
像
」

こ
れ
は

今
わ
た
し
が
見
て
い
る

朱
冷
り
の
伺
仙
紙
に
収
ま
っ

た絵
阿
な
の
か
?

「
こ
れ
は
絵
で
は
な
い
」

中

zt
の

外
の
山
鹿
悼
の
上
で

カ
タ
バ
ミ
の
花
は
そ
よ
ぎ笥

一
-

やぬ
カマ 」

て
き・
み・

は
身
ii己

亦り
ん

第267号

は
揺
曳
し
て

い
る

「
百
に
は
大
き
さ
が
な
い

そ
れ

は
大
き
さ
を
越
え
て
い
る
」

夏
の
ひ
る
さ
が
り兎

を
抱
い

坊
を
姥
む
時

「光
は
杉
か
ら
も
が
き
山

て
く
る
」

1985年9月1日

カ
タ
バ
ミ
の
花
の
よ

吉
岡
笑

て
少
女
が
来
る

二
番
煎
じ
の紅

茶
を
す
す
り

わ
た
し
は
妄
想
す
る

「
事
物
と
・街
地
消
し
た
部
分

へ桁
を
若
し
入
れ
る
」

蝉
が
ジ
|
ジ
l
叫
〈

、
?
に

毎
日
新
聞
七
月
二
十
九
日

朝
刊
の
読
書
欄
で
、
治
水
郎

夫
の
『
月
潟
村
柳
舟
H

』
を
と

り
あ
げ
て
い
た
。

『
片
山
向
村
仰
山
内
』
が
応
一
叫

に
出
た
時
に
は

一
度
予
に
と
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た
け
れ
ど
、
立
地
に
な
っ
て
ヨ
の
方
で
よ
か
っ
た
。

他
の
上
弔
問
陀
の
方
も
趨
リ
、
た
た
だ
し
リ
ュ
ウ
シ
ョ
が
ど

か
が
ぶ

一
冊
を
口
う
の
に
家
う
い
う
も
の
か
分
ら
な
い
と

を
山
て
か
ら
・
h
時
間
も
杭
つ
い
う
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
小
説

て
し
ま
う
ク
ー
ラ
ー
が
き
は
出
発
し
て
い
る
。

い
て
い
る
喫
茶
庖
で

『
月
山

亡
父
の
ほ
水
鉄
五
郎
、
新

付
柳
占
』
を
み
な
が
ら
、
ぃ

山
県
巡
伐
が
定
年
退
職
し
た

ろ
い
ろ
と
反
省
自
省
し
な
が
あ
と
、
七
十
六
歳
で
亡
く
な

ら
荒
い
も
の
が
こ
み
あ
げ
て

リ
、
遺
品
の
中
に
和
紙
を
こ

き
た
。

よ
り
で
と
じ
た
四
十
ペ
ー
ジ

も
は
や
大
阪
の
反
は
ク
|
ぐ
ら
い
の
小
冊
子
で
あ
る
。

ラ
ー
な
し
で
は
過
せ
な
く
な
こ
の
小
冊
子
が
『
月
潟
村

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

柳
乃
』
で
あ
る
。

な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は

一
一械の

H
花
ふ
う

シ
ャ
ツ
む
ズ
ボ
ン
も
げ
で
の
月
山
内
村
訪
問
記
で
日
付
を

肌
に
く

っ
つ
い
て

い
た
。

入
れ
(
年
号
は
書
か
れ
て
な

多
分
こ

の
本
を
読
む
の
に

か
っ
た
)
、
そ
れ
か
ら
文
章

丘
時
間
も
か
か
ら
な
い
の
で
が

メ
モ

ふ
う
に
警
か
れ
て
い

は
な
い
か
。

る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
た
つ

家
を
山
山
る
時
に
は
、
も
っ
た
九
ペ
ー
ジ
で
お
わ
り
、
あ

と
気
転
に
考
え
て
い
た
は
ず
と
は
'U
紙
だ
っ
た
。

だ
、
あ
れ
ば
口
お
う
、
な
け
こ
の
内
紙
に
つ
い
て
川
氷

れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
邦
夫
が
傑
泌
し
、
こ
の
白
紙

だ
、
と
り
あ
え
ず
今
予
厄
に
を
解
説
し
て
ゆ
く
こ
と
、
解

読
む
べ
き
本
が
な
い
の
で
は
読
の
方
法
が
こ
の

一
見
ル
ポ

な
い
。
む
し
ろ
読
ま
な
け
れ

胤
の
形
式
を
と
っ
た
小
説
を

ば
な
ら
な
い
本
が
山
崎
し
て

成
立
さ
せ
て
い
る
。

い
る
の
だ
。

は
じ
め
の
吉
岡
実
の

i
i

そ
う
で
な
く
て
も
、
も
う
カ
タ
バ
ミ
の
花
の
よ
う
に
|

手
狭
な
わ
が
家
で
は
、
本
を

ー
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
清
水
邦

前
く
べ
き
ス
ペ
ー
ス
は
附
ん
犬
は
「
事
物
と
管
省
し
た
部

ど
な
い
の
だ
。

分
へ
/
桁
を
差
し
入
れ
る
」。

本
を
口
う
の
は
よ
い
の
だ
つ
い
で
「
肉
体
と
い
う
/
広

が
、
口
っ
て
き
た
本
を
ど
こ
大
な
る
風
対
」
を
竹
す
だ
れ

に
罰
く
か
を
与
え
な
け
れ
ば
を
透
か
し
て
眺
め
る
。
次
に

な
ら
な
い

の
が
一
戸
惑
い
を
ま
遠
方
の
薮
や
川
で
探
し
あ
ぐ

す
ば
か
り
な
の
に
。

ね
て
い
る
も
の
が
と
り
あ
げ

川以
初
に
入
っ
た
本
屋
に
な
ら
れ
、
結
末
と
し
て
は

「光

い
と
つ
い
依
枯
地
に
な
っ
て
、
は
w
Mか
ら
も
が
き
山
山
て
く
る
」

ど
こ
か
の
本
屋
で
見
つ
け
出
と
い
う
訳
だ
。

そ
う
と
婆
ら
ぬ
努
力
を
し
て

『月
潟
村
柳
品
川
H

』
を
読
む

し
ま
う
。

的
に
、
中
桐
文
子
の

『長
柄

必
い
嚇
な
の
だ
。

す
こ
し
』
を
比
て
読
後
感
が

司
片
山
村
柳
芯
』
ツ
キ
ガ

冴
、
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

タ
ム
ラ
ま
で
は
ま
あ
間
追
い
烈
回
三
郎
夫
人
が
巣
凶
三
郎

な
い
と
は
お
も
っ
て
い

た
が
に
つ
い
て
占
い
た
上
中
に
も
似

そ
の
後
を
本
屋
の
庖
員
に
ど
た
よ
う
な
読
後
感
が
は
た
ら

う
言
え
ば
よ
い
の
か
分
ら
な
い
て
い
た
こ
と
も
思
い
出
し

か
っ
た
。

た
。

リ
ュ
ウ
シ
ョ
か
そ
れ
と
も
や
は
り

l
i女
た
ち
は
、

ヤ
ナ
ギ
ガ
キ
と
で
も
コ
う
の
あ
ま
リ
に
も
作
品
ur
〈
予
に
入

で
あ
ろ
う
か
。
本
文
の

H
を
れ
て
し
ま
う
の
だ

は
る
と
、
こ
れ
は
リ
ュ
ウ
シ

一打逆話
好評発売中/

価格 1，240，000円

(株)テヅカ

" 

マーブJIノマッドネス
好評発売中/

本体定価 980，000円

私たちはギャンプル機やコピー機のない、

健全なAM嫌界をめさrしています。

メトロクロス
好評発売中/

PCBキット定価 128，000円

たゆまぬ努力で正しいコースを

パラテ、ユーク
新発売

PC Bキット価格 128，000円

(統
)
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ー，

釈

の

で
し
ょ
う
か
。

O
(〉
(
×
〉
〈
〉
〈
)
〈
〉
(
〉
(
)
〈

答

ど

ち
ら
が
正
し
い
か

C
・

E・
-
E
E

と
一
吉
田
う
よ
り
、
む
し
ろ
ど
ち

0
・
・
・
・
・
・
・

ら
か
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け

。

.

.

.

.

.
 
圃

・

で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
、

げ
へ
圃
・
・
・
・
・
・
圃
・

ど
ち
ら
も
間
違
っ
て
い
る
こ

α・
・
・
・
・
圃
・

と
与
え
ら
れ
ま
す
ね
。

0

・・・・

行
政
法
令
に
つ
い
て
上
級

O
圃
・
・
・
・
・
・
・
・

令
の
規
定
に
つ
い
て
そ
の
役
下
級
品
わ
ず
、
議
手

。

.

.

 

圃

・

所
と
し
て
の
公
け
の
解
釈
を
下
す
解
釈
を

「行
政
解
釈
」

X
・
・
・
・
・
・
唱
E
a

示
し
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
い
、
こ
れ
は
門
紙
の
下

α・
・
・
司

‘

.

(
:
:
:
)
こ
う
い
う
も
の
が
級
機
関
に
だ
け
拘
束
力
を
持

0
・
・
・
・

a・

布
権
解
釈
あ
る
い
は
公
定
解
ち
ま
す
が
、
立
法
府
(国
会

)
0
・
・
・
・

・

釈
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
対
し
て
も
司
法
府

(裁
判

。

.

.

.

 

叫

が
き
訟
法
令
に
つ
い
て
施
行
所
)
に
対
し
て
も
拘
束
力
を

X
・
・
・
・

酬

の
責
任
を
も
っ
上
級
の
行
政
持
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現

ヌ
・
・
・
・
・

時

機
関
の
公
け
の
解
釈
だ
か
ら
実
に
は
行
政
解
釈
が
な
か
な

。

.

.

.

.
 h
E
 

で
あ
る
が
、
施
行
責
任
を
有
か
強
い
カ
を
持
っ
て
い
る
た

0
・
・
・
・
・

岡
山
川

す
る
国
家
機
関
の
解
釈
で
あ
め
、
時
に
は
話
が
こ
じ
れ
て

0
・
・
・
・

咽
圃
圃

る
と
い
う
点
で
権
威
の
あ
る
社
会
問
題
化
す
る
こ
と
も
あ

わ

圃

・

・

・

圃

も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
行
る
ほ
ど
で
す
。

~Hr--3圃
・
・
・

政
機
関
の
解
釈
で
あ
る
点
に

問

さ

き
ほ
ど
の
文
中
、

0
・
・
宿
・

ι・
圃

お
い
て
は
、
裁
判
所
の
判
断

「法
規
的
解
釈
」
と
あ
る
の

(
)
園
周
司
圃
圃

圃

・

と
い
う
よ
う
な
法
的
拘
束
力
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

。

圃

聖

圃

・
・
圃

を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と

答

「法
規
的
解
釈
」
と

x
-
E圃
ー
.

は
も
ち
ろ
ん
、
立
法
者
自
身
い
う
の
は
、
あ
る
法
令
の
税

X
.
.
 ，
 
.. 
‘
 
.. 

の
解
釈
を
示
し
た
い
わ
ゆ
る
定
の
意
味
を
、
そ
の
法
令
中

0
・
田
副
.

，

島

法
規
的
閥
解
釈
と
も
ち
が

っ
て
、
の
他
の
筒
所
な
ど
で

「解
釈

0
・
園
間
圃
-
L
M町

一
つ
の
行
政
解
釈
に
す
ぎ
ず
、
既
定
」
を
設
け
て
、
明
ら
か

。

.

.

 周回

a
H

桁
抑
監
朽
と
い
う
行
政
系
統
に
す
る
こ
と
で
す
。
法
令
白

χ
・
圃
咽
圃
圃

m
E
E

を
通
じ
て
下
級
機
関
に
対
す
体
が
法
令
の
形
で
自
ら
緊

α園
開
園

h
困

る
拘
束
力
は
も
つ
が
、
成
判
を
下
す
の
で
、
こ
れ
以
上
雌

O
圃

---
aEE

所
に
対
す
る
拘
求
カ
は
も
た
か
な
も
の
は
な
い

、
と
さ
れ

0
・
・
・
・

uu

な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
泣
句
て
い
ま
す
。
風
俗
常
業
の
定

。

.

.

.

.
 
m川

を
は
じ
め
、

一
般
の
人
々
を
義
な
ど
は
そ
の
例
で
す
。
し

X
・

・

・

4
E

拘
束
す
る
わ
け
の
も
の
で
も
か
し
細
か
く
定
義
し
て
も
、

x・
・
・
・
・
蜘

な
い
の
で
あ
る
こ

林
修
三
結
局
よ
く
わ
か
ら
な
い

t
o--・

"

若

「
法
令
解
釈
の
常
識
」

日
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
も
そ

0
・
・
・
・

・

本
評
論
社
、
八
五
至
。

の
例
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す

oc---
-

こ
れ
で
納
得
し
て
い
た
だ

司

法
律

z
z
z
o
-
-
M

f

、

(
)
・
・
・
・
圃
・
・

け
る
で
し
ょ
う
か
。

味
を
政
令
、
府
令
、
腕
即

ao----F
a・

聞

な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
ど
で
定
義
す
る
場
合
は
ど
う

0
.
.
.
.
.
 ，
F
I
 

う
わ
け
で
す
か
。
す
る
と
、
な
る
の
で
し
ょ
う
。

(
)
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
 

各
所
持
警
察
署
が
下
す
解
釈

答

法
律
に
委
任
の
恨
拠

0
・

・

・

・

・

・

(

)

 
••••••••• 

も
ま
た

「有
権
解
釈
」
の
ひ
が
あ
れ
ば
法
先
l

a

.

.

.

.

.

.

.
 
.
 

0
・
・
・
・
司

a・
・
・

と
つ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
な
さ
れ
ま
す
が
、
誌
が
な

0
・
・

z・

れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
け
れ
ば
行
政
解
釈
に
す
ぎ
ま

C
圃
・
・
・
岡
V
M・

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
せ
ん
。
新
風
党
仙
の

「解
釈

0
・
・

・

闘

訓

凶

ろ
で
、
あ
る
符
・
窓
引
が
ド
し
法
子
は
行
政
附
釈
を

一小
す

0
・
・
・
・
・
田
克
』

，

も

l'
i

i

-

(
)
.
.
.
.
.
.
 

，LM
 

た
解
釈
と
他
の
常
対
百
が
ド
い
い
け本

で

.

.

.

.

.

.
 
.
 

(
)
圃
・
・
・
・
・
・
回
国

し
た
解
釈
と
が
、
同
じ
が
刷
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

0
・
・
・
・
・
・
・

に
つ
い
て
異
な
る
場
合
、
ど

(
)
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
 

ち
ら
が
正
し
い
と
手
え
る
の

O
(〉
(
〉
(
〉
〈
〉
〈
〉
(
〉
(

行
政
解
釈
は
立
法
府
や
司
法
府
を
拘
束
し
な
い
が
強
力

間

前
固
め
「
そ
の
他
」

答

そ
う
で
す
ね
。
で
は

と

「
そ
の
他
の
」
の
区
別
に
解
釈
の
万
法
に
つ
い
て
、
ァ

関
連
し
て
、
こ
こ
で
改
め
て
ウ
ト
ラ
イ
ン
だ
け
で
も
見
て

こ
う
い
う
悦
向
さ
れ
や
す
い
い
き
ま
し
ょ
う
か
。
と
言
う

法
令
用
語
に
つ
い
て
、
ど
う
の
は
、
胤
営
法
改
正
の
際
の

い
う
も
の
が
あ
る
か
教
え
て
凶
会
務
識
の
中
で
も
「
有
権

下
さ
い
ま
せ
ん
か
。

解
釈
」
な
ど
の
言
葉
が
登
場

答

た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
し
て
お
り
、
こ
う
い
う
言
葉

ど
れ
も
こ
れ
も
と
い
う
わ
け
の
意
味
に
つ
い
て
も
知
っ
て

に
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
主
お

い
た
は
、
つ
が
い
い
、
と
忠

な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
及
び
」
い
ま
す
か
ら
。

と
「
並
び
に
」
、
「
又
は
」

閉

そ
れ
な
ん
で
す
よ
。

と
「
若
し
く
は
」
、
「
か
つ
」
、
ま
ず

「有
権
解
釈
」
と
い
う

「
た
だ
し
」
と
「
こ
の
場
合
言
葉
の
正
確
な
意
味
が
わ
か

に
お
い
て
」
、「者

」
、
「
物
」
り
に
く
い
。
権
利
を
持
つ
者

及
び
「
も
の
」
、

「場
合
」
、
に
よ
る
法
解
釈
だ
と
す
れ
ば
、

「
時
」
、
「
と
き
」
及
び
「
と
日
本
間
怒
法
で
主
権
は
国
民

こ
ろ
」
な
ど
で
し
ょ
う
か
。
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
そ

こ
の
極
め
基
本
的
な
法
令
れ
ぞ
れ
の
国
民
が
例
人
と
し

用
語
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
て
下
す
解
釈
も
ま
た

「有
権

す
い
解
説
芯
と
し
て
林
修
三

解
釈
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

符「
法
令
用
語
の
常
織
」

(
日

ま

す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う

本
評
論
社
、
九
百
五
十
円
)
「
私
人
に
よ
る
法
令
の
解
釈
」

が
あ
り
、
ま
ず
は
こ
れ
を
推
が
他
に
対
し
て
法
的
拘
束
力

成
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
何
を
持
た
な
い
こ
と
も
、
い
わ

皮
J
U
一割守
フ
ょ
う
で
す
が
、
自
ぱ
九日山減
で
す
。
で
は
法
的
な

分
の
カ
で
新
風
営
法
を
勉
強
権
威
の
あ
る
と
こ
ろ
が
下
し

す
る
と
い
う
姿
勢
が
大
切
で
た
解
釈
か
と
い
う
と
、
ど
こ

す
。
そ
の
場
合
、
こ
う
い
う
が
そ
の
紋
終
的
権
威
な
の
か

本
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。

け
で
す
が
、
決
し
て
途
中
で

答

き
り
が
あ
り
ま
せ
ん

放
っ
た
り
せ
ず
、
半
抱
強
く
か
ら
、
正
解
を
示
し
ま
し
ょ

自
分
の
力
で
勉
強
す
る
と
い
う
。
「
法
令
に
つ
い
て
の
本

う
姿
勢
を
保
っ
て
い
た
だ
き
当
の
意
味
の
有
権
解
釈
と
か

た
い
も
の
で
す
ね
。
公
定
解
釈
と
い
わ
れ
る
も
の

閉

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
は
、
倣
定
判
決
を
通
じ
て
行

あ
た
り
で
法
令
用
語
の
法
本
な
わ
れ
る
裁
判
所
、

そ
れ
も

的
な
と
こ
ろ
は
、
ひ
と
ま
ず

披
日
裁
判
所
の
解
釈
以
外
に

切
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
、
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る

で
は
現
に
あ
る
法
律
を
ど
う
が
、
利
上

一
一
般
に
有
権
解
釈

解
釈
し
て
い
く
の
が
正
し
い
と
か
公
半
解
釈
と
い
わ
れ
て

の
か
、
と
い
う
解
釈
の
い
刀
法
い
る
も
の
は
、
そ
う
い
う
も

に
つ
い
て
も
縫
認
し
て
い
き
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
法
令

た
い
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
の
地
行
に
つ
い
て
民
任
を
有

ょ
う
か
。

す
る
行
政
機
関
が
、
そ
の
法

評価(RATING)

アップライト、コックピット型TVゲーム機
(UPRIGHT /COCKPIT VIDEOS) 

機種名(メーカー名)
MODEL (MANUFACTURER) 

~ne句

SEPTEMBER 

前
回

rne 

評価
(RATlNG) 

テーブル型TVゲーム機 (TABLEVIDEOS) 

機種名(メーカー名)
MODEL (MANUFACTURER) 

前
向

• • ハングオン(ライドオンタイプ) (セが杜)
Hang-On (Ride On Type) (Sega) ...・H ・.. • . . . . . . . . . . . . . .…9.58 

ハングオン(シットダウンタイプ) (セガ社)
Hang-On (Sit Down Type)(Sega) .......…・・・・・・・・・・・・・-…9.00

1 

@ 

草野球(タイトー)
Sandlot Baseball (Taito)…. . .・.. .……・ー・…………一..... 7.56 

グラディウス(コナミ)
Gradius (Konami) ..・・・…………一.. . . . . . . . .一……….."'7.45 

l 

2 2 

パギーボーイ (辰巳電子)
Buggy Boy (Tatsumi) …・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………・・・・・…'8.00

宇宙戦艦ヤマ ト(タイトー)
Space Battleship Yamato (Taito) 3 

@ 

4 

ピンポンキング(タイトー)
Ping-Pong King (Taito) ....................................... 6.56 

飛龍の挙(タイトー)
Hiryu No Ken (Taito) …・・・・・・・・・・・・……………・・・・・・・…"6.42

4 

3 

@ 

4 
q
g
 

F
吋
u

司

I

TX-l V8 (辰巳電子)
TX-l V8 (Tatsumi) ・・・・・・・・・・・ー・・・……….. . . . . . . . . . . . . • • • . • . 7 . 13 

2 5 
スイートギャル(日本物産)
Sweet Gal* (Nichibutsu) ・・・・・…………一.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . 23 8 

新
風
営
法
を
勉
強
す
る
会

T X-l (辰巳電子)
TX-l (Tatsumi) .....…. . .・ H ・.. . . . . . . . . . . . . . • . . . .…. • • . • • • • • • 6 . 25 5 6 

1 9 4 2 (カプコン)
1942 (Capcom) .....・H ・.. . . . . . . . . . . . . . • .……. . . . . . . . . . . • • . • • 6 . 00 9 。

ワイノ〈ーンF-0 (タイトー)
Wyvern F-O (Taito)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.13

4 7 

サンダーストーム(データイ ース ト)
Thunder Storm (Data East)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5.57

11 @ 

背蒋スキャン夕、ル(セガ杜)
Seisyun Scandal (Sega) ・・・・・・…・・・・….. . . . . .・ H ・・・・・・・・・・・・・6.00

タンク(新日本企画)
T.A.N.K. (SNK) ・・・・・・・・・・H ・H ・・・・….. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .6 . 00 

5 7 

6 7 

• '. ポールポジションII(ナムコ)
Pole Position 11 (Namco) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………... . 5 . 17 

6 9 
いっき(サン電子)
Farmer's Rebellion (Sun Electronics)・….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 00 10 。

GPワールド (セガ社)
GP World (Sega)…一一.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…. • • . .・・・・・・・・・・・4.89

マーブルマッドネス(アタリ)
Marble Madness (Atari) .............................………'4.80 

ウルトラクイズ(タイトー)
Ultla Quiz (Taito) ....................... ...................... "'4.75 

ポールポジション(ナムコ)
Pole Position (Namco) ・・・・・・・・・・・…・・・…・・…・・・・.. . . . . . . . . 4 . 67 

8 

13 

9 

10 

⑪ 

12 

ツインビー(コナミ)
Twin Bee (Konami) ...・H ・・・・・……………一一・・・・・・・……..5.86 

ナイトギャル(日本物産)
Night Gal‘(Nichibutsu) ....……………・・・・・・・・・・……....5.64

シュートアウト(データイースト)
Shoot Out (Data East)..…・・・・・・・・・・・・………ー・・・・・・・・・・…'5.63

17 

13 

10 

⑪ 

⑪ 

12 

7 13 
リパルス(セガ杜)
Repuls (Sega) .....一・ー………..・・・・・…………….. . . . . . . . . 5 . 60 14 

モナコグランプリ (セyゲ杜)
Monaco G. P. (Sega)…. . .・ H ・.. . . . . . . . . . . .一………….....4.33 14 

キング ・オプ ・ボクサー(ウッドプレイス)
King of Boxer (Woodplace)……………. . . . . . . . . . . . . .……'5.53 14 10 7 

ヲτぃ毎nワー鍵名にスタープレイザー(セガ杜)
Starblazer (Sega)・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…'4.33

12 14 
パラデューク(ナムコ)
Baraduke (Namco) ..................……・・・・・…・・・・・・…・・・・5.36

@ 

鮭名1::let、人それぞれの司範憶が秘められて

しかし、それとと
。 rネ，-~・トυ'.yフJ tct、ヨ

116'信わる‘ゲマトリア'占
一一ク怠勉名占いです。

*その人の運勢を示しま写。

1 あな疋の自主86い
クラウンズコ'ルフ ・イン ・ハワイ(エスコ貿易)
Crowns Golf in Hawaii (Esco)・・・・・・・・・・・・・………・・・・・・・・・・・5.2119 @ 

す姓名占い
f人占い/相性占い

• 4・(FLlPPERS) 
。

ツ ハ ーフリ
シティーコネクション(ジャレコ)
City Connection (Jaleco)..............…. • • • • • • • • • • • • • • • . .一一5.1312 17 

定

単純O

食{士繊会

高さ/154511ll1

奥行/31011ll1

績幅/43811ll1
重量/31.5k8
消費電力/21W

マ91-27ω6

合その人の方向EをのI<tし、舎!I:でとは遺つだ新しい世界へのかけはしに怠る
でしょう.べンネ一心守=ックネーム?戸イドルネーム?
つ刀いか疋I<l自由で<1.

合マスコットネーム
命名システム

ソーセラー(ウィリアムズ)
Sorcerer ~i l liams) ...........…・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー…ぃ7.33

1 vsシステム テニス(任天堂)
VS. System Tennis (Nintendo) ……・・・・・・・・・・・……・・・一一5.0023 @ 

スペースシャトル (ウィリアムズ)
Space Shuttle (Williams)...........………一.• . . • . . . . . . . . . . . . 6 . 00 

ロポット(ザッカリア)
Robot (Zaccaria) ・・・・・…………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・………一5.40

3 

2 

@ 

3 

コナミのピンポン(コナミ)
Konamis Ping Pong (1くonami) ・・……一.. . . . . . . . . . . . . . .・ H ・5.00

戦場の娘(カプコン)
Commando (Capcom)..………. . . . . .一一・・・・・・・……・…....4.9120 

@ 

20 

どニにでもて
ファッシヨ 7

甚麗人ーをデん戸ーテスト

"婦医窃・察担軽轟

つ問I!I'ポラ万ィ戸

工la筋

耳|樹・ :;:>1-'11イヲ一

刀美容コンヲ1レ9ント

キスチユYフーデス

クコピーラィ9-.

経望者

コ1<;11デザイナー

サイベルノー ト(パリー)
Cybernaut (Bally)……-…・・・…・・・・・・・・・・・・・・・ぃ・・・・・・・・…....4.75 

ストライカー(コ。ットリープ)
Striker (Gottlieb) ・・・・・……ー・・・……………・・・・……ぃ…..4.50 

4 

6 

4 

@ 

雀王(新日本企画)
Jang-oh併 (SNK).………………………………・…一.....4.89 

スパ/レタンX(アイレム)
Kung Fu Master (Irem) …・・・・・…ー・………一.. . . . . .一…..4.87 

18 

30 

21 

@ 

テテ'ィーボーイ ・プjレース(セガ社)
Teddy Boy Blues (Sega) ………………・・……………....4.83 

16 23 

• 

3 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

本社/大阪市北区西天満 1丁目7番4号協和中之島ピル TEL06(312)1300(代)

yowa Nakanoshima， Bldg， I・7・4，Nishit.nma， Kita.ku， Os.ka 530 Japan Phon.06(3t2lt305 T.I.， J 63074 IREM 

東京販売事務所/東京都港区南麻布3丁目19番23号オーク南麻布ビル TEし03(442)3081(代)

アイレム販売株式会社
CORPORATIO闘

①1入占い ②ff3鮭占い

戸入 笠 戸結 婚

イ健 *1 イ友 情

つ鍵 康 つ恋 雪量

工勉 強 工貌

ズ進路遁位 きょうだい

力食 運 先生 etc.

宋餐工争調理工

作為v-9-'dMn.

穴企業の耳フィスレディ

コンピ2ータの医術壱

、J
qスヲイリスト

チ通訳翻訳家

ツハウスマヌカシ

テ戸ナウンザ_.声優

ト1111蚕家

• 
調査ご協力庖(順不問)

1レナパーク(東京 ・新宿)、ロサ ・ゲームランド(東京 ・池袋)、 ドリ ームイン河保町(京都 ・四条河原

町)、タイトースペシャル{大阪 ・梅回)=胸タイトー; J & B (東京 ・仲間)、 UF 0 (東京 .:a

谷)、セガセンター ・ ニュー光(大阪 ・ 心務総)、モンテカ 1レロ必命(京都 ・ ~t区)、カーニパルプラザ

(東京 ・新宿)=(附セガ ・エンタープライゼス; プレイシティキャロ ット新wm(来京 ・新宿)、ビッ

グキャロ ット新橋応(東京 ・新矯)、なんIf'"ティビッグキャロ ット(大阪 .!tlt:i.庇)=(附ナムコ ; ゲー

ムスポット・チェスター(大阪 ・彬図)、アメニティパ-;;・リノ千トIj)iJ Jお(大|坂 ・千目的)、アメニテ

イパーク・リノ織防腐(大阪 ・梅聞)=鮒アポロ; ワールドゲーム ・ミヤコ 01:[J;;: .新宿)=紛東京キ

ヤピオー ト， 名欽レジャック(名古長 ・駅前)=胸水野商会; ビデオイン ・キャ γスJレ(小倉 ・駅前)

=(~n太平会館; ビデオイン ?ツヤ(京都 ・今出川)=側|判凶閥会; 不.i立ゲームセンター (大阪 ・玉

i1i) =み興業側 ; ポウIレタカハシ ・ゲームセンター(大阪 ・阿俄針)=(附大阪サービスゲームス; ゲ

ームコーナー ・プルプル (北海道 ・札幌)=須貝興行側。

ペンギンくんウォーズ(ユーピーエル)
Penguin-kun Wars (UPL) …・一一.. . .一一.. . . . . . . . . . . • .……4.75 15 24 

オセロ(フジワラ)
Othello (Fujiwara) ・・ー…・・・・・・・・・・・・-……...・ H ・.. . . . . . . • . . . 4 . 71 25 25 

側資ロヶーン 可ンのllt鑑機縫を売上げと人気度力、ら見たうンタfすけで、告".ヘレーターの判断

によるテ-7'<:-集計、その平均値を示したもの 数字の意味は 10 :ニれ以上ない爆発的な人気

と売よけ、 9・すは勺!...'. '人気と売上け、 8:犬変いい人気と売よ(f、 7 いい人気と売よげ、

6・孟めいい人気と先上け、 5 平均的なもの、 4 平均以下{以下省略)

各 TheTraditional Japanese Games 

評価

(RATING) 



(26) ゲームマシンゲームマシン

tober， but there seems to be no accu-
rate schedule. 

Meanwhile， at its annual member-
ship meeting held February 13， NAO 
decided to“dissolve NAO when a“na-
tional federation" is established， and 
NAO's activities and assets will be 
taken over by the “national federa-
tion'.'.This decision， however， was very 
indefinite， and at the general meeting， 
NAO made a budget only up to March 
31. In this way， March 31 came， but 
NAO remained as a provisional associ-
ation without securing any authorized 
budget. At that time， NAO seems to 
have made up its mind to dissolve it・
self in June. Now， June has passed. 
Even some of NAO officers began to 

voice that “NAO should have disolved 
itself now". This is none other than 
confusion. This， however， may be said 
to be a natural outcome ofthe general 
meeting in February at which they de-

cided to dissolve itself without fIxing 
the date of dissolution. 

There are several possible reasons 
of delay in organizing a“national 
federation". The largest reason is that 
there are people who say，“a‘national 
federation' is unnecessary， if it be-
comes like NAO". It is said that 
NAO's“achievements" include even a 
gloomy aspect. What's more， NAO re-
quests an expected“national federa-
tion" to take over its business and as-
sets. There is nothing unnatural than 
this. Thus， it may be said that it is 

NAO that is preventing a“national 
federation" from coming泊tobeing. 
ln the eyes of NAO， however， the 
situation is quite contrary， and it is 
NAO that is facilitating establishemnt 

of a“national federation". 
According to a document distrib-

uted by NAO executives on July 30" 
NAO will remain as a representative of 
nationwide operators， although formal 
it may be. NAO secretariat remains 
active， st出 servingeffectively as an 
offIce to negotiate with the National 
PO lice Agency. It， however， remains 
unknown by which operators its activi-

ties are supported. Thus， confusion 
continues. 

Act'" (March 29， 1984). When the biU 
was brought before the Diet， and 
J AMMA developed a powerful opposi・
tion to it， it was NAO， to our surprise， 
that had harnpered the opposition. 

Thus，“New Fuei Act" was estab-
lished， and in February when it was 
enacted， operation of amusement 
games began to be placed under strict 
legal control as Fuei“Operation No. 
8". In the meantime， when NAO of-
ficers were asked，“Why haven't you 
opposed to ‘New Fuei Act'ヘthey
would reply，“Though we at NAO 
have raised an opposition， we had 
lacked force enough to develop it". 

Then， when asked，“ln which way has 
NAO developed an opposition?ぺnone.
of NAO offIcers would answer. This is 

the actualities with NAO's activity. 
Between establishment of “New 

Fuei Act" (Auguは，1984) and its en-

forcement (February， 1985)， prefec-
tural associations of operators had 
been set up one after another. The 
largest of them is in Osaka， having 292 
companies as member operators. The 
second largest association is in Tokyo， 
having about 180 companies， followed 
by an association in Aichi， having 89 
companies. In this way， there are oper-
ators associations in 42 prefectures， 
having a total of about 1，700 opera-
tors. These operators associations are 
horizontally connected with each 
other， and there has occurred an atmo・

sphere in which they would Wαto 
organize a federation of local associa-
tions， in order to act upon the govern-
ment and the Diet at a nationwide 
level. This was a natural course of 
events. Since last Decemb er， this move 
towards establishment of a“national 
federation" has not been yet agreed 
upon by local associations across 
Japan， although several meetings have 
been held. At present， preparations are 
under way towards its establishment 
under the leadership of president of 
Taito， Akio Nakanishi (chairman of 
operators association in Tokyo) as 

chairman of preparation committee. 
He intends to hold a general meeting 
of establishment in September-Oc-

ment-Machinery Manufacturers Associ-
ation (J品倒的 had already been 
inaugurated as an association of manu・

facturers and distributors. Yuei did 
not join JAMMA. Was this because 
Yuei recognized itself to be a manufac-
turer whose scale is not large epough 
to join JAMMA? It remains unknown. 
Chairman Uchida has often talked that 
“JAMMA and NAO wi1l merge in fu・
ture". From this， it may be said that 
NAO was organized merely by gather-
ing only those operators who could 
not be covered by JAMMA. In this 
case， organization of most of the 
operators (at least 50%) is merely 
dreamy story. 

To make matters worse， NAO has 
often disputed， as a represent号tiveof 
operators， with JAMMA which is a 
representative of manufacturers. The 
causes of dispute include the one that 
many ofNAO members manufactured， 
sold or operated unauthorized copies 
of video games. It is beyond doubt 
that JAMMA is a representative of 
manufacturers. It， however， is doubt-
ful to recognize NAO as a represent-
ative of operators. For a dispute to 
take place there must a confljct of in-
terest， but members in those days of 
NAO included Taito， Sega and Namco 
which are manufacturers also serving 

書1三純郵便物認可
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{サマー)かきた》〈ナイトギャルに

ナイトギャルサマー

ASAHI 醐INEERINGCO.. Ltd. 

直径3.500%同型

コンパクトに置ける

詳しくは下記へお問い合わせ下さ い

as operators. 
In order to avoid these problems， 

NAO， at the very beginning of its es-
tablishment， had provided a strange 
rule: that is， JAMMA's director com-
panies can become members of NAO， 
but can never become important direc-
tors of NAO. Thus， from the very be-
binning， Taito， Sega and Namco could 
have a smaU voice at a meeting of di-
rectors of NAO. Operators smaller than 
Taito， Sega and Namco had organized 
a group by naming themselves “minor 
operators". From this， it may be imag-
ined that NAO has been a place in 

which many“minor operators" have 
fought with “major operators". This 
has always been brought to light on 
the occasion of JAMMA's fjght with 

NAO. JAMMA has advocated the 
urgency of elimination of unautho-
rized copies， while NAO has endeav-
ored to justify unauthorized copies. 
Every time when such conflict occur-
red， the board of directors of NAO has 
been confused with nonsensical asser-
tions. The confusion also oCGurred 
when treating gaming devices， includ-
ing video pokers. 

After all， in the eyes of NAO， it is 
m司or manufacturer-operators that 
have made the matters change for the 

worse. Thus， it may be said that 
NAO's solidarity has been nurtured by 
voicing their discontent with major 
manufacturers. But， what good will 
such solidarity do? Last year， when 
the government brought “New Fuei 
Bill" forward， NAO had not raised any 
effective opposition， eventually 
making announcement that they “will 
not raise an opposition to‘New Fuei 

know， 
tors are 

• 

• 

Since April 1， Nihon Amusement-
Machine Operators Association (NAO) 
has remained in a provisional period 
before its planned dissolution in June. 
However， it has not executed its dis-
solution， but remains formally as a so・
called “ghost association". Even some 
NAO directors confessed that “NAO 

has already dissolved at the end. of 
June". Thus， a confusion is occurring. 
In view of these circumstances， Hiroshi 
Uchida (Yuei)， chairman of NAO， and 
three vice-chairmen， Toshio Yamada 
(Togo Japan)， Tomi Umemura例Uu-

no)， and Yoshihiko Kohdou (Irem) ， 
distributed a paper entitled a“Report 
on the Present State of NAO" to the 
members on July 30. According to it， 
NAO remains formally， and， as a repre-
sentative of operators across Japan， is 
negotiating with the goverruηent. 

NAO has been鈎 idto become nom-
inal since a long time ago -it had be-
come so at the very beginning of estab-
lishment. In f1Ict， when it was estab-
lished on March 23， 1981， the number 
of its members was 343， and as of the 
end of December， 1981， it stood at 
384， but three years later， or as of the 
end of December， 1984， the number 
remained at 423-showing almost no 
increase. According to NAO， there are 
2，000-3，000 operators across Japan. 
So， only 15-20% of a11 operators have 
been organ包edby NAO. Non-NAO 
companies include Korakuen 1ρcο-
motive， Daiei Leisure Land， and 
several other leading operators. There 
are people who say NAO， after all， has 
merely been a salon for part of opera・
tors. This opinion is not altogether in 
the wrong. 

As many of overseas readers might 
major amusement game opera-
manufacturers who also serve 

as an operator-Taito， Sega and Nam-
co. There are many companies of this 
type irrespective of corporate size. 

That is， Yuei managed by NAO's chair-
man， is an operator and also manufac-
turer of kiddie rides and arcade games. 
Irem， which is managed by one of 
NAO's vice-chairmen， is叩 operator
and manufacturer of video games. 
Togo Japan is also an operator and 
manufacturer of amusement park faci-

lities， kiddie rides， and arcade games. 
There also are many NAO directors 
whose companies are distributor/man-
ufacturers also serving as operators. 

According1y， NAO has been composed 
mostly of operators who aJso serve as 
a manufacturer or distributor -not of 
only operators of amusement game 

and/or rides. At the very be炉問ngof 
NAO's establishment， this caused 
much trouble， since Japan Amuse-

• 

:. 

一

-ギャルの選択
愛らしい動きと、甘いささやき

で、あなたのさそいを待ってい

ます。上ガると、ギャルは衣裳

を次々とはずします。

-三元ラッシュ
白・発・中のいずれかを使って

よニガるとランプガっき3つ揃え

ば三元ラッシユガ成立、サービ

スゲームができます。(3つ揃う

までランプは育効)

l!f!II 認ー~

'‘ 

F.ditor: MasumI A kagI 

Amusement Press， Inc. 
9・16.Ka lll iy~ ll1 ach(). Kita-ku， 

Osaka， 530 Japan 。1985AIl1UScm<.:nl Prcss. 1m; 
Pril11l'd in Japal1 

• • 

-親(東家の時)で上がれば得点ガ2倍になります。

・配パイ時に不用な牌は何枚でもキャンセルできます。

回流局の時にテンパイをしていればラストチャンスガできます。

・5回連続して上がれば五連荘ガ成立し、以後役満に怠ります。

• 
、、~

--

---: -------
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ニチブツ 沖 縄 沖縄県宜野湾市大 山 46 3 ':t (09889 )8-73?3(代)〒90122 
NICHIBUTSU U，S，A CORP， TEL (2134080515 NICHIBUTSU U，K， LTD， TEL仮1)5444299 

B取物産 械式会祖
大阪市北区天神徳1T~12 香9号干530
雷(06;353・5211<代)TELEX523・6891NCBα】LJ

本



平和で友好的な星、パケット星が何物かに襲われた。パケット族の

人たちは全て囚えられてしまった。調査に赴いたキミは、美しいパケット星の地下に邪悪

なオクティ族の要塞が築かれていることを知る。パケットを救えるのはキミしかいない/波動銃と

シールドで武装してオクティ族を蟻滅しろ.グ
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• 

ブキ 、色司、

• 

• 

• 

• 

①パラデユーク要塞は、地下

深く{申びており、各フロア
ーはゲートで仕切られてい

る。

• ②オクティ族がt曽殖攻震をか

けてくる/波動銃で皮電車し

ろ。オクティ族を全てやっ
つけなければ、 先に行くゲ

ートleI:開かない。

③オクティをやっつけると、

隠されていたカプセルが出
現する。 中には・ e・o・?

ワ墜とSLiAZ芸在ナムコ

第三緩郵便物認可 (28) 

ラテ‘ユーク
仕様

・使用電源IACI日OV土IOV
(50/60Hz) 

・消費電力191W
・サイズ/W864x0768x

H600(ー710) '¥¥¥， 
・箆 窓/61[(g 
.18インチカラーモニター使用
・マ95-250日

④英語の話ぜる知的生物パケ

ツトは君の隊方だ/身を守
るためのシールドを溜やし
てくれる/

⑤各ステージの最下層には、

怨像を絶する異形の宝物が
洛んでいる。こいつは手強

いぞ/

本社 干146東京都大図区矢口 2-1 -21 ~03 (756) 231 I(大代)

営業本部 干146東京都大田区多嫁)112-8-5~03(756)231 1 (犬代)
西日本販売事務所 干564大阪府吹関市淫の木町20・10窓口6(338)3511紛
*遊園施設・娯楽機械*企画・設計・製作・販売・経営・賃貸・総出・綿入

*各種イベン ト*企画 ・制作 ・実施
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